
 - 1 - 

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正

する法律が成立し、公布されましたので、お知らせします。 

 

７文科初第７９３号 

令和７年６月１８日 

 

各 都 道 府 県 知 事 

各都道府県教育委員会教育長 

各指定都市・中核市市長 

各指定都市教育委員会教育長 

附属学校を置く各国公立大学法人の長 

各文部科学大臣所轄学校法人理事長 

構造改革特別区域法第 12 条第 1 項の 

認定を受けた各地方公共団体の長 

 

  文部科学事務次官 

     藤 原 章 夫 

 

 

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法

等の一部を改正する法律の公布について（通知） 

 

 

このたび、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の

一部を改正する法律（令和７年法律第 68 号。以下「給特法等一部改正法」という。）

が、本年６月 18 日に公布され、令和８年４月１日（一部の規定については、公布の

日又は令和８年１月１日）から施行されることとなりました。 

この法律は、学校教育の質の向上に向けて、教師に優れた人材を確保する必要が

あることに鑑み、学校における働き方改革の更なる加速化、組織的な学校運営及び

指導の促進並びに教師の処遇改善を一体的・総合的に進めるため、 

・ 教育職員の服務を監督する教育委員会に対する「業務量管理・健康確保措置

実施計画」の策定及び当該計画の実施状況の公表等の義務付け 

・ 学校の教育活動に関し、教職員間の総合的な調整を担う「主務教諭」の職の

創設 

・ 教職調整額の基準となる額について、給料月額の４％から 10％への引上げ 

・ 教師の職務や勤務の状況に応じた義務教育等教員特別手当の支給を実現する

ための規定の整備 

などの措置を一括して講ずるものです。 

殿 
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給特法等一部改正法の内容、施行期日等は下記のとおりですので、十分に御了知

の上、施行期日に向けて必要な準備を進めていただくなど、適切に御対応ください

ますようお願いします。なお、この法律に関しては、衆議院文部科学委員会及び参

議院文教科学委員会において、それぞれ附帯決議が付されておりますので、併せて

お知らせします。 

各都道府県教育委員会及び指定都市教育委員会におかれては、所管の学校に対し

て、給特法等一部改正法の趣旨及び内容を周知していただくとともに、首長部局に

も共有いただき、連携して学校における働き方改革の一層の推進、主務教諭の適切

な配置及び教師の処遇改善等に努めていただくようお願いします。 

また、各都道府県教育委員会におかれては、域内の市（指定都市を除く。以下同

じ。）区町村教育委員会に対して、給特法等一部改正法の趣旨及び内容を周知して

いただくよう配慮願います。その際、市区町村教育委員会に対しても、給特法等一

部改正法の趣旨及び内容を当該市区町村の首長部局にも共有することを促していた

だくようお願いします。 

加えて、同法第２条の規定による主務教諭の職の創設については、各都道府県知

事におかれては、所轄の学校及び学校法人並びに域内の市区町村認定こども園所管

部局、所轄の認定こども園及び認定こども園の設置者に対して、附属学校を設置す

る国公立大学法人の長におかれては、その管下の学校に対して、小中高等学校を設

置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法（平成 14 年法律第 189 号）第 12

条第１項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては、所轄の学校及び学校設置

会社に対して、本改正の趣旨及び内容を周知していただくよう配慮願います。 

なお、給特法等一部改正法については、関係資料とともに文部科学省のホームペ

ージに掲載しておりますので、併せて御参照ください。 

 

 

記 

 

第１ 給特法等一部改正法（本則）の内容 

 

１ 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法（昭和 46 年法

律第 77号）の一部改正 

 

（１）学校における働き方改革の更なる加速化に向けて教育委員会が講ずべき措置 

① 教育委員会は、文部科学大臣が定める指針に即して、当該教育委員会が服務

を監督する教育職員の業務の量の適切な管理その他健康及び福祉の確保を図る

ために講ずべき措置（以下「業務量管理・健康確保措置」という。）の実施に

関する計画（以下「業務量管理・健康確保措置実施計画」という。）を定める

ものとすること。（第８条第１項関係） 
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② 業務量管理・健康確保措置実施計画においては、業務量管理・健康確保措置

の実施により達成しようとする目標、業務量管理・健康確保措置の内容、その

他業務量管理・健康確保措置の実施に関し必要な事項について定めるものとす

ること。（第８条第２項関係） 

③ 教育委員会は、業務量管理・健康確保措置実施計画を定め、又は変更したと

きは、遅滞なく、これを公表するとともに、総合教育会議に報告するものとす

ること。（第８条第３項関係） 

④ 教育委員会は、毎年度、文部科学省令で定めるところにより、業務量管理・

健康確保措置実施計画の実施状況を公表するとともに、総合教育会議に報告す

るものとすること。（第８条第４項関係） 

⑤ 都道府県の教育委員会は、市町村（特別区を含み、指定都市を除く。）の教

育委員会に対し、業務量管理・健康確保措置実施計画（県費負担教職員に係る

部分に限る。）の策定及びその円滑かつ確実な実施に関し必要な指導、助言そ

の他の援助を行うよう努めるものとすること。（第８条第５項関係） 

 

（２）教師の処遇改善 

① 公立の義務教育諸学校等の教育職員に支給される教職調整額の基準となる額

について、幼稚園の教育職員を除き、教育職員の給料月額の 100 分の４に相当

する額から、100 分の 10 に相当する額に引き上げること。この引上げは、令和

８年１月１日から毎年 100 分の１ずつ段階的に行うこと。（第３条第１項及び

附則第２項関係） 

② 指導改善研修被認定者（教育公務員特例法第 25 条第１項の規定による認定を

受けた者であって、当該認定の日から同条第４項の認定の日までの間にあるも

のをいう。以下同じ。）について、教職調整額を支給しないこととするととも

に、地方公務員法第 58 条第３項の規定の適用について必要な読替規定を定める

こと。（第３条第１項及び第５条関係） 

 

２ 学校教育法（昭和 22年法律第 26号）の一部改正 

 

（１）学校における働き方改革の更なる加速化に向けて学校が講ずべき措置 

公立の義務教育諸学校等は、学校教育法第 42 条第１項の規定により、当該学校

の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校

運営の改善を図るため必要な措置を講ずるに当たっては、当該措置が業務量管理

・健康確保措置実施計画に適合するものとなるようにしなければならないものと

すること。（第 42条第２項関係） 

 

（２）組織的な学校運営及び指導の促進に向けた主務教諭の職の創設 

主務教諭を幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校

及び特別支援学校に置くことができるものとし、その職務は、児童の教育等をつ
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かさどり、及び命を受けて学校の教育活動に関し教諭その他の職員間における総

合的な調整を行うこととすること。（第 27 条、第 37 条、第 60 条及び第 69 条関

係） 

 

３ 教育公務員特例法（昭和 24年法律第１号）の一部改正 

義務教育等教員特別手当について、文部科学省令で定める基準を参酌して条例

で定める、校長及び教員が分掌する校務類型に応じて支給することとし、その額

は校務類型に係る業務の困難性その他の事情を考慮して条例で定めることとする

こと。（第 13条第２項関係） 

 

４ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）の一部改正 

学校運営協議会が置かれている公立の義務教育諸学校等において、校長が学校

運営協議会の承認を得ることとなっている学校運営に関する基本的な方針につい

て、業務量管理・健康確保措置の実施に関する内容を含めるものとすること。

（第 47条の５第４項関係） 

 

５ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平

成 18年法律第 77号）の一部改正 

主務保育教諭等を幼保連携型認定こども園に置くことができるものとし、その

職務は、園児の教育及び保育等をつかさどり、及び命を受けて幼保連携型認定こ

ども園の教育及び保育の活動に関し保育教諭その他の職員間における総合的な調

整を行うこととすること。（第 14条関係） 

 

６ その他関係法律の一部改正 

主務教諭及び主務保育教諭等の職の創設に伴い、下表の左欄に掲げる各法律の

下表の中欄に掲げる各条項について、下表の右欄を内容とする改正を行うこと。 

 

法律名 条項 改正の内容 

公立の義務教育諸学校等の

教育職員の給与等に関する

特別措置法（昭和 46 年法律

第 77号） 

第２条第２項 「教育職員」の定義に主務教諭を加え

る。 

市町村立学校職員給与負担

法（昭和 23 年法律第 135

号） 

第１条、第２条、

附則第３項 

都道府県が給与費を負担する市町村立

学校の職員に主務教諭を加える。 

教育公務員特例法（昭和 24

年法律第１号） 

第２条第２項 「教員」の定義に主務教諭及び主務保

育教諭等を加える。 

第 23条第２項 初任者研修における指導教員を命じる

ことができる者に主務教諭及び主務保

育教諭を加える。 
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第 24条第１項、附

則第６条 

中堅教諭等資質向上研修の対象者に主

務教諭及び主務保育教諭を加えるとと

もに、教諭等と併せて、新たに「中堅

教諭等」の定義を設ける。 

第 26条第１項 大学院修学休業をすることができる者

に主務教諭及び主務保育教諭を加え

る。 

教育職員免許法（昭和 24 年

法律第 147号） 

第２条第１項 「教育職員」の定義に主務教諭及び主

務保育教諭等を加える。 

第３条第２項～第

５項 

主務教諭が有するべき免許状の種類を

定める。 

第９条の２ 二種免許状を有する主務教諭は、一種

免許状の授与を受けるように努めるも

のとする。 

第 16条の５、第 17

条の２、第 17条の

３、附則第２項、

附則第 14項、附則

第 15項、附則第 16

項、附則第 19項 

教諭の免許状保有者について定められ

ている相当免許状主義の例外規定につ

いて、主務教諭にも適用する。 

附則第 17項、別表

第３、別表第６、

別表第６の２、別

表第８ 

教諭等としての在職年数の算定に当た

り、主務教諭及び主務保育教諭として

の経験年数の算入方法を定める。 

学校図書館法（昭和 28 年法

律第 185号） 

第５条第２項 司書教諭として充てることができる者

に主務教諭を加える。 

高等学校の定時制教育及び

通信教育振興法（昭和 28 年

法律第 238号） 

第５条 定時制通信教育手当の支給対象に主務

教諭を加える。 

義務教育諸学校における教

育の政治的中立の確保に関

する臨時措置法（昭和 29 年

法律第 157号） 

第２条第２項 「教育職員」の定義に主務教諭を加え

る。 

農業、水産、工業又は商船

に係る産業教育に従事する

公立の高等学校の教員及び

実習助手に対する産業教育

手当の支給に関する法律

（昭和 32年法律第 145号） 

第２条 「教員」の定義に主務教諭を加える。 

第３条 産業教育手当の支給対象に主務教諭を

加える。 

女子教職員の出産に際して

の補助教職員の確保に関す

る法律（昭和 30 年法律第

125号） 

第２条第２項 「教職員」の定義に主務教諭及び主務

保育教諭等を加える。 
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公立義務教育諸学校の学級

編制及び教職員定数の標準

に関する法律（昭和 33 年法

律第 116号） 

第２条第３項 「教職員」の定義に主務教諭を加え

る。 

第７条第１項、第

３項 

小中学校等の主務教諭の定数を教頭教

諭等定数において算定する対象とす

る。 

第８条 養護をつかさどる主務教諭の定数を養

護教諭等定数において算定する対象と

する。 

第８条の２ 栄養の指導及び管理をつかさどる主務

教諭の定数を栄養教諭等定数において

算定する対象とする。 

第 11条第２項 特別支援学校の主務教諭の定数を教頭

教諭等定数において算定する対象とす

る。 

第 17条第１項 算定した定数を換算することのできる

短時間勤務の職を占める者に主務教諭

を加える。 

公立高等学校の適正配置及

び教職員定数の標準等に関

する法律（昭和 36 年法律第

188号） 

第２条第１項 「教職員」の定義に主務教諭を加え

る。 

第９条第１項 主務教諭の定数を教頭教諭等定数にお

いて算定する対象とする。 

第 10条 養護をつかさどる主務教諭の定数を養

護教諭等定数において算定の対象とす

る。 

第 23条第１項 算定した定数を換算することのできる

短時間勤務の職を占める者に主務教諭

を加える。 

就学前の子どもに関する教

育、保育等の総合的な提供

の推進に関する法律（平成

年法律第 77号） 

第 15条 主務保育教諭、主務養護教諭、主務栄

養教諭が有する資格について定める。 

第 40条 資格を有さない者を主務保育教諭、主

務養護教諭、主務栄養教諭に任命又は

雇用した者や、資格を有さずに主務保

育教諭、主務養護教諭、主務栄養教諭

となった者に対する罰則を定める。 

就学前の子どもに関する教

育、保育等の総合的な提供

の推進に関する法律の一部

を改正する法律（平成 24 年

法律第 66号） 

附則第５条第１項 主務保育教諭の資格の特例として、幼

稚園の教諭の免許状を有していること

又は保育士としての登録を受けている

ことのいずれか一方を満たしていれ

ば、主務保育教諭となることができる

ものとする。 

地域の自主性及び自立性を

高めるための改革の推進を

図るための関係法律の整備

第２条、附則第１

条 

令和９年４月１日をもって、就学前の

子どもに関する教育、保育等の総合的

な提供の推進に関する法律の一部を改

正する法律附則第５条第１項に規定す
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に関する法律（令和６年法

律第 53号） 

る主務保育教諭の資格に係る特例を廃

止する。 

学校設置者等及び民間教育

保育等事業者による児童対

象性暴力等の防止等のため

の措置に関する法律（令和

６年法律第 69号） 

第２条第４項 「教員等」の定義に主務教諭、主務保

育教諭、主務養護教諭、主務栄養教諭

を加える。 

 

 

第２ 給特法等一部改正法（附則）の内容 

 

１ 施行期日（給特法等一部改正法附則第１条関係） 

給特法等一部改正法は、令和８年４月１日から施行すること。ただし、以下の

規定については、それぞれ以下に示す期日から施行すること。 

 

（１）公布の日（令和７年６月 18日） 

給特法等一部改正法附則第３条から附則第５条まで 

 

（２）令和８年１月１日 

・公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第３条第１項、

第５条、第６条、附則第２項 

・市町村立学校職員給与負担法第１条（「時間外勤務手当（」の下に「公立の義

務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法（昭和四十六年法律第

七十七号）第三条第一項に規定する指導改善研修被認定者、」を加える部分に

限る。） 

・教育公務員特例法第 13条第２項 

・給特法等一部改正法附則第２条、附則第６条及び附則第７条 

 

２ 経過措置（給特法等一部改正法附則第２条関係） 

給特法等一部改正法の施行の際に、現に指導改善研修被認定者に該当している

者については、教育公務員特例法第 25 条第４項の認定を受けるまでの間、給特法

等一部改正法による改正前の公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関す

る特別措置法（以下「給特法」という。）第３条第１項の規定に基づき、引き続

き、当該指導改善研修被認定者の給料月額の 100 分の４に相当する額の教職調整

額を支給するものとすること。 

また、当該指導改善研修被認定者に係る労働基準法の規定の適用については、

給特法第５条第１項が適用されるものとすること。 
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３ 政府の措置 

 

（１）時間外在校等時間の削減に関する措置（給特法等一部改正法附則第３条関係） 

政府は、令和 11 年度までに、公立の義務教育諸学校等の教育職員について、

「一箇月時間外在校等時間」を平均 30 時間程度に削減することを目標とし、以下

の措置を講ずるものとすること。 

① 公立の義務教育諸学校等の教育職員一人当たりの担当する授業時数を削減

すること 

② 教育課程の編成の在り方について検討を行うこと 

③ 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定

する教職員定数の標準を改定すること 

④ 公立の義務教育諸学校等の教育職員以外の学校の教育活動を支援する人材

を増員すること 

⑤ 不当な要求等を行う保護者等への対応について支援を行うこと 

⑥ 部活動の地域における展開等を円滑に進めるための財政的な援助を行うこ

と 

⑦ ①～⑥に掲げるもののほか、公立の義務教育諸学校等の教育職員の業務の

量の削減のために必要な措置 

 

また、「一箇月時間外在校等時間」とは、以下の①に掲げる時間から②に掲げ

る時間を除いた時間として、給特法第７条第１項に規定する指針で定める時間を

いうものであること。 

① １か月の学校の教育活動に関する業務を行っている時間として外形上把握

することができる時間 

② 給特法第６条第３項各号に掲げる日（※）（一般職の職員の勤務時間、休

暇等に関する法律（平成６年法律第 33号）第 15条の規定に相当する条例の規

定による代休日が指定された場合における同項各号に掲げる日を除く。）以

外の日における正規の勤務時間（給特法第６条第１項に規定する正規の勤務

時間をいう。） 

（※）国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日

（以下「祝日法による休日」という。）や年末年始の休日（12 月 29 日か

ら翌年の１月３日までの日（祝日法による休日を除く。）をいう。 

 

（２）公立の中学校における 35 人学級の実現に関する措置（給特法等一部改正法附

則第４条関係） 

政府は、公立の中学校（義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程

を含む。）の同学年の生徒で編制する学級に係る一学級の生徒の数の標準につい

て、令和８年度から 35 人に引き下げるよう、法制上の措置その他の必要な措置を

講ずるものとすること。 
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４ 検討規定 

 

（１）教育職員の業務の管理の実効性の向上のための措置（給特法等一部改正法附

則第５条関係） 

政府は、公立の義務教育諸学校等において、その学校全体の教育職員の仕事と

生活の調和を実現する上で、その管理職手当を受ける教育職員（以下「公立学校

の管理職員」という。）が重要な役割を果たすことに鑑み、公立学校の管理職員

及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の服務を監督する教育委員会による当該

教育職員のそれぞれ担当する業務についての見直しに係る措置その他の当該教育

職員の業務の管理の実効性の向上のための措置について検討を行い、その結果に

基づいて必要な措置を講ずるものとすること。 

 

（２）教育職員の勤務条件の更なる改善のための措置（給特法等一部改正法附則第

６条関係） 

政府は、この法律（令和８年１月１日施行の規定に限る。）の施行後２年を目

途として、公立の義務教育諸学校等（幼稚園を除く。）の教育職員の勤務の状況

について調査を行い、その結果に基づく勤労環境その他の勤務条件に関する状況、

人材確保の動向並びに給与及び報酬等に要する経費についての財源の確保の状況

その他の事情を勘案し、当該教育職員の勤務条件の更なる改善のための措置につ

いて検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、教職調整額

に係る率の変更を行うことを含め、必要な措置を講ずるものとすること。 

 

（３）幼稚園の教育職員の処遇の在り方（給特法等一部改正法附則第７条関係） 

政府は、公立の幼稚園の教育職員については、給特法に定める給与その他の勤

務条件に関する特例の適用を受けるとともに、保育所及び幼保連携型認定こども

園の職員と同様に、子ども・子育て支援法（平成 24年法律第 65号）に基づいて処

遇の改善に資するための措置が講じられていることに鑑み、その処遇の在り方に

関し、他の公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与その他の勤務条件の特例に

関する制度との整合性を確保しつつ保育所及び幼保連携型認定こども園の職員の

処遇との均衡を図る観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果

に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。 

 

 

第３ 留意事項 

 

この法律の施行に当たって留意すべき事項については、別途通知すること。 

教師の処遇改善については、各都道府県・指定都市において、令和８年１月１

日からの施行に向け、給与条例の改正や給与システムの改修等が必要になるため、
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所要の準備を進めていただきたいこと。また、文部科学省としては、今後、教育

公務員特例法第 13 条第２項の規定に基づく文部科学省令の制定等を予定している

こと。 

学校における働き方改革の加速化については、各教育委員会において、令和８

年４月１日からの関連規定の施行に向け、業務量管理・健康確保措置実施計画の

策定に係る準備を進めていただきたいこと。また、文部科学省としては、今後、

給特法第８条第４項の規定に基づく文部科学省令の制定や、同法第７条第１項の

規定に基づき文部科学大臣が定める指針（公立学校の教育職員の業務量の適切な

管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確

保を図るために講ずべき措置に関する指針）の改訂等を予定していること。 

 

 

【別添１】 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の

一部を改正する法律 概要 

【別添２】 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の

一部を改正する法律案に対する衆議院の修正 概要 

【別添３】 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の

一部を改正する法律 条文 

【別添４】 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の

一部を改正する法律 新旧対照表 

【別添５】 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第５

条第２項による地方公務員法の読替表、公立の義務教育諸学校等の教育

職員の給与等に関する特別措置法第５条第２項により読み替えられた地

方公務員法第 58条第３項による労働基準法の読替表 

【別添６】 文部科学大臣メッセージ ～給特法等改正法の成立に当たり、国民の

皆様へ～（令和７年６月 11日） 

【別添７】 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の

一部を改正する法律案に対する附帯決議（令和７年５月 14 日衆議院文部

科学委員会） 

【別添８】 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の

一部を改正する法律案に対する附帯決議（令和７年６月 10 日参議院文教

科学委員会） 
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（文部科学省ホームページ：教師を取り巻く環境整備について（学校における働き

方改革、指導・運営体制の充実、教師の処遇改善） 

 

 

 

 

【本件連絡先】 

（第一の１（１）、（２）②、２、４、５、６、第二の

２、４（１）について） 

文部科学省初等中等教育局 

初等中等教育企画課教育公務員係 

   電話：03-5253-4111（内線 2588） 

 

（上記以外の内容について） 

文部科学省初等中等教育局 

財務課企画調査係 

   電話：03-5253-4111（内線 5786） 

 

 



公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の
一部を改正する法律の概要

教員に優れた人材を確保する必要性に鑑み、公立の義務教育諸学校等における働き方改
革の一層の推進、組織的な学校運営及び指導の促進並びに教員の処遇の改善を図るため、
教育委員会に対する業務量管理・健康確保措置実施計画の策定及び公表等の義務付け、
主務教諭の職の新設、教職調整額の基準となる額の引上げ、義務教育等教員特別手当の
内容に関する規定の整備等の措置を講ずる。

趣 旨

概 要

１．学校における働き方改革の一層の推進

（１）教育委員会における実施の確保のための措置
・ 教育委員会に対し、文部科学大臣が定める指針に即して、教員の業務量の適切な管理と健
康・福祉を確保するための措置（業務量管理・健康確保措置）を実施するための計画（業務
量管理・健康確保措置実施計画。以下「計画」という。）の策定・公表、計画の実施状況の公
表を義務付ける。

・ 計画の内容及び実施状況について、総合教育会議への報告を義務付ける。

・ 計画の策定・実施に関して、都道府県教育委員会による市町村教育委員会への指導助言等
を努力義務とする。

【給特法第８条関係】

（２）学校における実施の確保のための措置

・ 公立学校が、学校評価の結果に基づき講ずる学校運営の改善を図るための措置が、計画に適
合するものとなることを義務付ける。

・ 公立学校の校長が学校運営協議会の承認を得ることとなっている学校運営に関する「基本的な
方針」に、業務量管理・健康確保措置の実施に関する内容を含める。※学校運営協議会を置く学校

【学校教育法第42条関係】

【地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の５関係】

１及び２については、令和８（2026）年４月１日
３については、令和８（2026）年１月１日

施行期日

２．組織的な学校運営及び指導の促進

児童等の教育をつかさどるとともに、学校の教育活動に関し教職員間の総合的な調整を行う「主
務教諭」を置くことができることとする。 【学校教育法第27条、第37条関係】

３．教員の処遇の改善

（１）高度専門職にふさわしい処遇の実現

【給特法第３条、第５条関係】

教職調整額の基準となる額を給料月額の４％から10%まで段階的に引き上げる。
※幼稚園の教員に係る教職調整額については、子ども・子育て支援新制度の枠組みにおいて、処遇改善に資する財政措置が
講じられていること等に鑑み、現状維持とする。

（２）職務や勤務の状況に応じた処遇の実現

【教育公務員特例法第13条関係】

・ 義務教育等教員特別手当を校務類型に応じて支給することとし、その困難性等を考慮して条
例で支給額を定めることとする（学級担任への加算を想定）。

・ 指導改善研修を受けている教員には、教職調整額を支給しないこととする。

【給特法第３条関係】

【附則第１条関係】

別添１



 

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等 
の一部を改正する法律案に対する修正案 概要 

 
一 １箇月時間外在校等時間の削減に関する措置の新設 

 １ 政府は、令和 11 年度までに、公立の義務教育諸学校等の教育職員について、

１箇月時間外在校等時間を平均 30 時間程度に削減することを目標とし、次の措

置を講ずるものとすること。 

  ① 教育職員１人当たりの担当する授業時数を削減すること。 

  ② 教育課程の編成の在り方について検討を行うこと。 

  ③ 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定

する教職員定数の標準を改定すること。 

  ④ 教育職員以外の学校の教育活動を支援する人材を増員すること。 

  ⑤ 不当な要求等を行う保護者等への対応について支援を行うこと。 

  ⑥ 部活動の地域における展開等を円滑に進めるための財政的な援助を行うこと。 

  ⑦ ①～⑥のほか、教育職員の業務の量の削減のために必要な措置 

 ２ １の「１箇月時間外在校等時間」とは、①の時間から②の時間を除いた時間と

して公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法（以下「給

特法」という。）第７条第１項に規定する指針で定める時間をいうこと。 

  ① １箇月の学校の教育活動に関する業務を行っている時間として外形上把握

することができる時間 

  ② 給特法第６条第３項各号に掲げる日（※）（代休日が指定された場合における

同項各号に掲げる日を除く。）以外の日における正規の勤務時間 

   ※ 祝日法による休日、年末年始の休日等をいう。 

                         （改正法附則新第３条関係） 
 
二 公立の中学校における 35人学級の実現に関する措置の新設 

  政府は、公立の中学校の同学年の生徒で編制する学級に係る１学級の生徒の数の

標準について、令和８年度から 35 人に引き下げるよう、法制上の措置その他の必

要な措置を講ずるものとすること。         （改正法附則新第４条関係） 
 
三 教育職員の業務の管理の実効性の向上のための措置に関する検討条
項の新設 

  政府は、公立の義務教育諸学校等において、その学校全体の教育職員の仕事と生

活の調和を実現する上で、その管理職手当を受ける教育職員（以下「公立学校の管

理職員」という。）が重要な役割を果たすことに鑑み、公立学校の管理職員及び公立

の義務教育諸学校等の教育職員の服務を監督する教育委員会による当該教育職員

のそれぞれ担当する業務についての見直しに係る措置その他の当該教育職員の業

務の管理の実効性の向上のための措置について検討を行い、その結果に基づいて必

要な措置を講ずるものとすること。        （改正法附則新第５条関係） 
 
四 その他 

  公立の義務教育諸学校等（幼稚園を除く。）の教育職員の勤務条件の更なる改善

のための措置に関する検討条項について、当該教育職員の勤務の状況について調査

を行う旨を規定するものとすること。        （改正法附則新第６条関係） 

keisuke-kuribayashi
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る
。

第
五
条
中
「
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
務
員
法
第
五
十
八
条
第
三
項
本
文
」
を
「
（
指
導
改
善
研
修
被
認
定
者
を
除
く
。
）

に
つ
い
て
の
地
方
公
務
員
法
第
五
十
八
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
三
項
本
文
」
に
改

め
、
「
と
読
み
替
え
て
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

指
導
改
善
研
修
被
認
定
者
に
つ
い
て
の
地
方
公
務
員
法
第
五
十
八
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中

keisuke-kuribayashi
テキストボックス
別添３
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「
第
二
条
、
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
二
条
の
四
第
一
項
中
「
当
該
事
業
場
に
、
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組

合
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
労
働
組
合
、
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が
な
い
場
合
に
お
い
て
は
労
働

者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
と
の
書
面
に
よ
る
協
定
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
と
き
は
」
と
あ
る
の
は
「
次

に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
条
例
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
は
」
と
、
「
そ
の
協
定
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
条
例
」
と
、

「
当
該
協
定
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
条
例
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
厚
生
労
働
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
文
部
科
学
省
令
」

と
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
の
協
定
で
同
項
第
四
号
の
区
分
を
し
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
第
四
号
の
区
分
並
び
に
」
と
、

「
を
定
め
た
と
き
は
」
と
あ
る
の
は
「
に
つ
い
て
条
例
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
は
」
と
、
「
当
該
事
業
場
に
、
労
働

者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
労
働
組
合
、
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組

合
が
な
い
場
合
に
お
い
て
は
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
の
同
意
を
得
て
、
厚
生
労
働
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
文
部

科
学
省
令
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
厚
生
労
働
大
臣
は
、
労
働
政
策
審
議
会
」
と
あ
る
の
は
「
文
部
科
学
大
臣
は
、
審
議

会
等
（
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
八
条
に
規
定
す
る
機
関
を
い
う
。
）
で
政
令
で
定
め

る
も
の
」
と
、
「
厚
生
労
働
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
文
部
科
学
省
令
」
と
、
「
協
定
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
」
と
読
み
替

え
て
同
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
し
、
同
法
第
二
条
、
」
と
、
「
か
ら
第
三
十
二
条
の
五
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ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
、
第
三
十
二
条
の
三
の
二
、
第
三
十
二
条
の
五
、
第
三
十
六
条
」
と
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
者
」
の
下
に
「
及
び
指
導
改
善
研
修
被
認
定
者
」
を
加
え
る
。

第
七
条
の
見
出
し
中
「
教
育
職
員
の
業
務
量
の
適
切
な
管
理
等
」
を
「
業
務
量
管
理
・
健
康
確
保
措
置
」
に
改
め
、
同
条

第
一
項
中
「
措
置
」
の
下
に
「
（
次
条
に
お
い
て
「
業
務
量
管
理
・
健
康
確
保
措
置
」
と
い
う
。
）
」
を
、
「
次
項
」
の
下

に
「
及
び
同
条
第
一
項
」
を
加
え
る
。

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
教
育
職
員
の
業
務
量
管
理
・
健
康
確
保
措
置
実
施
計
画
の
策
定
等
）

第
八
条

教
育
委
員
会
は
、
指
針
に
即
し
て
、
当
該
教
育
委
員
会
が
服
務
を
監
督
す
る
教
育
職
員
に
係
る
業
務
量
管
理
・
健

康
確
保
措
置
の
実
施
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
業
務
量
管
理
・
健
康
確
保
措
置
実
施
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の

と
す
る
。

２

業
務
量
管
理
・
健
康
確
保
措
置
実
施
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

業
務
量
管
理
・
健
康
確
保
措
置
の
実
施
に
よ
り
達
成
し
よ
う
と
す
る
目
標

二

業
務
量
管
理
・
健
康
確
保
措
置
の
内
容
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三

そ
の
他
業
務
量
管
理
・
健
康
確
保
措
置
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

３

教
育
委
員
会
は
、
業
務
量
管
理
・
健
康
確
保
措
置
実
施
計
画
を
定
め
、
又
は
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を

公
表
す
る
と
と
も
に
、
総
合
教
育
会
議
（
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百

六
十
二
号
）
第
一
条
の
四
第
一
項
の
総
合
教
育
会
議
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

４

教
育
委
員
会
は
、
毎
年
度
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
業
務
量
管
理
・
健
康
確
保
措
置
実
施
計
画
の

実
施
状
況
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
総
合
教
育
会
議
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

５

都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
は
、
市
町
村
（
特
別
区
を
含
み
、
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都

市
を
除
く
。
）
の
教
育
委
員
会
に
対
し
、
業
務
量
管
理
・
健
康
確
保
措
置
実
施
計
画
（
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営

に
関
す
る
法
律
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
費
負
担
教
職
員
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
策
定
及
び
そ
の
円
滑
か

つ
確
実
な
実
施
に
関
し
必
要
な
指
導
、
助
言
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

附
則
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
期
間
に
お
け
る
第
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
百
分
の
十
」
と
あ

る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
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令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

百
分
の
五

令
和
九
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

百
分
の
六

令
和
十
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

百
分
の
七

令
和
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

百
分
の
八

令
和
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

百
分
の
九

（
学
校
教
育
法
の
一
部
改
正
）

第
二
条

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
七
条
第
二
項
中
「
指
導
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
教
諭
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
、
教
頭
を
」
を
「
教
頭

を
、
主
務
教
諭
（
第
十
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
置
く
と
き

は
教
諭
を
、
そ
れ
ぞ
れ
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

学
校
の
実
情
に
照
ら
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
七
項
及
び
第
九
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る

職
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

一

園
長
（
副
園
長
を
置
く
幼
稚
園
に
あ
つ
て
は
、
園
長
及
び
副
園
長
）
及
び
教
頭
を
助
け
、
命
を
受
け
て
園
務
の
一
部
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を
整
理
し
、
並
び
に
幼
児
の
養
護
又
は
栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭

二

幼
児
の
養
護
又
は
栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど
り
、
並
び
に
命
を
受
け
て
当
該
幼
稚
園
の
教
育
活
動
に
関
し

教
諭
そ
の
他
の
職
員
間
に
お
け
る
総
合
的
な
調
整
を
行
う
主
務
教
諭

第
二
十
七
条
第
八
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

主
務
教
諭
は
、
幼
児
の
保
育
を
つ
か
さ
ど
り
、
及
び
命
を
受
け
て
当
該
幼
稚
園
の
教
育
活
動
に
関
し
教
諭
そ
の
他
の
職

員
間
に
お
け
る
総
合
的
な
調
整
を
行
う
。

第
二
十
八
条
中
「
第
十
二
項
か
ら
第
十
七
項
ま
で
」
を
「
第
十
三
項
か
ら
第
十
八
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
第
二
項
中
「
指
導
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
教
諭
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
教
頭
を
」
の
下
に
「
、
主

務
教
諭
（
第
二
十
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
置
く
と
き
は
教
諭

を
」
を
、
「
主
幹
教
諭
」
の
下
に
「
又
は
主
務
教
諭
」
を
加
え
、
同
条
第
十
九
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

学
校
の
実
情
に
照
ら
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
九
項
及
び
第
十
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ

る
職
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

一

校
長
（
副
校
長
を
置
く
小
学
校
に
あ
つ
て
は
、
校
長
及
び
副
校
長
）
及
び
教
頭
を
助
け
、
命
を
受
け
て
校
務
の
一
部
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を
整
理
し
、
並
び
に
児
童
の
養
護
又
は
栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭

二

児
童
の
養
護
又
は
栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど
り
、
並
び
に
命
を
受
け
て
当
該
小
学
校
の
教
育
活
動
に
関
し

教
諭
そ
の
他
の
職
員
間
に
お
け
る
総
合
的
な
調
整
を
行
う
主
務
教
諭

第
三
十
七
条
第
十
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

主
務
教
諭
は
、
児
童
の
教
育
を
つ
か
さ
ど
り
、
及
び
命
を
受
け
て
当
該
小
学
校
の
教
育
活
動
に
関
し
教
諭
そ
の
他
の
職

員
間
に
お
け
る
総
合
的
な
調
整
を
行
う
。

第
四
十
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

地
方
公
共
団
体
の
設
置
す
る
小
学
校
は
、
前
項
の
措
置
を
講
ず
る
に
当
た
つ
て
は
、
当
該
措
置
が
、
当
該
地
方
公
共
団

体
の
教
育
委
員
会
が
定
め
た
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
六

年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
量
管
理
・
健
康
確
保
措
置
実
施
計
画
に
適
合
す
る
も
の
と
な
る

よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
条
第
二
項
中
「
指
導
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
教
諭
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
、
教
頭
を
」
を
「
教
頭
を
、

主
務
教
諭
（
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
七
条
第
二
十
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
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置
か
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
置
く
と
き
は
教
諭
を
、
そ
れ
ぞ
れ
」
に
改
め
る
。

第
六
十
二
条
中
「
第
十
七
項
」
を
「
第
十
八
項
」
に
、
「
第
十
九
項
」
を
「
第
二
十
項
」
に
改
め
る
。

第
六
十
九
条
第
二
項
中
「
指
導
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
教
諭
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
教
頭
を
」
の
下
に
「
、
主

務
教
諭
（
次
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
七
条
第
二
十
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
置

か
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
置
く
と
き
は
教
諭
を
」
を
、
「
主
幹
教
諭
」
の
下
に
「
又
は
主
務
教
諭
」
を
加
え
る
。

第
七
十
条
第
一
項
中
「
第
十
七
項
」
を
「
第
十
八
項
」
に
、
「
第
十
九
項
」
を
「
第
二
十
項
」
に
改
め
る
。

第
百
十
四
条
及
び
第
百
二
十
三
条
中
「
第
三
十
七
条
第
十
四
項
」
を
「
第
三
十
七
条
第
十
五
項
」
に
改
め
る
。

第
百
三
十
三
条
第
一
項
中
「
第
四
十
二
条
」
を
「
第
四
十
二
条
第
一
項
」
に
、
「
同
項
中
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
中
」

に
改
め
る
。

第
百
三
十
四
条
第
二
項
中
「
及
び
第
四
十
二
条
か
ら
第
四
十
四
条
ま
で
」
を
「
、
第
四
十
二
条
第
一
項
、
第
四
十
三
条
及

び
第
四
十
四
条
」
に
改
め
る
。

（
市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
負
担
法
の
一
部
改
正
）

第
三
条

市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
負
担
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



- 9 -

第
一
条
中
「
指
導
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
教
諭
」
を
、
「
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
」
の
下
に
「
及
び
主
務
教
諭
」
を
、

「
時
間
外
勤
務
手
当
（
」
の
下
に
「
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
四

十
六
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
導
改
善
研
修
被
認
定
者
、
」
を
加
え
る
。

第
二
条
中
「
指
導
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
教
諭
」
を
加
え
る
。

附
則
第
三
項
中
「
主
幹
教
諭
」
の
下
に
「
及
び
主
務
教
諭
」
を
加
え
る
。

（
教
育
公
務
員
特
例
法
の
一
部
改
正
）

第
四
条

教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
指
導
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
教
諭
（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
主
務
養
護
教
諭
及
び
主
務
栄

養
教
諭
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
、
「
指
導
保
育
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
保
育
教
諭
」
を
加
え
る
。

第
十
三
条
第
二
項
中
「
こ
れ
ら
の
」
を
「
前
項
に
規
定
す
る
」
に
、
「
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
内
容
は
」
を
「
し
て
、
こ

れ
ら
の
者
が
分
掌
す
る
校
務
類
型
（
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
を
参
酌
し
て
条
例
で
定
め
る
校
務
の
種
類
を
い
う
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
応
じ
て
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、
校
務
類
型
に
係
る
業
務
の
困
難
性
そ
の
他
の

事
情
を
考
慮
し
て
」
に
改
め
る
。
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第
二
十
三
条
第
二
項
中
「
指
導
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
教
諭
（
養
護
又
は
栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
主
務

教
諭
を
除
く
。
）
」
を
、
「
指
導
保
育
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
保
育
教
諭
」
を
加
え
る
。

第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
教
諭
等
（
」
を
「
中
堅
教
諭
等
（
主
務
教
諭
（
養
護
又
は
栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど

る
主
務
教
諭
を
除
く
。
）
、
主
務
保
育
教
諭
及
び
教
諭
等
の
う
ち
、
」
に
、
「
を
除
く
」
を
「
以
外
の
も
の
で
あ
つ
て
、
公

立
の
小
学
校
等
に
お
け
る
教
育
に
関
し
相
当
の
経
験
を
有
す
る
者
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
」
に
、

「
教
諭
等
に
」
を
「
中
堅
教
諭
等
に
」
に
改
め
、
「
公
立
の
小
学
校
等
に
お
け
る
教
育
に
関
し
相
当
の
経
験
を
有
し
、
そ

の
」
を
削
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
教
諭
」
を
、
「
栄
養
教
諭
、
主
幹
保
育
教
諭
、
指

導
保
育
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
保
育
教
諭
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
中
「
指
導
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
教
諭
（
養
護
又

は
栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
主
務
教
諭
を
除
く
。
）
」
を
、
「
指
導
保
育
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
保
育
教

諭
」
を
加
え
、
「
主
幹
教
諭
又
は
」
を
「
主
幹
教
諭
若
し
く
は
主
務
教
諭
又
は
」
に
改
め
る
。

附
則
第
六
条
の
見
出
し
中
「
教
諭
等
に
」
を
「
中
堅
教
諭
等
に
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
幼
稚
園
等
の
教
諭
等
」
を

「
幼
稚
園
等
の
中
堅
教
諭
等
（
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
中
堅
教
諭
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
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じ
。
）
」
に
、
「
第
二
十
四
条
第
一
項
」
を
「
同
項
」
に
、
「
同
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
四
条
第
一
項
」
に
、
「
教
諭
等

に
つ
い
て
」
を
「
中
堅
教
諭
等
に
つ
い
て
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
教
諭
等
に
」
を
「
中
堅
教
諭
等
に
」
に
改
め
る
。

（
教
育
職
員
免
許
法
の
一
部
改
正
）

第
五
条

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
指
導
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
教
諭
（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
主
務
養
護
教
諭
及
び
主
務
栄

養
教
諭
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
、
「
指
導
保
育
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
保
育
教
諭
」
を
加
え
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
及
び
指
導
教
諭
」
を
「
、
指
導
教
諭
及
び
主
務
教
諭
（
養
護
又
は
栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ

ど
る
主
務
教
諭
を
除
く
。
）
」
に
、
「
主
幹
教
諭
に
」
を
「
主
幹
教
諭
及
び
主
務
教
諭
に
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
か
ら
第

五
項
ま
で
の
規
定
中
「
主
幹
教
諭
」
の
下
に
「
及
び
主
務
教
諭
」
を
加
え
る
。

第
九
条
の
二
中
「
及
び
指
導
教
諭
」
を
「
、
指
導
教
諭
及
び
主
務
教
諭
（
養
護
又
は
栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど

る
主
務
教
諭
を
除
く
。
）
」
に
、
「
主
幹
教
諭
に
」
を
「
主
幹
教
諭
及
び
主
務
教
諭
に
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
の
五
、
第
十
七
条
の
二
及
び
第
十
七
条
の
三
並
び
に
附
則
第
二
項
中
「
指
導
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
教
諭
」

を
加
え
る
。
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附
則
第
十
四
項
中
「
主
幹
教
諭
」
の
下
に
「
若
し
く
は
主
務
教
諭
」
を
加
え
る
。

附
則
第
十
五
項
及
び
第
十
六
項
中
「
指
導
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
教
諭
（
養
護
又
は
栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ

ど
る
主
務
教
諭
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

附
則
第
十
七
項
中
「
主
幹
教
諭
」
の
下
に
「
及
び
主
務
教
諭
」
を
加
え
る
。

附
則
第
十
九
項
中
「
指
導
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
教
諭
（
養
護
又
は
栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
主
務
教
諭

を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

別
表
第
三
第
三
欄
中
「
指
導
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
教
諭
（
養
護
又
は
栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
主
務
教

諭
を
除
く
。
）
」
を
、
「
指
導
保
育
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
保
育
教
諭
」
を
加
え
る
。

別
表
第
六
第
三
欄
及
び
同
表
備
考
第
四
号
並
び
に
別
表
第
六
の
二
第
三
欄
中
「
主
幹
教
諭
」
の
下
に
「
若
し
く
は
主
務
教

諭
」
を
加
え
る
。

別
表
第
八
第
三
欄
中
「
指
導
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
教
諭
（
養
護
又
は
栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
主
務
教

諭
を
除
く
。
）
」
を
、
「
指
導
保
育
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
保
育
教
諭
」
を
加
え
る
。

（
学
校
図
書
館
法
の
一
部
改
正
）
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第
六
条

学
校
図
書
館
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
掌
ら
せ
る
」
を
「
つ
か
さ
ど
ら
せ
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
指
導
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務

教
諭
（
養
護
又
は
栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
主
務
教
諭
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

（
高
等
学
校
の
定
時
制
教
育
及
び
通
信
教
育
振
興
法
の
一
部
改
正
）

第
七
条

高
等
学
校
の
定
時
制
教
育
及
び
通
信
教
育
振
興
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
五
条
中
「
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
」
を
「
主
幹
教
諭
（
栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
指
導
教
諭
、
主
務
教
諭
（
栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
及
び
」
を
「
、
主
務
教
諭
（
本
務
と
し
て
定
時
制
教
育
又
は
通
信
教
育

に
従
事
す
る
者
に
限
る
。
）
及
び
」
に
改
め
る
。

（
義
務
教
育
諸
学
校
に
お
け
る
教
育
の
政
治
的
中
立
の
確
保
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
及
び
農
業
、
水
産
、
工
業
又
は
商
船
に

係
る
産
業
教
育
に
従
事
す
る
公
立
の
高
等
学
校
の
教
員
及
び
実
習
助
手
に
対
す
る
産
業
教
育
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律
の

一
部
改
正
）
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第
八
条

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
指
導
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
教
諭
」
を
加
え
る
。

一

義
務
教
育
諸
学
校
に
お
け
る
教
育
の
政
治
的
中
立
の
確
保
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
五
十
七

号
）
第
二
条
第
二
項

二

農
業
、
水
産
、
工
業
又
は
商
船
に
係
る
産
業
教
育
に
従
事
す
る
公
立
の
高
等
学
校
の
教
員
及
び
実
習
助
手
に
対
す
る
産

業
教
育
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
二
条
及
び
第
三
条
第
一
号

（
女
子
教
職
員
の
出
産
に
際
し
て
の
補
助
教
職
員
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
九
条

女
子
教
職
員
の
出
産
に
際
し
て
の
補
助
教
職
員
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
指
導
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
教
諭
（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
主
務
養
護
教
諭
及
び
主
務
栄

養
教
諭
を
含
む
。
）
」
を
、
「
指
導
保
育
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
保
育
教
諭
」
を
、
「
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
」
の
下
に

「
及
び
主
務
教
諭
」
を
加
え
る
。

（
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
条

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に



- 15 -

改
正
す
る
。

第
四
十
七
条
の
四
第
一
項
中
「
第
三
十
七
条
第
十
四
項
」
を
「
第
三
十
七
条
第
十
五
項
」
に
改
め
る
。

第
四
十
七
条
の
五
第
四
項
中
「
編
成
」
の
下
に
「
、
当
該
対
象
学
校
に
お
け
る
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員

の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
量
管
理
・
健
康

確
保
措
置
の
実
施
」
を
加
え
る
。

（
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
十
六

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
中
「
指
導
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
教
諭
」
を
、
「
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
」
の
下
に
「
及
び
主
務
教

諭
」
を
加
え
る
。

第
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
指
導
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
教
諭
（
養
護
又
は
栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど

る
主
務
教
諭
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

第
八
条
中
「
、
養
護
教
諭
及
び
」
を
「
及
び
主
務
教
諭
、
養
護
教
諭
並
び
に
」
に
改
め
る
。
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第
八
条
の
二
中
「
主
幹
教
諭
」
の
下
に
「
及
び
主
務
教
諭
」
を
加
え
る
。

第
十
一
条
第
二
項
中
「
指
導
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
教
諭
（
養
護
又
は
栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
主
務
教

諭
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中
「
指
導
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
教
諭
」
を
加
え
る
。

（
公
立
高
等
学
校
の
適
正
配
置
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

公
立
高
等
学
校
の
適
正
配
置
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
八
十
八

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
」
を
「
主
幹
教
諭
（
栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
も
の
を
除
く
。

以
下
同
じ
。
）
、
指
導
教
諭
、
主
務
教
諭
（
栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
」
に
改

め
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
指
導
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
教
諭
（
養
護
を
つ
か
さ
ど
る
主
務
教
諭
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
条
中
「
、
養
護
教
諭
及
び
」
を
「
及
び
主
務
教
諭
、
養
護
教
諭
並
び
に
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
指
導
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
教
諭
」
を
加
え
る
。
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（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七

十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
二
項
中
「
指
導
保
育
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
保
育
教
諭
」
を
、
「
主
幹
養
護
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
養

護
教
諭
」
を
、
「
主
幹
栄
養
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
栄
養
教
諭
」
を
加
え
、
同
条
中
第
十
九
項
を
第
二
十
三
項
と
し
、
第

十
四
項
か
ら
第
十
八
項
ま
で
を
四
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
三
項
を
第
十
六
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

主
務
栄
養
教
諭
は
、
園
児
の
栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど
り
、
並
び
に
命
を
受
け
て
当
該
幼
保
連
携
型
認
定
こ

17
ど
も
園
の
教
育
及
び
保
育
の
活
動
に
関
し
保
育
教
諭
そ
の
他
の
職
員
間
に
お
け
る
総
合
的
な
調
整
を
行
う
。

第
十
四
条
中
第
十
二
項
を
第
十
五
項
と
し
、
第
十
一
項
を
第
十
三
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

主
務
養
護
教
諭
は
、
園
児
の
養
護
を
つ
か
さ
ど
り
、
並
び
に
命
を
受
け
て
当
該
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
教
育
及

14
び
保
育
の
活
動
に
関
し
保
育
教
諭
そ
の
他
の
職
員
間
に
お
け
る
総
合
的
な
調
整
を
行
う
。

第
十
四
条
中
第
十
項
を
第
十
二
項
と
し
、
第
九
項
を
第
十
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

主
務
保
育
教
諭
は
、
園
児
の
教
育
及
び
保
育
を
つ
か
さ
ど
り
、
並
び
に
命
を
受
け
て
当
該
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園

11
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の
教
育
及
び
保
育
の
活
動
に
関
し
保
育
教
諭
そ
の
他
の
職
員
間
に
お
け
る
総
合
的
な
調
整
を
行
う
。

第
十
四
条
第
八
項
中
「
第
十
一
項
及
び
第
十
三
項
」
を
「
第
十
三
項
及
び
第
十
六
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と

し
、
同
条
中
第
七
項
を
第
八
項
と
し
、
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
主
務
保
育
教
諭
を
置
く
と
き
は
、
保
育
教
諭
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中
「
指
導
保
育
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
保
育
教
諭
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
主
幹
養
護
教
諭
」

の
下
に
「
、
主
務
養
護
教
諭
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
主
幹
栄
養
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
栄
養
教
諭
」
を
加
え
る
。

第
二
十
六
条
中
「
第
十
四
条
第
六
項
」
を
「
第
十
四
条
第
七
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
中
「
第
十
一
項
の
」
を
「
第
十
二
項
の
」
に
、
「
第
十
一
項
中
」
を
「
第
十
二
項
第
一
号
中
」
に
改
め
る
。

第
四
十
条
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
指
導
保
育
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
保
育
教
諭
」
を
加
え
、
同
条
第
三
号
及
び
第
四

号
中
「
主
幹
養
護
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
養
護
教
諭
」
を
、
「
主
幹
栄
養
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
栄
養
教
諭
」
を
加
え

る
。

（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
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改
正
）

第
十
四
条

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
五
条
第
一
項
中
「
新
認
定
こ
ど
も
園
法
」
を
「
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の

推
進
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
「
指
導
保
育
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
保
育
教
諭
」
を
加
え
る
。

（
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改

正
）

第
十
五
条

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律

（
令
和
六
年
法
律
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
う
ち
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
附
則
第
五
条
第
一
項
の
改
正
規
定
及
び
附
則
第
一
条
第
一
号
中
「
指
導
保
育
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
保
育

教
諭
」
を
加
え
る
。

（
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
の
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一
部
改
正
）

第
十
六
条

学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る

法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
四
項
第
一
号
ロ
中
「
指
導
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
教
諭
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
ロ
中
「
指
導
保
育
教
諭
」

の
下
に
「
、
主
務
保
育
教
諭
」
を
、
「
主
幹
養
護
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
養
護
教
諭
」
を
、
「
主
幹
栄
養
教
諭
」
の
下
に

「
、
主
務
栄
養
教
諭
」
を
加
え
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

附
則
第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
の
規
定

公
布
の
日

二

第
一
条
の
規
定
（
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
給
特
法
」
と

い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
の
改
正
規
定
、
給
特
法
第
七
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
の
改
正
規
定
並
び
に
給
特
法
本
則
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に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
を
除
く
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
三
条
の
規
定
（
市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
負
担
法

第
一
条
の
改
正
規
定
中
「
時
間
外
勤
務
手
当
（
」
の
下
に
「
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す

る
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
導
改
善
研
修
被
認
定
者
、
」
を
加

え
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
四
条
の
規
定
（
教
育
公
務
員
特
例
法
第
十
三
条
第
二
項
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
並
び
に

次
条
並
び
に
附
則
第
六
条
及
び
第
七
条
の
規
定

令
和
八
年
一
月
一
日

（
経
過
措
置
）

第
二
条

前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
以
下
「
第
二
号
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
教
育
公
務
員
特
例
法
第
二

十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
第
二
号
施
行
日
の
前
日
ま
で
に
同
条
第
四
項
の
認
定
を
受
け
て

い
な
い
も
の
が
当
該
認
定
を
受
け
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
当
該
者
に
対
す
る
給
特
法
の
規
定
に
よ
る
教
職
調
整
額
並
び
に
地

方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
規
定
に
よ
る
時
間
外
勤
務
手
当
及
び
休
日
勤
務
手
当
の
支
給
並
び
に
地

方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
五
十
八
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
給
特
法
（
附
則
第
六
条
に
お
い
て
「
第
二
号
新
給
特
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
及

び
第
二
項
並
び
に
第
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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（
政
府
の
措
置
）

第
三
条

政
府
は
、
令
和
十
一
年
度
ま
で
に
、
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
（
給
特
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
義
務
教
育

諸
学
校
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
教
育
職
員
（
第
一
条
の
規
定
（
給
特
法
第
二
条
第
二
項
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
に

よ
る
改
正
後
の
給
特
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
教
育
職
員
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
附
則
第
五
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
つ
い
て
、
一
箇
月
時
間
外
在
校
等
時
間
を
平
均
三
十
時
間
程
度
に
削
減
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
、
次
に
掲
げ
る
措

置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

一

公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
一
人
当
た
り
の
担
当
す
る
授
業
時
数
を
削
減
す
る
こ
と
。

二

教
育
課
程
の
編
成
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
。

三

公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
教
職
員
定
数
の
標
準
を
改

定
す
る
こ
と
。

四

公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
以
外
の
学
校
の
教
育
活
動
を
支
援
す
る
人
材
を
増
員
す
る
こ
と
。

五

不
当
な
要
求
等
を
行
う
保
護
者
等
へ
の
対
応
に
つ
い
て
支
援
を
行
う
こ
と
。

六

部
活
動
の
地
域
に
お
け
る
展
開
等
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
の
財
政
的
な
援
助
を
行
う
こ
と
。
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七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
業
務
の
量
の
削
減
の
た
め
に
必
要
な
措

置

２

前
項
の
「
一
箇
月
時
間
外
在
校
等
時
間
」
と
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
時
間
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
時
間
を
除
い
た
時
間
と

し
て
給
特
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
針
で
定
め
る
時
間
を
い
う
。

一

一
箇
月
の
学
校
の
教
育
活
動
に
関
す
る
業
務
を
行
っ
て
い
る
時
間
と
し
て
外
形
上
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間

二

給
特
法
第
六
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
日
（
一
般
職
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律

第
三
十
三
号
）
第
十
五
条
の
規
定
に
相
当
す
る
条
例
の
規
定
に
よ
る
代
休
日
が
指
定
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
同
項
各
号
に

掲
げ
る
日
を
除
く
。
）
以
外
の
日
に
お
け
る
正
規
の
勤
務
時
間
（
給
特
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
正
規
の
勤
務
時
間

を
い
う
。
）

第
四
条

政
府
は
、
公
立
の
中
学
校
（
義
務
教
育
学
校
の
後
期
課
程
及
び
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
）
の
同
学
年

の
生
徒
で
編
制
す
る
学
級
に
係
る
一
学
級
の
生
徒
の
数
の
標
準
に
つ
い
て
、
令
和
八
年
度
か
ら
三
十
五
人
に
引
き
下
げ
る
よ

う
、
法
制
上
の
措
置
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
検
討
）
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第
五
条

政
府
は
、
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
に
お
い
て
、
そ
の
学
校
全
体
の
教
育
職
員
の
仕
事
と
生
活
の
調
和
を
実
現
す

る
上
で
、
そ
の
管
理
職
手
当
を
受
け
る
教
育
職
員
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
立
学
校
の
管
理
職
員
」
と
い
う
。
）
が
重

要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
鑑
み
、
公
立
学
校
の
管
理
職
員
及
び
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
服
務
を
監
督

す
る
教
育
委
員
会
に
よ
る
当
該
教
育
職
員
の
そ
れ
ぞ
れ
担
当
す
る
業
務
に
つ
い
て
の
見
直
し
に
係
る
措
置
そ
の
他
の
当
該
教

育
職
員
の
業
務
の
管
理
の
実
効
性
の
向
上
の
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を

講
ず
る
も
の
と
す
る
。

第
六
条

政
府
は
、
第
二
号
施
行
日
以
後
二
年
を
目
途
と
し
て
、
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
（
幼
稚
園
を
除
く
。
）
の
教
育

職
員
（
第
二
号
新
給
特
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
教
育
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
勤
務
の
状
況
に
つ
い
て
調
査

を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
く
勤
労
環
境
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
状
況
、
人
材
確
保
の
動
向
並
び
に
給
与
及
び
報
酬

等
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
の
財
源
の
確
保
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
、
当
該
教
育
職
員
の
勤
務
条
件
の
更
な
る
改

善
の
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
第
二
号
新
給
特
法

附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
二
号
新
給
特
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
教
職
調
整
額
に
係
る
率

の
変
更
を
行
う
こ
と
を
含
め
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
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第
七
条

政
府
は
、
公
立
の
幼
稚
園
の
教
育
職
員
に
つ
い
て
は
、
給
特
法
に
定
め
る
給
与
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
特
例

の
適
用
を
受
け
る
と
と
も
に
、
保
育
所
（
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規

定
す
る
保
育
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等

の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
職
員
と
同
様
に
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
に
基
づ
い
て
同
法
附
則
第
二
条

の
二
に
規
定
す
る
処
遇
の
改
善
に
資
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
公
立
の
幼
稚
園
の
教
育
職
員
の

処
遇
の
在
り
方
に
関
し
、
他
の
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
そ
の
他
の
勤
務
条
件
の
特
例
に
関
す
る
制

度
と
の
整
合
性
を
確
保
し
つ
つ
保
育
所
及
び
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
職
員
の
処
遇
と
の
均
衡
を
図
る
観
点
か
ら
検
討

を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
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○

公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
七
号
）
（
第
一
条
関
係

）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
「
教
育
職
員
」
と
は
、
義
務
教
育
諸

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
「
教
育
職
員
」
と
は
、
義
務
教
育
諸

学
校
等
の
校
長
（
園
長
を
含
む
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ

学
校
等
の
校
長
（
園
長
を
含
む
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
、
副
校
長
（
副
園
長
を
含
む
。
同
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

。
）
、
副
校
長
（
副
園
長
を
含
む
。
同
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

、
教
頭
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
主
務
教
諭
、
教
諭
、
養
護

、
教
頭
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養

教
諭
、
栄
養
教
諭
、
助
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、
講
師
（
常
時
勤

教
諭
、
助
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、
講
師
（
常
時
勤
務
の
者
及
び

務
の
者
及
び
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第

十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務

二
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め

の
職
を
占
め
る
者
に
限
る
。
）
、
実
習
助
手
及
び
寄
宿
舎
指
導

る
者
に
限
る
。
）
、
実
習
助
手
及
び
寄
宿
舎
指
導
員
を
い
う
。

員
を
い
う
。

（
教
育
職
員
の
教
職
調
整
額
の
支
給
等
）

（
教
育
職
員
の
教
職
調
整
額
の
支
給
等
）

第
三
条

教
育
職
員
（
校
長
、
副
校
長
及
び
教
頭
並
び
に
指
導
改

第
三
条

教
育
職
員
（
校
長
、
副
校
長
及
び
教
頭
を
除
く
。
以
下

善
研
修
被
認
定
者
（
教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
は
、
そ
の
者
の
給
料
月
額
の
百

律
第
一
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け

分
の
四
に
相
当
す
る
額
を
基
準
と
し
て
、
条
例
で
定
め
る
と
こ

た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
認
定
の
日
か
ら
同
条
第
四
項
の
認
定
の

ろ
に
よ
り
、
教
職
調
整
額
を
支
給
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

日
ま
で
の
間
に
あ
る
も
の
を
い
う
。
第
五
条
及
び
第
六
条
第
一

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
は
、
そ
の
者
の
給
料
月
額
の
百
分
の
十
（
幼

稚
園
の
教
育
職
員
に
あ
っ
て
は
、
百
分
の
四
）
に
相
当
す
る
額

を
基
準
と
し
て
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
教
職
調
整
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額
を
支
給
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

教
育
職
員
に
つ
い
て
は
、
時
間
外
勤
務
手
当
及
び
休
日
勤
務

手
当
は
、
支
給
し
な
い
。

３

（
略
）

３

第
一
項
の
教
職
調
整
額
の
支
給
を
受
け
る
者
の
給
与
に
関
し

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
内
容
を
条
例
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二

百
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
地
域
手
当
、
特
地
勤
務
手
当
（

こ
れ
に
準
ず
る
手
当
を
含
む
。
）
、
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当

、
定
時
制
通
信
教
育
手
当
、
産
業
教
育
手
当
又
は
退
職
手
当

に
つ
い
て
給
料
を
そ
の
算
定
の
基
礎
と
す
る
場
合

当
該
給

料
の
額
に
教
職
調
整
額
の
額
を
加
え
た
額
を
算
定
の
基
礎
と

す
る
こ
と
。

二

休
職
の
期
間
中
に
給
料
が
支
給
さ
れ
る
場
合

当
該
給
料

の
額
に
教
職
調
整
額
の
額
を
加
え
た
額
を
支
給
す
る
こ
と
。

三

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
一
般
職

の
地
方
公
務
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
二
年

法
律
第
七
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ

れ
た
者
に
給
料
が
支
給
さ
れ
る
場
合

当
該
給
料
の
額
に
教

職
調
整
額
の
額
を
加
え
た
額
を
支
給
す
る
こ
と
。

四

公
益
的
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
第
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
者
に
給
料
が
支
給
さ
れ
る
場

合

当
該
給
料
の
額
に
教
職
調
整
額
の
額
を
加
え
た
額
を
支

給
す
る
こ
と
。

（
教
育
職
員
に
関
す
る
読
替
え
）

（
教
育
職
員
に
関
す
る
読
替
え
）

第
五
条

教
育
職
員
（
指
導
改
善
研
修
被
認
定
者
を
除
く
。
）
に

第
五
条

教
育
職
員
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
務
員
法
第
五
十
八
条
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つ
い
て
の
地
方
公
務
員
法
第
五
十
八
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の

第
三
項
本
文
中
「
第
二
条
、
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
二
条
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
三
項
本
文
中
「
第
二
条
、

四
第
一
項
中
「
当
該
事
業
場
に
、
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す

」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
二
条
の
四
第
一
項
中
「
当
該
事
業
場

る
労
働
組
合
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
労
働
組
合
、
労
働

に
、
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が
あ
る
場
合
に

者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が
な
い
場
合
に
お
い
て
は

お
い
て
は
そ
の
労
働
組
合
、
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労

労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
と
の
書
面
に
よ
る
協
定
に
よ

働
組
合
が
な
い
場
合
に
お
い
て
は
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す

り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
と
き
は
」
と
あ
る
の
は
「
次

る
者
と
の
書
面
に
よ
る
協
定
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定

に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
条
例
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
は

め
た
と
き
は
」
と
あ
る
の
は
「
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
条

」
と
、
「
そ
の
協
定
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
条
例
」
と
、
「
当

例
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
は
」
と
、
「
そ
の
協
定
」
と
あ

該
協
定
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
条
例
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「

る
の
は
「
そ
の
条
例
」
と
、
「
当
該
協
定
」
と
あ
る
の
は
「
当

厚
生
労
働
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
文
部
科
学
省
令
」
と
、
同
条

該
条
例
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
厚
生
労
働
省
令
」
と
あ
る
の

第
二
項
中
「
前
項
の
協
定
で
同
項
第
四
号
の
区
分
を
し
」
と
あ

は
「
文
部
科
学
省
令
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
の
協
定
で

る
の
は
「
前
項
第
四
号
の
区
分
並
び
に
」
と
、
「
を
定
め
た
と

同
項
第
四
号
の
区
分
を
し
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
第
四
号
の
区

き
は
」
と
あ
る
の
は
「
に
つ
い
て
条
例
に
特
別
の
定
め
が
あ
る

分
並
び
に
」
と
、
「
を
定
め
た
と
き
は
」
と
あ
る
の
は
「
に
つ

場
合
は
」
と
、
「
当
該
事
業
場
に
、
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織

い
て
条
例
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
は
」
と
、
「
当
該
事
業

す
る
労
働
組
合
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
労
働
組
合
、
労

場
に
、
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が
あ
る
場
合

働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が
な
い
場
合
に
お
い
て

に
お
い
て
は
そ
の
労
働
組
合
、
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る

は
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
の
同
意
を
得
て
、
厚
生
労

労
働
組
合
が
な
い
場
合
に
お
い
て
は
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表

働
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
文
部
科
学
省
令
」
と
、
同
条
第
三
項

す
る
者
の
同
意
を
得
て
、
厚
生
労
働
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
文

中
「
厚
生
労
働
大
臣
は
、
労
働
政
策
審
議
会
」
と
あ
る
の
は
「

部
科
学
省
令
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
厚
生
労
働
大
臣
は
、
労

文
部
科
学
大
臣
は
、
審
議
会
等
（
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二

働
政
策
審
議
会
」
と
あ
る
の
は
「
文
部
科
学
大
臣
は
、
審
議
会

十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
八
条
に
規
定
す
る
機
関
を
い
う

等
（
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）

。
）
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
、
「
厚
生
労
働
省
令
」
と
あ

第
八
条
に
規
定
す
る
機
関
を
い
う
。
）
で
政
令
で
定
め
る
も
の

る
の
は
「
文
部
科
学
省
令
」
と
、
「
協
定
」
と
あ
る
の
は
「
条

」
と
、
「
厚
生
労
働
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
文
部
科
学
省
令
」

例
」
と
、
同
法
第
三
十
三
条
第
三
項
中
「
官
公
署
の
事
業
（
別

と
、
「
協
定
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
」
と
、
同
法
第
三
十
三
条

表
第
一
に
掲
げ
る
事
業
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
別
表
第

第
三
項
中
「
官
公
署
の
事
業
（
別
表
第
一
に
掲
げ
る
事
業
を
除

一
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
業
」
と
、
「
労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で

く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
別
表
第
一
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
業

き
る
」
と
あ
る
の
は
「
労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

」
と
、
「
労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
あ
る
の
は
「
労
働

合
に
お
い
て
、
公
務
員
の
健
康
及
び
福
祉
を
害
し
な
い
よ
う
に
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さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
公
務
員
の
健

考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
読
み
替
え
て
同
法
第
三
十
二

康
及
び
福
祉
を
害
し
な
い
よ
う
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

条
の
四
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
三
十
三
条
第
三
項
の

」
と
読
み
替
え
て
同
法
第
三
十
二
条
の
四
第
一
項
か
ら
第
三
項

規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
し
、
同
法
第
二
条
、
」
と
、
「
か
ら

ま
で
及
び
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
し

第
三
十
二
条
の
五
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
、
第
三
十
二
条
の
三

、
同
法
第
二
条
、
」
と
、
「
か
ら
第
三
十
二
条
の
五
ま
で
」
と

の
二
、
第
三
十
二
条
の
四
の
二
、
第
三
十
二
条
の
五
、
第
三
十

あ
る
の
は
「
、
第
三
十
二
条
の
三
の
二
、
第
三
十
二
条
の
四
の

七
条
」
と
、
「
第
五
十
三
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十

二
、
第
三
十
二
条
の
五
、
第
三
十
七
条
」
と
、
「
第
五
十
三
条

三
条
第
一
項
、
第
六
十
六
条
（
船
員
法
第
八
十
八
条
の
二
の
二

第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
三
条
第
一
項
、
第
六
十
六
条

第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
八
十
八
条
の
三
第
四
項
に
お
い

（
船
員
法
第
八
十
八
条
の
二
の
二
第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
、
「
規
定
は
」
と
あ
る
の

第
八
十
八
条
の
三
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

は
「
規
定
（
船
員
法
第
七
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
の
規

）
」
と
、
「
規
定
は
」
と
あ
る
の
は
「
規
定
（
船
員
法
第
七
十

定
中
同
法
第
六
十
六
条
に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
は
」
と
、
同

三
条
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
中
同
法
第
六
十
六
条
に
係

条
第
四
項
中
「
同
法
第
三
十
七
条
第
三
項
中
「
使
用
者
が
、
当

る
も
の
を
含
む
。
）
は
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
同
法
第
三
十

該
事
業
場
に
、
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が
あ

七
条
第
三
項
中
「
使
用
者
が
、
当
該
事
業
場
に
、
労
働
者
の
過

る
と
き
は
そ
の
労
働
組
合
、
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労

半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が
あ
る
と
き
は
そ
の
労
働
組
合
、

働
組
合
が
な
い
と
き
は
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
と
の

労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が
な
い
と
き
は
労
働

書
面
に
よ
る
協
定
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
使
用
者
が
」
と
、

者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
と
の
書
面
に
よ
る
協
定
に
よ
り
」

同
法
」
と
あ
る
の
は
「
同
法
」
と
読
み
替
え
て
同
条
第
三
項
及

と
あ
る
の
は
「
使
用
者
が
」
と
、
同
法
」
と
あ
る
の
は
「
同
法

び
第
四
項
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

」
と
す
る
。

２

指
導
改
善
研
修
被
認
定
者
に
つ
い
て
の
地
方
公
務
員
法
第
五

（
新
設
）

十
八
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
二

条
、
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
二
条
の
四
第
一
項
中
「
当
該
事

業
場
に
、
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が
あ
る
場

合
に
お
い
て
は
そ
の
労
働
組
合
、
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す

る
労
働
組
合
が
な
い
場
合
に
お
い
て
は
労
働
者
の
過
半
数
を
代

表
す
る
者
と
の
書
面
に
よ
る
協
定
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
定
め
た
と
き
は
」
と
あ
る
の
は
「
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

て
条
例
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
は
」
と
、
「
そ
の
協
定
」
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と
あ
る
の
は
「
そ
の
条
例
」
と
、
「
当
該
協
定
」
と
あ
る
の
は

「
当
該
条
例
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
厚
生
労
働
省
令
」
と
あ

る
の
は
「
文
部
科
学
省
令
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
の
協

定
で
同
項
第
四
号
の
区
分
を
し
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
第
四
号

の
区
分
並
び
に
」
と
、
「
を
定
め
た
と
き
は
」
と
あ
る
の
は
「

に
つ
い
て
条
例
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
は
」
と
、
「
当
該

事
業
場
に
、
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が
あ
る

場
合
に
お
い
て
は
そ
の
労
働
組
合
、
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織

す
る
労
働
組
合
が
な
い
場
合
に
お
い
て
は
労
働
者
の
過
半
数
を

代
表
す
る
者
の
同
意
を
得
て
、
厚
生
労
働
省
令
」
と
あ
る
の
は

「
文
部
科
学
省
令
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
厚
生
労
働
大
臣
は

、
労
働
政
策
審
議
会
」
と
あ
る
の
は
「
文
部
科
学
大
臣
は
、
審

議
会
等
（
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十

号
）
第
八
条
に
規
定
す
る
機
関
を
い
う
。
）
で
政
令
で
定
め
る

も
の
」
と
、
「
厚
生
労
働
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
文
部
科
学
省

令
」
と
、
「
協
定
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
」
と
読
み
替
え
て
同

条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
し
、

同
法
第
二
条
、
」
と
、
「
か
ら
第
三
十
二
条
の
五
ま
で
」
と
あ

る
の
は
「
、
第
三
十
二
条
の
三
の
二
、
第
三
十
二
条
の
五
、
第

三
十
六
条
」
と
す
る
。

（
教
育
職
員
の
正
規
の
勤
務
時
間
を
超
え
る
勤
務
等
）

（
教
育
職
員
の
正
規
の
勤
務
時
間
を
超
え
る
勤
務
等
）

第
六
条

教
育
職
員
（
管
理
職
手
当
を
受
け
る
者
及
び
指
導
改
善

第
六
条

教
育
職
員
（
管
理
職
手
当
を
受
け
る
者
を
除
く
。
以
下

研
修
被
認
定
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
正
規
の
勤
務
時
間
（
一
般
職
の

正
規
の
勤
務
時
間
（
一
般
職
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律

関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
五
条
か
ら
第

第
三
十
三
号
）
第
五
条
か
ら
第
八
条
ま
で
、
第
十
一
条
及
び
第

八
条
ま
で
、
第
十
一
条
及
び
第
十
二
条
の
規
定
に
相
当
す
る
条

十
二
条
の
規
定
に
相
当
す
る
条
例
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
を

例
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
を
い
う
。
第
三
項
及
び
次
条
第
一

い
う
。
第
三
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
超
え



6

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
超
え
て
勤
務
さ
せ
る
場
合
は
、
政
令

て
勤
務
さ
せ
る
場
合
は
、
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
条
例
で

で
定
め
る
基
準
に
従
い
条
例
で
定
め
る
場
合
に
限
る
も
の
と
す

定
め
る
場
合
に
限
る
も
の
と
す
る
。

る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
業
務
量
管
理
・
健
康
確
保
措
置
に
関
す
る
指
針
の
策
定
等
）

（
教
育
職
員
の
業
務
量
の
適
切
な
管
理
等
に
関
す
る
指
針
の
策

定
等
）

第
七
条

文
部
科
学
大
臣
は
、
教
育
職
員
の
健
康
及
び
福
祉
の
確

第
七
条

文
部
科
学
大
臣
は
、
教
育
職
員
の
健
康
及
び
福
祉
の
確

保
を
図
る
こ
と
に
よ
り
学
校
教
育
の
水
準
の
維
持
向
上
に
資
す

保
を
図
る
こ
と
に
よ
り
学
校
教
育
の
水
準
の
維
持
向
上
に
資
す

る
た
め
、
教
育
職
員
が
正
規
の
勤
務
時
間
及
び
そ
れ
以
外
の
時

る
た
め
、
教
育
職
員
が
正
規
の
勤
務
時
間
及
び
そ
れ
以
外
の
時

間
に
お
い
て
行
う
業
務
の
量
の
適
切
な
管
理
そ
の
他
教
育
職
員

間
に
お
い
て
行
う
業
務
の
量
の
適
切
な
管
理
そ
の
他
教
育
職
員

の
服
務
を
監
督
す
る
教
育
委
員
会
が
教
育
職
員
の
健
康
及
び
福

の
服
務
を
監
督
す
る
教
育
委
員
会
が
教
育
職
員
の
健
康
及
び
福

祉
の
確
保
を
図
る
た
め
に
講
ず
べ
き
措
置
（
次
条
に
お
い
て
「

祉
の
確
保
を
図
る
た
め
に
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
指
針
（
次

業
務
量
管
理
・
健
康
確
保
措
置
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
指
針

項
に
お
い
て
単
に
「
指
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す

（
次
項
及
び
同
条
第
一
項
に
お
い
て
単
に
「
指
針
」
と
い
う
。

る
。

）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
教
育
職
員
の
業
務
量
管
理
・
健
康
確
保
措
置
実
施
計
画
の
策

定
等
）

第
八
条

教
育
委
員
会
は
、
指
針
に
即
し
て
、
当
該
教
育
委
員
会

（
新
設
）

が
服
務
を
監
督
す
る
教
育
職
員
に
係
る
業
務
量
管
理
・
健
康
確

保
措
置
の
実
施
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
業
務
量
管
理
・
健
康

確
保
措
置
実
施
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２

業
務
量
管
理
・
健
康
確
保
措
置
実
施
計
画
に
お
い
て
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

業
務
量
管
理
・
健
康
確
保
措
置
の
実
施
に
よ
り
達
成
し
よ

う
と
す
る
目
標
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二

業
務
量
管
理
・
健
康
確
保
措
置
の
内
容

三

そ
の
他
業
務
量
管
理
・
健
康
確
保
措
置
の
実
施
に
関
し
必

要
な
事
項

３

教
育
委
員
会
は
、
業
務
量
管
理
・
健
康
確
保
措
置
実
施
計
画

を
定
め
、
又
は
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表

す
る
と
と
も
に
、
総
合
教
育
会
議
（
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及

び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号

）
第
一
条
の
四
第
一
項
の
総
合
教
育
会
議
を
い
う
。
次
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

４

教
育
委
員
会
は
、
毎
年
度
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
業
務
量
管
理
・
健
康
確
保
措
置
実
施
計
画
の
実
施

状
況
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
総
合
教
育
会
議
に
報
告
す
る
も

の
と
す
る
。

５

都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
は
、
市
町
村
（
特
別
区
を
含
み
、

地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
を

除
く
。
）
の
教
育
委
員
会
に
対
し
、
業
務
量
管
理
・
健
康
確
保

措
置
実
施
計
画
（
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る

法
律
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
費
負
担
教
職
員
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）
の
策
定
及
び
そ
の
円
滑
か
つ
確
実
な
実
施

に
関
し
必
要
な
指
導
、
助
言
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
よ
う
努
め

る
も
の
と
す
る
。

附

則

附

則

２

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
期
間
に
お
け
る
第
三
条
第
一
項
の

２

勤
務
時
間
法
第
五
条
か
ら
第
八
条
ま
で
、
第
十
一
条
及
び
第

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
百
分
の
十
」
と
あ
る
の

十
二
条
の
規
定
に
相
当
す
る
条
例
の
規
定
が
定
め
ら
れ
、
か
つ

は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

、
毎
四
週
間
に
つ
き
任
命
権
者
が
職
員
ご
と
に
指
定
す
る
一
又

は
二
の
勤
務
日
に
お
け
る
四
時
間
又
は
八
時
間
の
勤
務
時
間
は

勤
務
を
要
し
な
い
時
間
と
す
る
旨
及
び
こ
れ
に
よ
り
難
い
と
認
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令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月

百
分
の
五

め
ら
れ
る
職
員
に
つ
い
て
任
命
権
者
が
五
十
二
週
間
を
超
え
な

三
十
一
日
ま
で

い
範
囲
内
で
定
め
る
期
間
ご
と
に
勤
務
を
要
し
な
い
時
間
と
し

て
一
以
上
の
勤
務
日
に
お
け
る
勤
務
時
間
を
指
定
す
る
こ
と
が

令
和
九
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月

百
分
の
六

で
き
る
旨
の
条
例
の
規
定
が
定
め
ら
れ
た
場
合
に
お
け
る
第
十

三
十
一
日
ま
で

一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
勤
務
時
間
法
第

五
条
か
ら
第
八
条
ま
で
、
第
十
一
条
及
び
第
十
二
条
の
規
定
に

令
和
十
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月

百
分
の
七

相
当
す
る
条
例
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
」
と
あ
る
の
は
、
「

三
十
一
日
ま
で

勤
務
時
間
法
第
五
条
か
ら
第
八
条
ま
で
、
第
十
一
条
及
び
第
十

二
条
の
規
定
に
相
当
す
る
条
例
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
の
う

令
和
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二

百
分
の
八

ち
条
例
の
規
定
に
よ
り
当
該
教
育
職
員
ご
と
に
指
定
す
る
勤
務

月
三
十
一
日
ま
で

を
要
し
な
い
時
間
を
除
い
た
時
間
」
と
す
る
。

令
和
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二

百
分
の
九

月
三
十
一
日
ま
で
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○

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
（
第
二
条
関
係
）

※
現
行
部
分
は
、
学
校
教
育
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
五
十
号
）
（
令
和
八
年
四
月
一
日
施
行
）
に
よ
る
改
正

後
の
条
文

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
二
十
七
条

幼
稚
園
に
は
、
園
長
、
教
頭
及
び
教
諭
を
置
か
な

第
二
十
七
条

幼
稚
園
に
は
、
園
長
、
教
頭
及
び
教
諭
を
置
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②

幼
稚
園
に
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
副
園
長
、

②

幼
稚
園
に
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
副
園
長
、

主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
主
務
教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭

主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
事
務
職
員

、
事
務
職
員
、
養
護
助
教
諭
そ
の
他
必
要
な
職
員
を
置
く
こ
と

、
養
護
助
教
諭
そ
の
他
必
要
な
職
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

が
で
き
る
。

③

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
副
園
長
を
置
く
と
き
そ
の

③

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
副
園
長
を
置
く
と
き
そ
の

他
特
別
の
事
情
の
あ
る
と
き
は
教
頭
を
、
主
務
教
諭
（
第
十
二

他
特
別
の
事
情
の
あ
る
と
き
は
、
教
頭
を
置
か
な
い
こ
と
が
で

項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ

き
る
。

る
も
の
を
除
く
。
）
を
置
く
と
き
は
教
諭
を
、
そ
れ
ぞ
れ
置
か

な
い
こ
と
が
で
き
る
。

④
～
⑧

（
略
）

④
～
⑧

（
略
）

⑨

主
務
教
諭
は
、
幼
児
の
保
育
を
つ
か
さ
ど
り
、
及
び
命
を
受

（
新
設
）

け
て
当
該
幼
稚
園
の
教
育
活
動
に
関
し
教
諭
そ
の
他
の
職
員
間

に
お
け
る
総
合
的
な
調
整
を
行
う
。

⑩
・
⑪

（
略
）

⑨
・
⑩

（
略
）

⑫

学
校
の
実
情
に
照
ら
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第

⑪

学
校
の
実
情
に
照
ら
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第

七
項
及
び
第
九
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
職
員

七
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
園
長
（
副
園
長
を
置
く
幼
稚
園

を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

に
あ
つ
て
は
、
園
長
及
び
副
園
長
）
及
び
教
頭
を
助
け
、
命
を

一

園
長
（
副
園
長
を
置
く
幼
稚
園
に
あ
つ
て
は
、
園
長
及
び

受
け
て
園
務
の
一
部
を
整
理
し
、
並
び
に
幼
児
の
養
護
又
は
栄

副
園
長
）
及
び
教
頭
を
助
け
、
命
を
受
け
て
園
務
の
一
部
を

養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
を
置
く
こ
と
が
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整
理
し
、
並
び
に
幼
児
の
養
護
又
は
栄
養
の
指
導
及
び
管
理

で
き
る
。

を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭

二

幼
児
の
養
護
又
は
栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど
り

、
並
び
に
命
を
受
け
て
当
該
幼
稚
園
の
教
育
活
動
に
関
し
教

諭
そ
の
他
の
職
員
間
に
お
け
る
総
合
的
な
調
整
を
行
う
主
務

教
諭

第
二
十
八
条

第
三
十
七
条
第
六
項
、
第
八
項
及
び
第
十
三
項
か

第
二
十
八
条

第
三
十
七
条
第
六
項
、
第
八
項
及
び
第
十
二
項
か

ら
第
十
八
項
ま
で
並
び
に
第
四
十
二
条
か
ら
第
四
十
四
条
ま
で

ら
第
十
七
項
ま
で
並
び
に
第
四
十
二
条
か
ら
第
四
十
四
条
ま
で

の
規
定
は
、
幼
稚
園
に
準
用
す
る
。

の
規
定
は
、
幼
稚
園
に
準
用
す
る
。

第
三
十
七
条

小
学
校
に
は
、
校
長
、
教
頭
、
教
諭
、
養
護
教
諭

第
三
十
七
条

小
学
校
に
は
、
校
長
、
教
頭
、
教
諭
、
養
護
教
諭

及
び
事
務
職
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

及
び
事
務
職
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②

小
学
校
に
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
副
校
長
、

②

小
学
校
に
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
副
校
長
、

主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
主
務
教
諭
、
栄
養
教
諭
そ
の
他
必
要

主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
栄
養
教
諭
そ
の
他
必
要
な
職
員
を
置

な
職
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

く
こ
と
が
で
き
る
。

③

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
副
校
長
を
置
く
と
き
そ
の

③

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
副
校
長
を
置
く
と
き
そ
の

他
特
別
の
事
情
の
あ
る
と
き
は
教
頭
を
、
主
務
教
諭
（
第
二
十

他
特
別
の
事
情
の
あ
る
と
き
は
教
頭
を
、
養
護
を
つ
か
さ
ど
る

項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ

主
幹
教
諭
を
置
く
と
き
は
養
護
教
諭
を
、
特
別
の
事
情
の
あ
る

る
も
の
を
除
く
。
）
を
置
く
と
き
は
教
諭
を
、
養
護
を
つ
か
さ

と
き
は
事
務
職
員
を
、
そ
れ
ぞ
れ
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

ど
る
主
幹
教
諭
又
は
主
務
教
諭
を
置
く
と
き
は
養
護
教
諭
を
、

特
別
の
事
情
の
あ
る
と
き
は
事
務
職
員
を
、
そ
れ
ぞ
れ
置
か
な

い
こ
と
が
で
き
る
。

④
～
⑩

（
略
）

④
～
⑩

（
略
）

⑪

主
務
教
諭
は
、
児
童
の
教
育
を
つ
か
さ
ど
り
、
及
び
命
を
受

（
新
設
）

け
て
当
該
小
学
校
の
教
育
活
動
に
関
し
教
諭
そ
の
他
の
職
員
間

に
お
け
る
総
合
的
な
調
整
を
行
う
。

⑫
～
⑲

（
略
）

⑪
～
⑱

（
略
）
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⑳

学
校
の
実
情
に
照
ら
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第

⑲

学
校
の
実
情
に
照
ら
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第

九
項
及
び
第
十
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
職

九
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
校
長
（
副
校
長
を
置
く
小
学
校

員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

に
あ
つ
て
は
、
校
長
及
び
副
校
長
）
及
び
教
頭
を
助
け
、
命
を

一

校
長
（
副
校
長
を
置
く
小
学
校
に
あ
つ
て
は
、
校
長
及
び

受
け
て
校
務
の
一
部
を
整
理
し
、
並
び
に
児
童
の
養
護
又
は
栄

副
校
長
）
及
び
教
頭
を
助
け
、
命
を
受
け
て
校
務
の
一
部
を

養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
を
置
く
こ
と
が

整
理
し
、
並
び
に
児
童
の
養
護
又
は
栄
養
の
指
導
及
び
管
理

で
き
る
。

を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭

二

児
童
の
養
護
又
は
栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど
り

、
並
び
に
命
を
受
け
て
当
該
小
学
校
の
教
育
活
動
に
関
し
教

諭
そ
の
他
の
職
員
間
に
お
け
る
総
合
的
な
調
整
を
行
う
主
務

教
諭

第
四
十
二
条

小
学
校
は
、
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

第
四
十
二
条

小
学
校
は
、
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
当
該
小
学
校
の
教
育
活
動
そ
の
他
の
学
校
運
営
の
状
況
に

よ
り
当
該
小
学
校
の
教
育
活
動
そ
の
他
の
学
校
運
営
の
状
況
に

つ
い
て
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
学
校
運
営
の
改
善

つ
い
て
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
学
校
運
営
の
改
善

を
図
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
教
育

を
図
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
教
育

水
準
の
向
上
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

水
準
の
向
上
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②

地
方
公
共
団
体
の
設
置
す
る
小
学
校
は
、
前
項
の
措
置
を
講

（
新
設
）

ず
る
に
当
た
つ
て
は
、
当
該
措
置
が
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の

教
育
委
員
会
が
定
め
た
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職

員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第

七
十
七
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
量
管
理
・
健
康

確
保
措
置
実
施
計
画
に
適
合
す
る
も
の
と
な
る
よ
う
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
条

高
等
学
校
に
は
、
校
長
、
教
頭
、
教
諭
及
び
事
務
職

第
六
十
条

高
等
学
校
に
は
、
校
長
、
教
頭
、
教
諭
及
び
事
務
職

員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②

高
等
学
校
に
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
副
校
長

②

高
等
学
校
に
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
副
校
長
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、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
主
務
教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教

、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
養
護
助

諭
、
養
護
助
教
諭
、
実
習
助
手
、
技
術
職
員
そ
の
他
必
要
な
職

教
諭
、
実
習
助
手
、
技
術
職
員
そ
の
他
必
要
な
職
員
を
置
く
こ

員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

と
が
で
き
る
。

③

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
副
校
長
を
置
く
と
き
は
教

③

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
副
校
長
を
置
く
と
き
は
、

頭
を
、
主
務
教
諭
（
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

教
頭
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

七
条
第
二
十
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に

よ
り
置
か
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
置
く
と
き
は
教
諭
を
、
そ

れ
ぞ
れ
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

④
～
⑥

（
略
）

④
～
⑥

（
略
）

第
六
十
二
条

第
三
十
条
第
二
項
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
四
条

第
六
十
二
条

第
三
十
条
第
二
項
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
四
条

、
第
三
十
七
条
第
四
項
か
ら
第
十
八
項
ま
で
及
び
第
二
十
項
並

、
第
三
十
七
条
第
四
項
か
ら
第
十
七
項
ま
で
及
び
第
十
九
項
並

び
に
第
四
十
二
条
か
ら
第
四
十
四
条
ま
で
の
規
定
は
、
高
等
学

び
に
第
四
十
二
条
か
ら
第
四
十
四
条
ま
で
の
規
定
は
、
高
等
学

校
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
条
第
二
項
中

校
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
条
第
二
項
中

「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
一
条
」
と
、
第
三
十
一
条
中

「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
一
条
」
と
、
第
三
十
一
条
中

「
前
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
一
条
」
と
読
み
替
え

「
前
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
一
条
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

第
六
十
九
条

中
等
教
育
学
校
に
は
、
校
長
、
教
頭
、
教
諭
、
養

第
六
十
九
条

中
等
教
育
学
校
に
は
、
校
長
、
教
頭
、
教
諭
、
養

護
教
諭
及
び
事
務
職
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

護
教
諭
及
び
事
務
職
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②

中
等
教
育
学
校
に
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
副

②

中
等
教
育
学
校
に
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
副

校
長
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
主
務
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
実

校
長
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
実
習
助
手
、
技

習
助
手
、
技
術
職
員
そ
の
他
必
要
な
職
員
を
置
く
こ
と
が
で
き

術
職
員
そ
の
他
必
要
な
職
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

る
。

③

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
副
校
長
を
置
く
と
き
は
教

③

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
副
校
長
を
置
く
と
き
は
教

頭
を
、
主
務
教
諭
（
次
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

頭
を
、
養
護
を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
を
置
く
と
き
は
養
護
教

七
条
第
二
十
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に

諭
を
、
そ
れ
ぞ
れ
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

よ
り
置
か
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
置
く
と
き
は
教
諭
を
、
養
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護
を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
又
は
主
務
教
諭
を
置
く
と
き
は
養

護
教
諭
を
、
そ
れ
ぞ
れ
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

④

（
略
）

④

（
略
）

第
七
十
条

第
三
十
条
第
二
項
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
四
条
、

第
七
十
条

第
三
十
条
第
二
項
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
四
条
、

第
三
十
七
条
第
四
項
か
ら
第
十
八
項
ま
で
及
び
第
二
十
項
、
第

第
三
十
七
条
第
四
項
か
ら
第
十
七
項
ま
で
及
び
第
十
九
項
、
第

四
十
二
条
か
ら
第
四
十
四
条
ま
で
、
第
五
十
九
条
並
び
に
第
六

四
十
二
条
か
ら
第
四
十
四
条
ま
で
、
第
五
十
九
条
並
び
に
第
六

十
条
第
四
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
中
等
教
育
学
校
に
、
第
五

十
条
第
四
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
中
等
教
育
学
校
に
、
第
五

十
三
条
か
ら
第
五
十
五
条
ま
で
、
第
五
十
八
条
、
第
五
十
八
条

十
三
条
か
ら
第
五
十
五
条
ま
で
、
第
五
十
八
条
、
第
五
十
八
条

の
二
及
び
第
六
十
一
条
の
規
定
は
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程

の
二
及
び
第
六
十
一
条
の
規
定
は
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程

に
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
条

に
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
条

第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
四
条
」
と
、
第
三

第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
四
条
」
と
、
第
三

十
一
条
中
「
前
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
四
条
」
と

十
一
条
中
「
前
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
四
条
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

②

（
略
）

②

（
略
）

第
百
十
四
条

第
三
十
七
条
第
十
五
項
及
び
第
六
十
条
第
六
項
の

第
百
十
四
条

第
三
十
七
条
第
十
四
項
及
び
第
六
十
条
第
六
項
の

規
定
は
、
大
学
に
準
用
す
る
。

規
定
は
、
大
学
に
準
用
す
る
。

第
百
二
十
三
条

第
三
十
七
条
第
十
五
項
、
第
五
十
九
条
、
第
六

第
百
二
十
三
条

第
三
十
七
条
第
十
四
項
、
第
五
十
九
条
、
第
六

十
条
第
六
項
、
第
九
十
四
条
（
設
置
基
準
に
係
る
部
分
に
限
る

十
条
第
六
項
、
第
九
十
四
条
（
設
置
基
準
に
係
る
部
分
に
限
る

。
）
、
第
九
十
五
条
、
第
九
十
八
条
、
第
百
五
条
か
ら
第
百
七

。
）
、
第
九
十
五
条
、
第
九
十
八
条
、
第
百
五
条
か
ら
第
百
七

条
ま
で
、
第
百
九
条
（
第
三
項
を
除
く
。
）
及
び
第
百
十
条
か

条
ま
で
、
第
百
九
条
（
第
三
項
を
除
く
。
）
及
び
第
百
十
条
か

ら
第
百
十
三
条
ま
で
の
規
定
は
、
高
等
専
門
学
校
に
準
用
す
る

ら
第
百
十
三
条
ま
で
の
規
定
は
、
高
等
専
門
学
校
に
準
用
す
る

。

。

第
百
三
十
三
条

第
五
条
、
第
六
条
、
第
九
条
か
ら
第
十
二
条
ま

第
百
三
十
三
条

第
五
条
、
第
六
条
、
第
九
条
か
ら
第
十
二
条
ま

で
、
第
十
三
条
第
一
項
、
第
十
四
条
、
第
四
十
三
条
及
び
第
四

で
、
第
十
三
条
第
一
項
、
第
十
四
条
、
第
四
十
三
条
及
び
第
四
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十
四
条
の
規
定
は
専
修
学
校
に
、
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定

十
四
条
の
規
定
は
専
修
学
校
に
、
第
四
十
二
条
の
規
定
は
専
修

は
専
修
学
校
（
専
門
課
程
を
置
く
も
の
を
除
く
。
）
に
、
第
百

学
校
（
専
門
課
程
を
置
く
も
の
を
除
く
。
）
に
、
第
百
五
条
の

五
条
の
規
定
は
専
修
学
校
（
専
門
課
程
を
置
く
も
の
に
限
る
。

規
定
は
専
修
学
校
（
専
門
課
程
を
置
く
も
の
に
限
る
。
）
に
準

）
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
条
中
「
大
学
及

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
条
中
「
大
学
及
び
高
等

び
高
等
専
門
学
校
に
あ
つ
て
は
文
部
科
学
大
臣
に
、
大
学
及
び

専
門
学
校
に
あ
つ
て
は
文
部
科
学
大
臣
に
、
大
学
及
び
高
等
専

高
等
専
門
学
校
以
外
の
学
校
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
知
事
に
」

門
学
校
以
外
の
学
校
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
知
事
に
」
と
あ
る

と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
に
」
と
、
第
十
三
条
第
一
項
中

の
は
「
都
道
府
県
知
事
に
」
と
、
同
項
中
「
第
四
条
第
一
項
各

「
第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
学
校
」
と
あ
る
の
は
「
市
町

号
に
掲
げ
る
学
校
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
（
市
町
村
が
単
独

村
（
市
町
村
が
単
独
で
又
は
他
の
市
町
村
と
共
同
し
て
設
立
す

で
又
は
他
の
市
町
村
と
共
同
し
て
設
立
す
る
公
立
大
学
法
人
を

る
公
立
大
学
法
人
を
含
む
。
）
の
設
置
す
る
専
修
学
校
又
は
私

含
む
。
）
の
設
置
す
る
専
修
学
校
又
は
私
立
の
専
修
学
校
」
と

立
の
専
修
学
校
」
と
、
「
同
項
各
号
に
定
め
る
者
」
と
あ
る
の

、
「
同
項
各
号
に
定
め
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
の
教

は
「
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
又
は
都
道
府
県
知
事
」
と
、
同

育
委
員
会
又
は
都
道
府
県
知
事
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
そ
の

項
第
二
号
中
「
そ
の
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
都
道
府
県
の
教

者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
又
は
都
道

育
委
員
会
又
は
都
道
府
県
知
事
」
と
、
第
十
四
条
中
「
大
学
及

府
県
知
事
」
と
、
第
十
四
条
中
「
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
以

び
高
等
専
門
学
校
以
外
の
市
町
村
の
設
置
す
る
学
校
に
つ
い
て

外
の
市
町
村
の
設
置
す
る
学
校
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
の
教
育

は
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
、
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
以
外

委
員
会
、
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
以
外
の
私
立
学
校
に
つ
い

の
私
立
学
校
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
市

て
は
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
（
市
町
村
が
単

町
村
（
市
町
村
が
単
独
で
又
は
他
の
市
町
村
と
共
同
し
て
設
立

独
で
又
は
他
の
市
町
村
と
共
同
し
て
設
立
す
る
公
立
大
学
法
人

す
る
公
立
大
学
法
人
を
含
む
。
）
の
設
置
す
る
専
修
学
校
に
つ

を
含
む
。
）
の
設
置
す
る
専
修
学
校
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
の

い
て
は
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
、
私
立
の
専
修
学
校
に
つ
い

教
育
委
員
会
、
私
立
の
専
修
学
校
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
知
事

て
は
都
道
府
県
知
事
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

②

（
略
）

②

（
略
）

第
百
三
十
四
条

（
略
）

第
百
三
十
四
条

（
略
）

②

第
四
条
第
一
項
前
段
、
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
、
第
九
条

②

第
四
条
第
一
項
前
段
、
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
、
第
九
条

か
ら
第
十
一
条
ま
で
、
第
十
三
条
第
一
項
、
第
十
四
条
、
第
四

か
ら
第
十
一
条
ま
で
、
第
十
三
条
第
一
項
、
第
十
四
条
及
び
第

十
二
条
第
一
項
、
第
四
十
三
条
及
び
第
四
十
四
条
の
規
定
は
、

四
十
二
条
か
ら
第
四
十
四
条
ま
で
の
規
定
は
、
各
種
学
校
に
準

各
種
学
校
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
条
第
一

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
条
第
一
項
前
段
中
「
次
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項
前
段
中
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
学
校
」
と
あ
る
の
は
「
市
町

の
各
号
に
掲
げ
る
学
校
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
の
設
置
す
る

村
の
設
置
す
る
各
種
学
校
又
は
私
立
の
各
種
学
校
」
と
、
「
当

各
種
学
校
又
は
私
立
の
各
種
学
校
」
と
、
「
当
該
各
号
に
定
め

該
各
号
に
定
め
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
の
教
育
委
員

る
者
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
又
は
都
道
府

会
又
は
都
道
府
県
知
事
」
と
、
第
十
条
中
「
大
学
及
び
高
等
専

県
知
事
」
と
、
第
十
条
中
「
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
に
あ
つ

門
学
校
に
あ
つ
て
は
文
部
科
学
大
臣
に
、
大
学
及
び
高
等
専
門

て
は
文
部
科
学
大
臣
に
、
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
以
外
の
学

学
校
以
外
の
学
校
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
知
事
に
」
と
あ
る
の

校
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
知
事
に
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県

は
「
都
道
府
県
知
事
に
」
と
、
第
十
三
条
第
一
項
中
「
第
四
条

知
事
に
」
と
、
第
十
三
条
第
一
項
中
「
第
四
条
第
一
項
各
号
に

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
学
校
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
の
設
置

掲
げ
る
学
校
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
の
設
置
す
る
各
種
学
校

す
る
各
種
学
校
又
は
私
立
の
各
種
学
校
」
と
、
「
同
項
各
号
に

又
は
私
立
の
各
種
学
校
」
と
、
「
同
項
各
号
に
定
め
る
者
」
と

定
め
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
又
は
都

あ
る
の
は
「
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
又
は
都
道
府
県
知
事
」

道
府
県
知
事
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
そ
の
者
」
と
あ
る
の
は

と
、
同
項
第
二
号
中
「
そ
の
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
都
道
府

「
当
該
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
又
は
都
道
府
県
知
事
」
と
、

県
の
教
育
委
員
会
又
は
都
道
府
県
知
事
」
と
、
第
十
四
条
中
「

第
十
四
条
中
「
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
以
外
の
市
町
村
の
設

大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
以
外
の
市
町
村
の
設
置
す
る
学
校
に

置
す
る
学
校
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
、
大
学
及

つ
い
て
は
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
、
大
学
及
び
高
等
専
門
学

び
高
等
専
門
学
校
以
外
の
私
立
学
校
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
知

校
以
外
の
私
立
学
校
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の

事
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
の
設
置
す
る
各
種
学
校
に
つ
い
て

は
「
市
町
村
の
設
置
す
る
各
種
学
校
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
の

は
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
、
私
立
の
各
種
学
校
に
つ
い
て
は

教
育
委
員
会
、
私
立
の
各
種
学
校
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
知
事

都
道
府
県
知
事
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

③

（
略
）

③

（
略
）
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○

市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
負
担
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
五
号
）
（
第
三
条
関
係
）

※
現
行
部
分
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
七
十
二
号
）
附
則
第
十
四

条
（
令
和
七
年
四
月
一
日
施
行
）
に
よ
る
改
正
後
の
条
文

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
一
条

市
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号

第
一
条

市
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号

）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
次
条
に
お

）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
次
条
に
お

い
て
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
を
除
き
、
特
別
区
を
含
む
。

い
て
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
を
除
き
、
特
別
区
を
含
む
。

）
町
村
立
の
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
中
等
教
育

）
町
村
立
の
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
中
等
教
育

学
校
の
前
期
課
程
及
び
特
別
支
援
学
校
の
校
長
（
中
等
教
育
学

学
校
の
前
期
課
程
及
び
特
別
支
援
学
校
の
校
長
（
中
等
教
育
学

校
の
前
期
課
程
に
あ
つ
て
は
、
当
該
課
程
の
属
す
る
中
等
教
育

校
の
前
期
課
程
に
あ
つ
て
は
、
当
該
課
程
の
属
す
る
中
等
教
育

学
校
の
校
長
と
す
る
。
）
、
副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
、
指

学
校
の
校
長
と
す
る
。
）
、
副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
、
指

導
教
諭
、
主
務
教
諭
、
教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
助
教

導
教
諭
、
教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
助
教
諭
、
養
護
助

諭
、
養
護
助
教
諭
、
寄
宿
舎
指
導
員
、
講
師
（
常
勤
の
者
及
び

教
諭
、
寄
宿
舎
指
導
員
、
講
師
（
常
勤
の
者
及
び
地
方
公
務
員

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第

法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の

二
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め

四
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
者
に
限
る

る
者
に
限
る
。
）
、
学
校
栄
養
職
員
（
学
校
給
食
法
（
昭
和
二

。
）
、
学
校
栄
養
職
員
（
学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律

十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
第
七
条
に
規
定
す
る
職
員
の
う
ち

第
百
六
十
号
）
第
七
条
に
規
定
す
る
職
員
の
う
ち
栄
養
の
指
導

栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
及
び
主
務
教

及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
並
び
に
栄
養
教
諭
以
外
の

諭
並
び
に
栄
養
教
諭
以
外
の
者
を
い
い
、
同
法
第
六
条
に
規
定

者
を
い
い
、
同
法
第
六
条
に
規
定
す
る
施
設
の
当
該
職
員
を
含

す
る
施
設
の
当
該
職
員
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
事
務
職

む
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
事
務
職
員
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
職
員

員
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
職
員
で
あ
る
も
の
の
給
料
、
扶
養
手
当

で
あ
る
も
の
の
給
料
、
扶
養
手
当
、
地
域
手
当
、
住
居
手
当
、

、
地
域
手
当
、
住
居
手
当
、
初
任
給
調
整
手
当
、
通
勤
手
当
、

初
任
給
調
整
手
当
、
通
勤
手
当
、
単
身
赴
任
手
当
、
在
宅
勤
務

単
身
赴
任
手
当
、
在
宅
勤
務
等
手
当
、
特
殊
勤
務
手
当
、
特
地

等
手
当
、
特
殊
勤
務
手
当
、
特
地
勤
務
手
当
（
こ
れ
に
準
ず
る

勤
務
手
当
（
こ
れ
に
準
ず
る
手
当
を
含
む
。
）
、
へ
き
地
手
当

手
当
を
含
む
。
）
、
へ
き
地
手
当
（
こ
れ
に
準
ず
る
手
当
を
含

（
こ
れ
に
準
ず
る
手
当
を
含
む
。
）
、
時
間
外
勤
務
手
当
（
公

む
。
）
、
時
間
外
勤
務
手
当
（
学
校
栄
養
職
員
及
び
事
務
職
員
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立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特

に
係
る
も
の
と
す
る
。
）
、
宿
日
直
手
当
、
管
理
職
員
特
別
勤

別
措
置
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
三
条
第
一

務
手
当
、
管
理
職
手
当
、
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
、
義
務
教
育

項
に
規
定
す
る
指
導
改
善
研
修
被
認
定
者
、
学
校
栄
養
職
員
及

等
教
員
特
別
手
当
、
寒
冷
地
手
当
、
退
職
手
当
、
退
職
年
金
及

び
事
務
職
員
に
係
る
も
の
と
す
る
。
）
、
宿
日
直
手
当
、
管
理

び
退
職
一
時
金
並
び
に
旅
費
（
都
道
府
県
が
定
め
る
支
給
に
関

職
員
特
別
勤
務
手
当
、
管
理
職
手
当
、
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当

す
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
（
以
下
「
給
料
そ
の

、
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
、
寒
冷
地
手
当
、
退
職
手
当
、

他
の
給
与
」
と
い
う
。
）
並
び
に
定
時
制
通
信
教
育
手
当
（
中

退
職
年
金
及
び
退
職
一
時
金
並
び
に
旅
費
（
都
道
府
県
が
定
め

等
教
育
学
校
の
校
長
に
係
る
も
の
と
す
る
。
）
並
び
に
講
師
（

る
支
給
に
関
す
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
（
以
下

公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準

「
給
料
そ
の
他
の
給
与
」
と
い
う
。
）
並
び
に
定
時
制
通
信
教

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
十
六
号
。
以
下
「

育
手
当
（
中
等
教
育
学
校
の
校
長
に
係
る
も
の
と
す
る
。
）
並

義
務
教
育
諸
学
校
標
準
法
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
第
二
項
に

び
に
講
師
（
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員

規
定
す
る
非
常
勤
の
講
師
に
限
る
。
）
の
報
酬
、
職
務
を
行
う

定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
十
六

た
め
に
要
す
る
費
用
の
弁
償
、
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
（
次

号
。
以
下
「
義
務
教
育
諸
学
校
標
準
法
」
と
い
う
。
）
第
十
七

条
に
お
い
て
「
報
酬
等
」
と
い
う
。
）
は
、
都
道
府
県
の
負
担

条
第
二
項
に
規
定
す
る
非
常
勤
の
講
師
に
限
る
。
）
の
報
酬
、

と
す
る
。

職
務
を
行
う
た
め
に
要
す
る
費
用
の
弁
償
、
期
末
手
当
及
び
勤

勉
手
当
（
次
条
に
お
い
て
「
報
酬
等
」
と
い
う
。
）
は
、
都
道

府
県
の
負
担
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

第
二
条

市
（
指
定
都
市
を
除
く
。
）
町
村
立
の
高
等
学
校
（
中

第
二
条

市
（
指
定
都
市
を
除
く
。
）
町
村
立
の
高
等
学
校
（
中

等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
を
含
む
。
）
で
学
校
教
育
法
（
昭
和

等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
を
含
む
。
）
で
学
校
教
育
法
（
昭
和

二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
定

二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
定

時
制
の
課
程
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
定
時
制
の
課
程
」
と

時
制
の
課
程
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
定
時
制
の
課
程
」
と

い
う
。
）
を
置
く
も
の
の
校
長
（
定
時
制
の
課
程
の
ほ
か
に
同

い
う
。
）
を
置
く
も
の
の
校
長
（
定
時
制
の
課
程
の
ほ
か
に
同

項
に
規
定
す
る
全
日
制
の
課
程
を
置
く
高
等
学
校
の
校
長
及
び

項
に
規
定
す
る
全
日
制
の
課
程
を
置
く
高
等
学
校
の
校
長
及
び

中
等
教
育
学
校
の
校
長
を
除
く
。
）
、
定
時
制
の
課
程
に
関
す

中
等
教
育
学
校
の
校
長
を
除
く
。
）
、
定
時
制
の
課
程
に
関
す

る
校
務
を
つ
か
さ
ど
る
副
校
長
、
定
時
制
の
課
程
に
関
す
る
校

る
校
務
を
つ
か
さ
ど
る
副
校
長
、
定
時
制
の
課
程
に
関
す
る
校

務
を
整
理
す
る
教
頭
、
主
幹
教
諭
（
定
時
制
の
課
程
に
関
す
る

務
を
整
理
す
る
教
頭
、
主
幹
教
諭
（
定
時
制
の
課
程
に
関
す
る
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校
務
の
一
部
を
整
理
す
る
者
又
は
定
時
制
の
課
程
の
授
業
を
担

校
務
の
一
部
を
整
理
す
る
者
又
は
定
時
制
の
課
程
の
授
業
を
担

任
す
る
者
に
限
る
。
）
並
び
に
定
時
制
の
課
程
の
授
業
を
担
任

任
す
る
者
に
限
る
。
）
並
び
に
定
時
制
の
課
程
の
授
業
を
担
任

す
る
指
導
教
諭
、
主
務
教
諭
、
教
諭
、
助
教
諭
及
び
講
師
（
常

す
る
指
導
教
諭
、
教
諭
、
助
教
諭
及
び
講
師
（
常
勤
の
者
及
び

勤
の
者
及
び
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定

地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間

す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
者
に
限
る
。
）
の
う
ち
高
等

勤
務
の
職
を
占
め
る
者
に
限
る
。
）
の
う
ち
高
等
学
校
標
準
法

学
校
標
準
法
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
都
道
府
県
が
定
め
る
高

第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
都
道
府
県
が
定
め
る
高
等
学
校
等
教

等
学
校
等
教
職
員
定
数
に
基
づ
き
配
置
さ
れ
る
職
員
（
高
等
学

職
員
定
数
に
基
づ
き
配
置
さ
れ
る
職
員
（
高
等
学
校
標
準
法
第

校
標
準
法
第
二
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
者
を
含
む
。
）
で
あ
る

二
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
者
を
含
む
。
）
で
あ
る
も
の
の
給
料

も
の
の
給
料
そ
の
他
の
給
与
、
定
時
制
通
信
教
育
手
当
及
び
産

そ
の
他
の
給
与
、
定
時
制
通
信
教
育
手
当
及
び
産
業
教
育
手
当

業
教
育
手
当
並
び
に
講
師
（
高
等
学
校
標
準
法
第
二
十
三
条
第

並
び
に
講
師
（
高
等
学
校
標
準
法
第
二
十
三
条
第
二
項
に
規
定

二
項
に
規
定
す
る
非
常
勤
の
講
師
に
限
る
。
）
の
報
酬
等
は
、

す
る
非
常
勤
の
講
師
に
限
る
。
）
の
報
酬
等
は
、
都
道
府
県
の

都
道
府
県
の
負
担
と
す
る
。

負
担
と
す
る
。

附

則

附

則

３

当
分
の
間
、
第
一
条
中
「
学
校
栄
養
職
員
（
学
校
給
食
法
（

３

当
分
の
間
、
第
一
条
中
「
学
校
栄
養
職
員
（
学
校
給
食
法
（

昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
第
七
条
に
規
定
す
る
職
員

昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
第
七
条
に
規
定
す
る
職
員

の
う
ち
栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
及
び

の
う
ち
栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
並
び

主
務
教
諭
並
び
に
栄
養
教
諭
以
外
の
者
を
い
い
、
同
法
第
六
条

に
栄
養
教
諭
以
外
の
者
を
い
い
、
同
法
第
六
条
に
規
定
す
る
施

に
規
定
す
る
施
設
の
当
該
職
員
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
と

設
の
当
該
職
員
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
学

あ
る
の
は
「
学
校
栄
養
職
員
（
学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年

校
栄
養
職
員
（
学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十

法
律
第
百
六
十
号
）
第
七
条
に
規
定
す
る
職
員
の
う
ち
栄
養
の

号
）
第
七
条
に
規
定
す
る
職
員
の
う
ち
栄
養
の
指
導
及
び
管
理

指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
及
び
主
務
教
諭
並
び

を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
並
び
に
栄
養
教
諭
以
外
の
者
を
い
い

に
栄
養
教
諭
以
外
の
者
を
い
い
、
同
法
第
六
条
に
規
定
す
る
施

、
同
法
第
六
条
に
規
定
す
る
施
設
の
当
該
職
員
を
含
む
。
以
下

設
の
当
該
職
員
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
政
令
で
定
め

同
じ
。
）
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
者
」
と
、
「
学
校
栄
養
職
員

る
者
」
と
、
「
学
校
栄
養
職
員
及
び
事
務
職
員
」
と
あ
る
の
は

及
び
事
務
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
学
校
栄
養
職
員
の
う
ち
政
令

「
学
校
栄
養
職
員
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
者
及
び
事
務
職
員
」

で
定
め
る
者
及
び
事
務
職
員
」
と
す
る
。

と
す
る
。
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○

教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一
号
）
（
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
教
員
」
と
は
、
公
立
学
校
の
教
授
、

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
教
員
」
と
は
、
公
立
学
校
の
教
授
、

准
教
授
、
助
教
、
副
校
長
（
副
園
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

准
教
授
、
助
教
、
副
校
長
（
副
園
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

、
教
頭
、
主
幹
教
諭
（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
主
幹
養

、
教
頭
、
主
幹
教
諭
（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
主
幹
養

護
教
諭
及
び
主
幹
栄
養
教
諭
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
指
導

護
教
諭
及
び
主
幹
栄
養
教
諭
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
指
導

教
諭
、
主
務
教
諭
（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
主
務
養
護

教
諭
、
教
諭
、
助
教
諭
、
養
護
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、
栄
養
教

教
諭
及
び
主
務
栄
養
教
諭
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
教
諭
、

諭
、
主
幹
保
育
教
諭
、
指
導
保
育
教
諭
、
保
育
教
諭
、
助
保
育

助
教
諭
、
養
護
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
主
幹
保
育

教
諭
及
び
講
師
を
い
う
。

教
諭
、
指
導
保
育
教
諭
、
主
務
保
育
教
諭
、
保
育
教
諭
、
助
保

育
教
諭
及
び
講
師
を
い
う
。

３
～
５

（
略
）

３
～
５

（
略
）

（
校
長
及
び
教
員
の
給
与
）

（
校
長
及
び
教
員
の
給
与
）

第
十
三
条

公
立
の
小
学
校
等
の
校
長
及
び
教
員
の
給
与
は
、
こ

第
十
三
条

公
立
の
小
学
校
等
の
校
長
及
び
教
員
の
給
与
は
、
こ

れ
ら
の
者
の
職
務
と
責
任
の
特
殊
性
に
基
づ
き
条
例
で
定
め
る

れ
ら
の
者
の
職
務
と
責
任
の
特
殊
性
に
基
づ
き
条
例
で
定
め
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
給
与
の
う
ち
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二

２

前
項
に
規
定
す
る
給
与
の
う
ち
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
支

年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
支

給
す
る
こ
と
が
で
き
る
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
は
、
前
項

給
す
る
こ
と
が
で
き
る
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
は
、
こ
れ

に
規
定
す
る
者
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
を
対
象
と
し
て
、
こ

ら
の
者
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
を
対
象
と
す
る
も
の
と
し
、

れ
ら
の
者
が
分
掌
す
る
校
務
類
型
（
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る

そ
の
内
容
は
、
条
例
で
定
め
る
。

基
準
を
参
酌
し
て
条
例
で
定
め
る
校
務
の
種
類
を
い
う
。
以
下



20

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
応
じ
て
支
給
す
る
も
の
と
し
、

そ
の
額
は
、
校
務
類
型
に
係
る
業
務
の
困
難
性
そ
の
他
の
事
情

を
考
慮
し
て
、
条
例
で
定
め
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
初
任
者
研
修
）

（
初
任
者
研
修
）

第
二
十
三
条

（
略
）

第
二
十
三
条

（
略
）

２

指
導
助
言
者
は
、
初
任
者
研
修
を
受
け
る
者
（
次
項
に
お
い

２

指
導
助
言
者
は
、
初
任
者
研
修
を
受
け
る
者
（
次
項
に
お
い

て
「
初
任
者
」
と
い
う
。
）
の
所
属
す
る
学
校
の
副
校
長
、
教

て
「
初
任
者
」
と
い
う
。
）
の
所
属
す
る
学
校
の
副
校
長
、
教

頭
、
主
幹
教
諭
（
養
護
又
は
栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ

頭
、
主
幹
教
諭
（
養
護
又
は
栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ

ど
る
主
幹
教
諭
を
除
く
。
）
、
指
導
教
諭
、
主
務
教
諭
（
養
護

ど
る
主
幹
教
諭
を
除
く
。
）
、
指
導
教
諭
、
教
諭
、
主
幹
保
育

又
は
栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
主
務
教
諭
を
除
く

教
諭
、
指
導
保
育
教
諭
、
保
育
教
諭
又
は
講
師
の
う
ち
か
ら
、

。
）
、
教
諭
、
主
幹
保
育
教
諭
、
指
導
保
育
教
諭
、
主
務
保
育

指
導
教
員
を
命
じ
る
も
の
と
す
る
。

教
諭
、
保
育
教
諭
又
は
講
師
の
う
ち
か
ら
、
指
導
教
員
を
命
じ

る
も
の
と
す
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
中
堅
教
諭
等
資
質
向
上
研
修
）

（
中
堅
教
諭
等
資
質
向
上
研
修
）

第
二
十
四
条

公
立
の
小
学
校
等
の
中
堅
教
諭
等
（
主
務
教
諭
（

第
二
十
四
条

公
立
の
小
学
校
等
の
教
諭
等
（
臨
時
的
に
任
用
さ

養
護
又
は
栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
主
務
教
諭
を

れ
た
者
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に

除
く
。
）
、
主
務
保
育
教
諭
及
び
教
諭
等
の
う
ち
、
臨
時
的
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
研
修
実
施
者
は
、
当
該
教
諭
等
に
対
し
て

任
用
さ
れ
た
者
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
者
以
外
の
も
の
で
あ

、
個
々
の
能
力
、
適
性
等
に
応
じ
て
、
公
立
の
小
学
校
等
に
お

つ
て
、
公
立
の
小
学
校
等
に
お
け
る
教
育
に
関
し
相
当
の
経
験

け
る
教
育
に
関
し
相
当
の
経
験
を
有
し
、
そ
の
教
育
活
動
そ
の

を
有
す
る
者
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

他
の
学
校
運
営
の
円
滑
か
つ
効
果
的
な
実
施
に
お
い
て
中
核
的

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
研
修
実
施
者
は
、
当
該
中

な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
中
堅
教
諭
等
と
し
て
の

堅
教
諭
等
に
対
し
て
、
個
々
の
能
力
、
適
性
等
に
応
じ
て
、
教

職
務
を
遂
行
す
る
上
で
必
要
と
さ
れ
る
資
質
の
向
上
を
図
る
た

育
活
動
そ
の
他
の
学
校
運
営
の
円
滑
か
つ
効
果
的
な
実
施
に
お

め
に
必
要
な
事
項
に
関
す
る
研
修
（
次
項
に
お
い
て
「
中
堅
教

い
て
中
核
的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
中
堅
教
諭

諭
等
資
質
向
上
研
修
」
と
い
う
。
）
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
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等
と
し
て
の
職
務
を
遂
行
す
る
上
で
必
要
と
さ
れ
る
資
質
の
向

な
い
。

上
を
図
る
た
め
に
必
要
な
事
項
に
関
す
る
研
修
（
次
項
に
お
い

て
「
中
堅
教
諭
等
資
質
向
上
研
修
」
と
い
う
。
）
を
実
施
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
大
学
院
修
学
休
業
の
許
可
及
び
そ
の
要
件
等
）

（
大
学
院
修
学
休
業
の
許
可
及
び
そ
の
要
件
等
）

第
二
十
六
条

公
立
の
小
学
校
等
の
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
主

第
二
十
六
条

公
立
の
小
学
校
等
の
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
教

務
教
諭
、
教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
主
幹
保
育
教
諭
、

諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
主
幹
保
育
教
諭
、
指
導
保
育
教

指
導
保
育
教
諭
、
主
務
保
育
教
諭
、
保
育
教
諭
又
は
講
師
（
以

諭
、
保
育
教
諭
又
は
講
師
（
以
下
「
主
幹
教
諭
等
」
と
い
う
。

下
「
主
幹
教
諭
等
」
と
い
う
。
）
で
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も

）
で
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
は
、
任
命
権
者

該
当
す
る
も
の
は
、
任
命
権
者
（
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
に

（
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
同
号

掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
同
号
に
定
め
る
市
町
村
の
教
育
委
員

に
定
め
る
市
町
村
の
教
育
委
員
会
。
次
項
及
び
第
二
十
八
条
第

会
。
次
項
及
び
第
二
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
許

二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
許
可
を
受
け
て
、
三
年
を
超
え
な

可
を
受
け
て
、
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
年
を
単
位
と
し
て

い
範
囲
内
で
年
を
単
位
と
し
て
定
め
る
期
間
、
大
学
（
短
期
大

定
め
る
期
間
、
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
）
の
大
学
院
の
課

学
を
除
く
。
）
の
大
学
院
の
課
程
若
し
く
は
専
攻
科
の
課
程
又

程
若
し
く
は
専
攻
科
の
課
程
又
は
こ
れ
ら
の
課
程
に
相
当
す
る

は
こ
れ
ら
の
課
程
に
相
当
す
る
外
国
の
大
学
の
課
程
（
次
項
及

外
国
の
大
学
の
課
程
（
次
項
及
び
第
二
十
八
条
第
二
項
に
お
い

び
第
二
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
「
大
学
院
の
課
程
等
」
と
い

て
「
大
学
院
の
課
程
等
」
と
い
う
。
）
に
在
学
し
て
そ
の
課
程

う
。
）
に
在
学
し
て
そ
の
課
程
を
履
修
す
る
た
め
の
休
業
（
以

を
履
修
す
る
た
め
の
休
業
（
以
下
「
大
学
院
修
学
休
業
」
と
い

下
「
大
学
院
修
学
休
業
」
と
い
う
。
）
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

う
。
）
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

。

一

主
幹
教
諭
（
養
護
又
は
栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ

一

主
幹
教
諭
（
養
護
又
は
栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ

ど
る
主
幹
教
諭
を
除
く
。
）
、
指
導
教
諭
、
主
務
教
諭
（
養

ど
る
主
幹
教
諭
を
除
く
。
）
、
指
導
教
諭
、
教
諭
、
主
幹
保

護
又
は
栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
主
務
教
諭
を

育
教
諭
、
指
導
保
育
教
諭
、
保
育
教
諭
又
は
講
師
に
あ
つ
て

除
く
。
）
、
教
諭
、
主
幹
保
育
教
諭
、
指
導
保
育
教
諭
、
主

は
教
育
職
員
免
許
法
に
規
定
す
る
教
諭
の
専
修
免
許
状
、
養

務
保
育
教
諭
、
保
育
教
諭
又
は
講
師
に
あ
つ
て
は
教
育
職
員

護
を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
又
は
養
護
教
諭
に
あ
つ
て
は
同

免
許
法
に
規
定
す
る
教
諭
の
専
修
免
許
状
、
養
護
を
つ
か
さ

法
に
規
定
す
る
養
護
教
諭
の
専
修
免
許
状
、
栄
養
の
指
導
及

ど
る
主
幹
教
諭
若
し
く
は
主
務
教
諭
又
は
養
護
教
諭
に
あ
つ

び
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
又
は
栄
養
教
諭
に
あ
つ
て
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て
は
同
法
に
規
定
す
る
養
護
教
諭
の
専
修
免
許
状
、
栄
養
の

は
同
法
に
規
定
す
る
栄
養
教
諭
の
専
修
免
許
状
の
取
得
を
目

指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
若
し
く
は
主
務
教

的
と
し
て
い
る
こ
と
。

諭
又
は
栄
養
教
諭
に
あ
つ
て
は
同
法
に
規
定
す
る
栄
養
教
諭

の
専
修
免
許
状
の
取
得
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
。

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

附

則

附

則

（
幼
稚
園
等
の
中
堅
教
諭
等
に
対
す
る
中
堅
教
諭
等
資
質
向
上

（
幼
稚
園
等
の
教
諭
等
に
対
す
る
中
堅
教
諭
等
資
質
向
上
研
修

研
修
の
特
例
）

の
特
例
）

第
六
条

指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
設
置
す
る
幼
稚
園
等
の
中

第
六
条

指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
設
置
す
る
幼
稚
園
等
の
教

堅
教
諭
等
（
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
中
堅
教
諭
等
を

諭
等
に
対
す
る
中
堅
教
諭
等
資
質
向
上
研
修
（
第
二
十
四
条
第

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
す
る
中
堅
教
諭

一
項
に
規
定
す
る
中
堅
教
諭
等
資
質
向
上
研
修
を
い
う
。
次
項

等
資
質
向
上
研
修
（
同
項
に
規
定
す
る
中
堅
教
諭
等
資
質
向
上

に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
当
分
の
間
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に

研
修
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
当
分
の
間
、
第

か
か
わ
ら
ず
、
幼
稚
園
及
び
特
別
支
援
学
校
の
幼
稚
部
の
教
諭

二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
幼
稚
園
及
び
特
別

等
に
つ
い
て
は
当
該
市
町
村
を
包
括
す
る
都
道
府
県
の
教
育
委

支
援
学
校
の
幼
稚
部
の
中
堅
教
諭
等
に
つ
い
て
は
当
該
市
町
村

員
会
が
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
教
諭
等
に
つ
い
て
は

を
包
括
す
る
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
が
、
幼
保
連
携
型
認
定

当
該
市
町
村
を
包
括
す
る
都
道
府
県
の
知
事
が
実
施
し
な
け
れ

こ
ど
も
園
の
中
堅
教
諭
等
に
つ
い
て
は
当
該
市
町
村
を
包
括
す

ば
な
ら
な
い
。

る
都
道
府
県
の
知
事
が
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
教
育
委
員
会
及
び
長
は
、
そ
の

２

指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
教
育
委
員
会
及
び
長
は
、
そ
の

所
管
に
属
す
る
幼
稚
園
等
の
中
堅
教
諭
等
に
対
し
て
都
道
府
県

所
管
に
属
す
る
幼
稚
園
等
の
教
諭
等
に
対
し
て
都
道
府
県
の
教

の
教
育
委
員
会
及
び
知
事
が
行
う
中
堅
教
諭
等
資
質
向
上
研
修

育
委
員
会
及
び
知
事
が
行
う
中
堅
教
諭
等
資
質
向
上
研
修
に
協

に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



23

○

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
（
第
五
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
教
育
職
員
」
と
は
、
学
校
（
学

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
教
育
職
員
」
と
は
、
学
校
（
学

校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規

校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規

定
す
る
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
高
等

定
す
る
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
高
等

学
校
、
中
等
教
育
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
（
第
三
項
に
お
い

学
校
、
中
等
教
育
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
（
第
三
項
に
お
い

て
「
第
一
条
学
校
」
と
い
う
。
）
並
び
に
就
学
前
の
子
ど
も
に

て
「
第
一
条
学
校
」
と
い
う
。
）
並
び
に
就
学
前
の
子
ど
も
に

関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法

関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定

律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定

す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
（
以
下
「
幼
保
連
携
型
認
定

す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
（
以
下
「
幼
保
連
携
型
認
定

こ
ど
も
園
」
と
い
う
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
主
幹
教

こ
ど
も
園
」
と
い
う
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
主
幹
教

諭
（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
主
幹
養
護
教
諭
及
び
主
幹

諭
（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
主
幹
養
護
教
諭
及
び
主
幹

栄
養
教
諭
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
指
導
教
諭
、
主
務
教
諭

栄
養
教
諭
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
指
導
教
諭
、
教
諭
、
助

（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
主
務
養
護
教
諭
及
び
主
務
栄

教
諭
、
養
護
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
主
幹
保
育
教

養
教
諭
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
教
諭
、
助
教
諭
、
養
護
教

諭
、
指
導
保
育
教
諭
、
保
育
教
諭
、
助
保
育
教
諭
及
び
講
師
（

諭
、
養
護
助
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
主
幹
保
育
教
諭
、
指
導
保
育

以
下
「
教
員
」
と
い
う
。
）
を
い
う
。

教
諭
、
主
務
保
育
教
諭
、
保
育
教
諭
、
助
保
育
教
諭
及
び
講
師

（
以
下
「
教
員
」
と
い
う
。
）
を
い
う
。

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

（
免
許
）

（
免
許
）

第
三
条

教
育
職
員
は
、
こ
の
法
律
に
よ
り
授
与
す
る
各
相
当
の

第
三
条

教
育
職
員
は
、
こ
の
法
律
に
よ
り
授
与
す
る
各
相
当
の

免
許
状
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

免
許
状
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
主
幹
教
諭
（
養
護
又
は
栄
養

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
主
幹
教
諭
（
養
護
又
は
栄
養
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の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
を
除
く
。
）
、
指

の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
を
除
く
。
）
及
び

導
教
諭
及
び
主
務
教
諭
（
養
護
又
は
栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を

指
導
教
諭
に
つ
い
て
は
各
相
当
学
校
の
教
諭
の
免
許
状
を
有
す

つ
か
さ
ど
る
主
務
教
諭
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
各
相
当
学
校

る
者
を
、
養
護
を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
に
つ
い
て
は
養
護
教

の
教
諭
の
免
許
状
を
有
す
る
者
を
、
養
護
を
つ
か
さ
ど
る
主
幹

諭
の
免
許
状
を
有
す
る
者
を
、
栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か

教
諭
及
び
主
務
教
諭
に
つ
い
て
は
養
護
教
諭
の
免
許
状
を
有
す

さ
ど
る
主
幹
教
諭
に
つ
い
て
は
栄
養
教
諭
の
免
許
状
を
有
す
る

る
者
を
、
栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
及

者
を
、
講
師
に
つ
い
て
は
各
相
当
学
校
の
教
員
の
相
当
免
許
状

び
主
務
教
諭
に
つ
い
て
は
栄
養
教
諭
の
免
許
状
を
有
す
る
者
を

を
有
す
る
者
を
、
そ
れ
ぞ
れ
充
て
る
も
の
と
す
る
。

、
講
師
に
つ
い
て
は
各
相
当
学
校
の
教
員
の
相
当
免
許
状
を
有

す
る
者
を
、
そ
れ
ぞ
れ
充
て
る
も
の
と
す
る
。

３

特
別
支
援
学
校
の
教
員
（
養
護
又
は
栄
養
の
指
導
及
び
管
理

３

特
別
支
援
学
校
の
教
員
（
養
護
又
は
栄
養
の
指
導
及
び
管
理

を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
及
び
主
務
教
諭
、
養
護
教
諭
、
養
護

を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
、
養
護
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、
栄
養

助
教
諭
、
栄
養
教
諭
並
び
に
特
別
支
援
学
校
に
お
い
て
自
立
教

教
諭
並
び
に
特
別
支
援
学
校
に
お
い
て
自
立
教
科
等
の
教
授
を

科
等
の
教
授
を
担
任
す
る
教
員
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
第

担
任
す
る
教
員
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に

一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
支
援
学
校
の
教
員
の
免
許

か
か
わ
ら
ず
、
特
別
支
援
学
校
の
教
員
の
免
許
状
の
ほ
か
、
特

状
の
ほ
か
、
特
別
支
援
学
校
の
各
部
に
相
当
す
る
学
校
の
教
員

別
支
援
学
校
の
各
部
に
相
当
す
る
学
校
の
教
員
の
免
許
状
を
有

の
免
許
状
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

義
務
教
育
学
校
の
教
員
（
養
護
又
は
栄
養
の
指
導
及
び
管
理

４

義
務
教
育
学
校
の
教
員
（
養
護
又
は
栄
養
の
指
導
及
び
管
理

を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
及
び
主
務
教
諭
、
養
護
教
諭
、
養
護

を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
、
養
護
教
諭
、
養
護
助
教
諭
並
び
に

助
教
諭
並
び
に
栄
養
教
諭
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
一
項

栄
養
教
諭
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
小
学
校
の
教
員
の
免
許
状
及
び
中
学

わ
ら
ず
、
小
学
校
の
教
員
の
免
許
状
及
び
中
学
校
の
教
員
の
免

校
の
教
員
の
免
許
状
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

許
状
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

中
等
教
育
学
校
の
教
員
（
養
護
又
は
栄
養
の
指
導
及
び
管
理

５

中
等
教
育
学
校
の
教
員
（
養
護
又
は
栄
養
の
指
導
及
び
管
理

を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
及
び
主
務
教
諭
、
養
護
教
諭
、
養
護

を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
、
養
護
教
諭
、
養
護
助
教
諭
並
び
に

助
教
諭
並
び
に
栄
養
教
諭
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
一
項

栄
養
教
諭
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
中
学
校
の
教
員
の
免
許
状
及
び
高
等

わ
ら
ず
、
中
学
校
の
教
員
の
免
許
状
及
び
高
等
学
校
の
教
員
の

学
校
の
教
員
の
免
許
状
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

免
許
状
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

（
略
）

６

（
略
）
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（
二
種
免
許
状
を
有
す
る
者
の
一
種
免
許
状
の
取
得
に
係
る
努

（
二
種
免
許
状
を
有
す
る
者
の
一
種
免
許
状
の
取
得
に
係
る
努

力
義
務
）

力
義
務
）

第
九
条
の
二

教
育
職
員
で
、
そ
の
有
す
る
相
当
の
免
許
状
（
主

第
九
条
の
二

教
育
職
員
で
、
そ
の
有
す
る
相
当
の
免
許
状
（
主

幹
教
諭
（
養
護
又
は
栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
主

幹
教
諭
（
養
護
又
は
栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
主

幹
教
諭
を
除
く
。
）
、
指
導
教
諭
及
び
主
務
教
諭
（
養
護
又
は

幹
教
諭
を
除
く
。
）
及
び
指
導
教
諭
に
つ
い
て
は
そ
の
有
す
る

栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
主
務
教
諭
を
除
く
。
）

相
当
学
校
の
教
諭
の
免
許
状
、
養
護
を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭

に
つ
い
て
は
そ
の
有
す
る
相
当
学
校
の
教
諭
の
免
許
状
、
養
護

に
つ
い
て
は
そ
の
有
す
る
養
護
教
諭
の
免
許
状
、
栄
養
の
指
導

を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
及
び
主
務
教
諭
に
つ
い
て
は
そ
の
有

及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
に
つ
い
て
は
そ
の
有
す
る

す
る
養
護
教
諭
の
免
許
状
、
栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ

栄
養
教
諭
の
免
許
状
、
講
師
に
つ
い
て
は
そ
の
有
す
る
相
当
学

ど
る
主
幹
教
諭
及
び
主
務
教
諭
に
つ
い
て
は
そ
の
有
す
る
栄
養

校
の
教
員
の
相
当
免
許
状
）
が
二
種
免
許
状
で
あ
る
も
の
は
、

教
諭
の
免
許
状
、
講
師
に
つ
い
て
は
そ
の
有
す
る
相
当
学
校
の

相
当
の
一
種
免
許
状
の
授
与
を
受
け
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば

教
員
の
相
当
免
許
状
）
が
二
種
免
許
状
で
あ
る
も
の
は
、
相
当

な
ら
な
い
。

の
一
種
免
許
状
の
授
与
を
受
け
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
十
六
条
の
五

中
学
校
又
は
高
等
学
校
の
教
諭
の
免
許
状
を
有

第
十
六
条
の
五

中
学
校
又
は
高
等
学
校
の
教
諭
の
免
許
状
を
有

す
る
者
は
、
第
三
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
か
か

す
る
者
は
、
第
三
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
免
許
状
に
係
る
教
科
に
相
当
す
る
教

わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
免
許
状
に
係
る
教
科
に
相
当
す
る
教

科
そ
の
他
教
科
に
関
す
る
事
項
で
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
も

科
そ
の
他
教
科
に
関
す
る
事
項
で
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
も

の
の
教
授
又
は
実
習
を
担
任
す
る
小
学
校
若
し
く
は
義
務
教
育

の
の
教
授
又
は
実
習
を
担
任
す
る
小
学
校
若
し
く
は
義
務
教
育

学
校
の
前
期
課
程
の
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
主
務
教
諭
、
教

学
校
の
前
期
課
程
の
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
教
諭
若
し
く
は

諭
若
し
く
は
講
師
又
は
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
の
主
幹
教
諭

講
師
又
は
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
の
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭

、
指
導
教
諭
、
主
務
教
諭
、
教
諭
若
し
く
は
講
師
と
な
る
こ
と

、
教
諭
若
し
く
は
講
師
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
特

が
で
き
る
。
た
だ
し
、
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
の
主
幹
教
諭

別
支
援
学
校
の
小
学
部
の
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
教
諭
又
は

、
指
導
教
諭
、
主
務
教
諭
、
教
諭
又
は
講
師
と
な
る
場
合
は
、

講
師
と
な
る
場
合
は
、
特
別
支
援
学
校
の
教
員
の
免
許
状
を
有

特
別
支
援
学
校
の
教
員
の
免
許
状
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な

す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。

２

工
芸
、
書
道
、
看
護
、
情
報
、
農
業
、
工
業
、
商
業
、
水
産

２

工
芸
、
書
道
、
看
護
、
情
報
、
農
業
、
工
業
、
商
業
、
水
産
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、
福
祉
若
し
く
は
商
船
又
は
看
護
実
習
、
情
報
実
習
、
農
業
実

、
福
祉
若
し
く
は
商
船
又
は
看
護
実
習
、
情
報
実
習
、
農
業
実

習
、
工
業
実
習
、
商
業
実
習
、
水
産
実
習
、
福
祉
実
習
若
し
く

習
、
工
業
実
習
、
商
業
実
習
、
水
産
実
習
、
福
祉
実
習
若
し
く

は
商
船
実
習
の
教
科
又
は
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
文
部
科
学

は
商
船
実
習
の
教
科
又
は
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
文
部
科
学

省
令
で
定
め
る
教
科
の
領
域
の
一
部
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
高

省
令
で
定
め
る
教
科
の
領
域
の
一
部
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
高

等
学
校
の
教
諭
の
免
許
状
を
有
す
る
者
は
、
第
三
条
第
一
項
か

等
学
校
の
教
諭
の
免
許
状
を
有
す
る
者
は
、
第
三
条
第
一
項
か

ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
免
許

ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
免
許

状
に
係
る
教
科
に
相
当
す
る
教
科
そ
の
他
教
科
に
関
す
る
事
項

状
に
係
る
教
科
に
相
当
す
る
教
科
そ
の
他
教
科
に
関
す
る
事
項

で
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
も
の
の
教
授
又
は
実
習
を
担
任
す

で
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
も
の
の
教
授
又
は
実
習
を
担
任
す

る
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
の
後
期
課
程
若
し
く
は
中
等
教
育

る
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
の
後
期
課
程
若
し
く
は
中
等
教
育

学
校
の
前
期
課
程
の
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
主
務
教
諭
、
教

学
校
の
前
期
課
程
の
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
教
諭
若
し
く
は

諭
若
し
く
は
講
師
又
は
特
別
支
援
学
校
の
中
学
部
の
主
幹
教
諭

講
師
又
は
特
別
支
援
学
校
の
中
学
部
の
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭

、
指
導
教
諭
、
主
務
教
諭
、
教
諭
若
し
く
は
講
師
と
な
る
こ
と

、
教
諭
若
し
く
は
講
師
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
特

が
で
き
る
。
た
だ
し
、
特
別
支
援
学
校
の
中
学
部
の
主
幹
教
諭

別
支
援
学
校
の
中
学
部
の
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
教
諭
又
は

、
指
導
教
諭
、
主
務
教
諭
、
教
諭
又
は
講
師
と
な
る
場
合
は
、

講
師
と
な
る
場
合
は
、
特
別
支
援
学
校
の
教
員
の
免
許
状
を
有

特
別
支
援
学
校
の
教
員
の
免
許
状
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な

す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。

第
十
七
条
の
二

特
別
支
援
学
校
に
お
い
て
自
立
活
動
の
教
授
を

第
十
七
条
の
二

特
別
支
援
学
校
に
お
い
て
自
立
活
動
の
教
授
を

担
任
す
る
た
め
に
必
要
な
第
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
普

担
任
す
る
た
め
に
必
要
な
第
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
普

通
免
許
状
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
別
免
許
状
を
有
す

通
免
許
状
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
別
免
許
状
を
有
す

る
者
は
、
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
四
条
第
二
項

る
者
は
、
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
四
条
第
二
項

及
び
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
学
校
教
育
法
第
八
十
一

及
び
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
学
校
教
育
法
第
八
十
一

条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
特
別
支
援
学
級
に
お
い
て

条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
特
別
支
援
学
級
に
お
い
て

、
こ
れ
ら
の
免
許
状
に
係
る
障
害
の
種
類
に
応
じ
た
自
立
活
動

、
こ
れ
ら
の
免
許
状
に
係
る
障
害
の
種
類
に
応
じ
た
自
立
活
動

の
教
授
を
担
任
す
る
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
主
務
教
諭
、
教

の
教
授
を
担
任
す
る
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
教
諭
又
は
講
師

諭
又
は
講
師
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
七
条
の
三

特
別
支
援
学
校
の
教
諭
の
普
通
免
許
状
の
ほ
か

第
十
七
条
の
三

特
別
支
援
学
校
の
教
諭
の
普
通
免
許
状
の
ほ
か



27

、
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
又
は
高
等
学
校
の
い
ず
れ
か
の

、
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
又
は
高
等
学
校
の
い
ず
れ
か
の

学
校
の
教
諭
の
普
通
免
許
状
を
有
す
る
者
は
、
第
三
条
第
一
項

学
校
の
教
諭
の
普
通
免
許
状
を
有
す
る
者
は
、
第
三
条
第
一
項

か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
支
援
学
校
に

か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
支
援
学
校
に

お
い
て
自
立
教
科
等
以
外
の
教
科
（
幼
稚
部
に
あ
つ
て
は
、
自

お
い
て
自
立
教
科
等
以
外
の
教
科
（
幼
稚
部
に
あ
つ
て
は
、
自

立
教
科
等
以
外
の
事
項
）
の
教
授
又
は
実
習
（
専
ら
知
的
障
害

立
教
科
等
以
外
の
事
項
）
の
教
授
又
は
実
習
（
専
ら
知
的
障
害

者
に
対
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
担
任
す
る
主
幹
教
諭
、
指
導

者
に
対
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
担
任
す
る
主
幹
教
諭
、
指
導

教
諭
、
主
務
教
諭
、
教
諭
又
は
講
師
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

教
諭
、
教
諭
又
は
講
師
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

附

則

２

授
与
権
者
は
、
当
分
の
間
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
の
後

２

授
与
権
者
は
、
当
分
の
間
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
の
後

期
課
程
、
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
若
し
く
は

期
課
程
、
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
若
し
く
は

後
期
課
程
又
は
特
別
支
援
学
校
の
中
学
部
若
し
く
は
高
等
部
に

後
期
課
程
又
は
特
別
支
援
学
校
の
中
学
部
若
し
く
は
高
等
部
に

お
い
て
、
あ
る
教
科
の
教
授
を
担
任
す
べ
き
教
員
を
採
用
す
る

お
い
て
、
あ
る
教
科
の
教
授
を
担
任
す
べ
き
教
員
を
採
用
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
学
校
の
校
長
及
び

こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
学
校
の
校
長
及
び

主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
主
務
教
諭
又
は
教
諭
（
以
下
こ
の
項

主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
又
は
教
諭
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「

に
お
い
て
「
主
幹
教
諭
等
」
と
い
う
。
）
の
申
請
に
よ
り
、
一

主
幹
教
諭
等
」
と
い
う
。
）
の
申
請
に
よ
り
、
一
年
以
内
の
期

年
以
内
の
期
間
を
限
り
、
当
該
教
科
に
つ
い
て
の
免
許
状
を
有

間
を
限
り
、
当
該
教
科
に
つ
い
て
の
免
許
状
を
有
し
な
い
主
幹

し
な
い
主
幹
教
諭
等
が
当
該
教
科
の
教
授
を
担
任
す
る
こ
と
を

教
諭
等
が
当
該
教
科
の
教
授
を
担
任
す
る
こ
と
を
許
可
す
る
こ

許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
許
可
を

と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
許
可
を
得
た
主
幹
教

得
た
主
幹
教
諭
等
は
、
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に

諭
等
は
、
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

か
か
わ
ら
ず
、
当
該
学
校
、
当
該
前
期
課
程
若
し
く
は
後
期
課

、
当
該
学
校
、
当
該
前
期
課
程
若
し
く
は
後
期
課
程
又
は
当
該

程
又
は
当
該
中
学
部
若
し
く
は
高
等
部
に
お
い
て
、
そ
の
許
可

中
学
部
若
し
く
は
高
等
部
に
お
い
て
、
そ
の
許
可
に
係
る
教
科

に
係
る
教
科
の
教
授
を
担
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
教
授
を
担
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

養
護
教
諭
の
免
許
状
を
有
す
る
者
（
三
年
以
上
養
護
を
つ
か

養
護
教
諭
の
免
許
状
を
有
す
る
者
（
三
年
以
上
養
護
を
つ
か

14

14

さ
ど
る
主
幹
教
諭
若
し
く
は
主
務
教
諭
又
は
養
護
教
諭
と
し
て

さ
ど
る
主
幹
教
諭
又
は
養
護
教
諭
と
し
て
勤
務
し
た
こ
と
が
あ

勤
務
し
た
こ
と
が
あ
る
者
に
限
る
。
）
で
養
護
を
つ
か
さ
ど
る

る
者
に
限
る
。
）
で
養
護
を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
又
は
養
護

主
幹
教
諭
若
し
く
は
主
務
教
諭
又
は
養
護
教
諭
と
し
て
勤
務
し

教
諭
と
し
て
勤
務
し
て
い
る
も
の
は
、
当
分
の
間
、
第
三
条
の

て
い
る
も
の
は
、
当
分
の
間
、
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
勤
務
す
る
学
校
（
幼
稚
園
及
び
幼
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、
そ
の
勤
務
す
る
学
校
（
幼
稚
園
及
び
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど

保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
保
健
の
教

も
園
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
保
健
の
教
科
の
領
域
に
係
る
事

科
の
領
域
に
係
る
事
項
（
小
学
校
、
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課

項
（
小
学
校
、
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
又
は
特
別
支
援
学

程
又
は
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
に
あ
つ
て
は
、
体
育
の
教
科

校
の
小
学
部
に
あ
つ
て
は
、
体
育
の
教
科
の
領
域
の
一
部
に
係

の
領
域
の
一
部
に
係
る
事
項
で
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
も
の

る
事
項
で
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
も
の
）
の
教
授
を
担
任
す

）
の
教
授
を
担
任
す
る
教
諭
又
は
講
師
と
な
る
こ
と
が
で
き
る

る
教
諭
又
は
講
師
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

。

幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
又
は
高
等
学
校
の
教
諭
の
免
許

幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
又
は
高
等
学
校
の
教
諭
の
免
許

15

15

状
を
有
す
る
者
は
、
当
分
の
間
、
第
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項

状
を
有
す
る
者
は
、
当
分
の
間
、
第
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項

ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
支
援
学
校
の
相
当
す
る
各

ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
支
援
学
校
の
相
当
す
る
各

部
の
主
幹
教
諭
（
養
護
又
は
栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ

部
の
主
幹
教
諭
（
養
護
又
は
栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ

ど
る
主
幹
教
諭
を
除
く
。
）
、
指
導
教
諭
、
主
務
教
諭
（
養
護

ど
る
主
幹
教
諭
を
除
く
。
）
、
指
導
教
諭
、
教
諭
又
は
講
師
と

又
は
栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
主
務
教
諭
を
除
く

な
る
こ
と
が
で
き
る
。

。
）
、
教
諭
又
は
講
師
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

中
学
校
の
教
諭
の
免
許
状
又
は
高
等
学
校
の
教
諭
の
免
許
状

中
学
校
の
教
諭
の
免
許
状
又
は
高
等
学
校
の
教
諭
の
免
許
状

16

16

を
有
す
る
者
は
、
当
分
の
間
、
第
三
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び

を
有
す
る
者
は
、
当
分
の
間
、
第
三
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び

第
五
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
中
等
教
育
学
校
の

第
五
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
中
等
教
育
学
校
の

前
期
課
程
又
は
後
期
課
程
の
主
幹
教
諭
（
養
護
又
は
栄
養
の
指

前
期
課
程
又
は
後
期
課
程
の
主
幹
教
諭
（
養
護
又
は
栄
養
の
指

導
及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
を
除
く
。
）
、
指
導
教

導
及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
を
除
く
。
）
、
指
導
教

諭
、
主
務
教
諭
（
養
護
又
は
栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ

諭
、
教
諭
又
は
講
師
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

ど
る
主
務
教
諭
を
除
く
。
）
、
教
諭
又
は
講
師
と
な
る
こ
と
が

で
き
る
。

次
の
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
基
礎
資
格
を
有
す
る
者
（
学
校

次
の
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
基
礎
資
格
を
有
す
る
者
（
学
校

17

17

給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
第
七
条
に
規
定

給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
第
七
条
に
規
定

す
る
職
員
そ
の
他
の
学
校
給
食
の
栄
養
に
関
す
る
専
門
的
事
項

す
る
職
員
そ
の
他
の
学
校
給
食
の
栄
養
に
関
す
る
専
門
的
事
項

を
つ
か
さ
ど
る
職
員
の
う
ち
栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ

を
つ
か
さ
ど
る
職
員
の
う
ち
栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ

ど
る
主
幹
教
諭
及
び
主
務
教
諭
並
び
に
栄
養
教
諭
以
外
の
者
並

ど
る
主
幹
教
諭
並
び
に
栄
養
教
諭
以
外
の
者
並
び
に
教
育
委
員

び
に
教
育
委
員
会
の
事
務
局
に
お
い
て
学
校
給
食
の
適
切
な
実

会
の
事
務
局
に
お
い
て
学
校
給
食
の
適
切
な
実
施
に
係
る
指
導

施
に
係
る
指
導
を
担
当
す
る
者
に
限
る
。
）
に
対
し
て
教
育
職

を
担
当
す
る
者
に
限
る
。
）
に
対
し
て
教
育
職
員
検
定
に
よ
り
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員
検
定
に
よ
り
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
栄
養
教
諭
の
一
種

次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
栄
養
教
諭
の
一
種
免
許
状
又
は
二

免
許
状
又
は
二
種
免
許
状
を
授
与
す
る
場
合
に
お
け
る
学
力
及

種
免
許
状
を
授
与
す
る
場
合
に
お
け
る
学
力
及
び
実
務
の
検
定

び
実
務
の
検
定
は
、
当
分
の
間
、
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
か

は
、
当
分
の
間
、
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次

か
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
第
三
欄
及
び
第
四
欄
の
定
め
る
と
こ
ろ

の
表
の
第
三
欄
及
び
第
四
欄
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

に
よ
る
。

（
表
略
）

（
表
略
）

小
学
校
の
教
諭
の
免
許
状
又
は
中
学
校
の
教
諭
の
免
許
状
を

小
学
校
の
教
諭
の
免
許
状
又
は
中
学
校
の
教
諭
の
免
許
状
を

19

19

有
す
る
者
は
、
当
分
の
間
、
第
三
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第

有
す
る
者
は
、
当
分
の
間
、
第
三
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第

四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
義
務
教
育
学
校
の
前

四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
義
務
教
育
学
校
の
前

期
課
程
又
は
後
期
課
程
の
主
幹
教
諭
（
養
護
又
は
栄
養
の
指
導

期
課
程
又
は
後
期
課
程
の
主
幹
教
諭
（
養
護
又
は
栄
養
の
指
導

及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
を
除
く
。
）
、
指
導
教
諭

及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
を
除
く
。
）
、
指
導
教
諭

、
主
務
教
諭
（
養
護
又
は
栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど

、
教
諭
又
は
講
師
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
主
務
教
諭
を
除
く
。
）
、
教
諭
又
は
講
師
と
な
る
こ
と
が
で

き
る
。

別
表
第
三
（
第
六
条
関
係
）

別
表
第
三
（
第
六
条
関
係
）

第
一
欄

第
二
欄

第
三
欄

第
四
欄

第
一
欄

第
二
欄

第
三
欄

第
四
欄

（
略
）

（
略
）

第
二
欄
に
定
め
る
各
免
許

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
欄
に
定
め
る
各
免
許

（
略
）

状
を
取
得
し
た
後
、
第
一

状
を
取
得
し
た
後
、
第
一

欄
に
掲
げ
る
教
員
又
は
当

欄
に
掲
げ
る
教
員
又
は
当

該
学
校
の
主
幹
教
諭
（
養

該
学
校
の
主
幹
教
諭
（
養

護
又
は
栄
養
の
指
導
及
び

護
又
は
栄
養
の
指
導
及
び

管
理
を
つ
か
さ
ど
る
主
幹

管
理
を
つ
か
さ
ど
る
主
幹

教
諭
を
除
く
。
）
、
指
導

教
諭
を
除
く
。
）
、
指
導

教
諭
、
主
務
教
諭
（
養
護

教
諭
若
し
く
は
講
師
（
こ

又
は
栄
養
の
指
導
及
び
管

れ
ら
に
相
当
す
る
義
務
教
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理
を
つ
か
さ
ど
る
主
務
教

育
学
校
の
前
期
課
程
又
は

諭
を
除
く
。
）
若
し
く
は

後
期
課
程
、
中
等
教
育
学

講
師
（
こ
れ
ら
に
相
当
す

校
の
前
期
課
程
又
は
後
期

る
義
務
教
育
学
校
の
前
期

課
程
及
び
特
別
支
援
学
校

課
程
又
は
後
期
課
程
、
中

の
各
部
の
教
員
を
含
み
、

等
教
育
学
校
の
前
期
課
程

幼
稚
園
教
諭
の
専
修
免
許

又
は
後
期
課
程
及
び
特
別

状
、
一
種
免
許
状
又
は
二

支
援
学
校
の
各
部
の
教
員

種
免
許
状
の
授
与
を
受
け

を
含
み
、
幼
稚
園
教
諭
の

よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ

専
修
免
許
状
、
一
種
免
許

て
は
、
幼
保
連
携
型
認
定

状
又
は
二
種
免
許
状
の
授

こ
ど
も
園
の
主
幹
保
育
教

与
を
受
け
よ
う
と
す
る
場

諭
、
指
導
保
育
教
諭
、
保

合
に
あ
つ
て
は
、
幼
保
連

育
教
諭
又
は
講
師
を
含
む

携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
主

。
）
と
し
て
良
好
な
成
績

幹
保
育
教
諭
、
指
導
保
育

で
勤
務
し
た
旨
の
実
務
証

教
諭
、
主
務
保
育
教
諭
、

明
責
任
者
の
証
明
を
有
す

保
育
教
諭
又
は
講
師
を
含

る
こ
と
を
必
要
と
す
る
最

む
。
）
と
し
て
良
好
な
成

低
在
職
年
数

績
で
勤
務
し
た
旨
の
実
務

証
明
責
任
者
の
証
明
を
有

す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る

最
低
在
職
年
数

（
略
）

（
略
）

備
考

（
略
）

備
考

（
略
）
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別
表
第
六
（
第
六
条
関
係
）

別
表
第
六
（
第
六
条
関
係
）

第
一
欄

第
二
欄

第
三
欄

第
四
欄

第
一
欄

第
二
欄

第
三
欄

第
四
欄

（
略
）

（
略
）

第
二
欄
に
定
め
る
各
免
許

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
欄
に
定
め
る
各
免
許

（
略
）

状
を
取
得
し
た
後
、
養
護

状
を
取
得
し
た
後
、
養
護

を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭

を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭

若
し
く
は
主
務
教
諭
、
養

、
養
護
教
諭
又
は
養
護
助

護
教
諭
又
は
養
護
助
教
諭

教
諭
と
し
て
良
好
な
成
績

と
し
て
良
好
な
成
績
で
勤

で
勤
務
し
た
旨
の
実
務
証

務
し
た
旨
の
実
務
証
明
責

明
責
任
者
の
証
明
を
有
す

任
者
の
証
明
を
有
す
る
こ

る
こ
と
を
必
要
と
す
る
最

と
を
必
要
と
す
る
最
低
在

低
在
職
年
数

職
年
数

（
略
）

（
略
）

備
考

備
考

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

第
三
欄
の
「
養
護
を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
若
し

四

第
三
欄
の
「
養
護
を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
、
養

く
は
主
務
教
諭
、
養
護
教
諭
又
は
養
護
助
教
諭
」
に

護
教
諭
又
は
養
護
助
教
諭
」
に
は
、
当
分
の
間
、
学

は
、
当
分
の
間
、
学
校
に
お
い
て
幼
児
、
児
童
又
は

校
に
お
い
て
幼
児
、
児
童
又
は
生
徒
の
養
護
に
従
事

生
徒
の
養
護
に
従
事
す
る
職
員
で
文
部
科
学
省
令
で

す
る
職
員
で
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
も
の
を
含
む

定
め
る
も
の
を
含
む
も
の
と
し
、
そ
の
者
に
つ
い
て

も
の
と
し
、
そ
の
者
に
つ
い
て
の
同
欄
の
実
務
証
明

の
同
欄
の
実
務
証
明
責
任
者
に
つ
い
て
は
、
文
部
科

責
任
者
に
つ
い
て
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
。

学
省
令
で
定
め
る
。
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別
表
第
六
の
二
（
第
六
条
関
係
）

別
表
第
六
の
二
（
第
六
条
関
係
）

第
一
欄

第
二
欄

第
三
欄

第
四
欄

第
一
欄

第
二
欄

第
三
欄

第
四
欄

（
略
）

（
略
）

第
二
欄
に
定
め
る
各
免
許

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
欄
に
定
め
る
各
免
許

（
略
）

状
を
取
得
し
た
後
、
栄
養

状
を
取
得
し
た
後
、
栄
養

の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か

の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か

さ
ど
る
主
幹
教
諭
若
し
く

さ
ど
る
主
幹
教
諭
又
は
栄

は
主
務
教
諭
又
は
栄
養
教

養
教
諭
と
し
て
良
好
な
勤

諭
と
し
て
良
好
な
勤
務
成

務
成
績
で
勤
務
し
た
旨
の

績
で
勤
務
し
た
旨
の
実
務

実
務
証
明
責
任
者
の
証
明

証
明
責
任
者
の
証
明
を
有

を
有
す
る
こ
と
を
必
要
と

す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る

す
る
最
低
在
職
年
数

最
低
在
職
年
数

（
略
）

（
略
）

備
考

（
略
）

備
考

（
略
）

別
表
第
八
（
第
六
条
関
係
）

別
表
第
八
（
第
六
条
関
係
）

第
一
欄

第
二
欄

第
三
欄

第
四
欄

第
一
欄

第
二
欄

第
三
欄

第
四
欄

（
略
）

（
略
）

第
二
欄
に
定
め
る
各
免
許

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
欄
に
定
め
る
各
免
許

（
略
）

状
を
取
得
し
た
後
、
当
該

状
を
取
得
し
た
後
、
当
該

免
許
状
又
は
第
一
欄
に
定

免
許
状
又
は
第
一
欄
に
定

め
る
免
許
状
に
係
る
学
校

め
る
免
許
状
に
係
る
学
校
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（
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
義

（
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
義

務
教
育
学
校
の
前
期
課
程

務
教
育
学
校
の
前
期
課
程

又
は
後
期
課
程
、
中
等
教

又
は
後
期
課
程
、
中
等
教

育
学
校
の
前
期
課
程
又
は

育
学
校
の
前
期
課
程
又
は

後
期
課
程
及
び
特
別
支
援

後
期
課
程
及
び
特
別
支
援

学
校
の
各
部
を
含
み
、
幼

学
校
の
各
部
を
含
み
、
幼

稚
園
に
は
幼
保
連
携
型
認

稚
園
に
は
幼
保
連
携
型
認

定
こ
ど
も
園
を
含
む
。
）

定
こ
ど
も
園
を
含
む
。
）

に
お
け
る
主
幹
教
諭
等
（

に
お
け
る
主
幹
教
諭
等
（

主
幹
教
諭
（
養
護
又
は
栄

主
幹
教
諭
（
養
護
又
は
栄

養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ

養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ

か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
を
除

か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
を
除

く
。
）
、
指
導
教
諭
、
主

く
。
）
、
指
導
教
諭
、
教

務
教
諭
（
養
護
又
は
栄
養

諭
、
主
幹
保
育
教
諭
、
指

の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か

導
保
育
教
諭
、
保
育
教
諭

さ
ど
る
主
務
教
諭
を
除
く

又
は
講
師
を
い
う
。
）
と

。
）
、
教
諭
、
主
幹
保
育

し
て
良
好
な
勤
務
成
績
で

教
諭
、
指
導
保
育
教
諭
、

勤
務
し
た
旨
の
実
務
証
明

主
務
保
育
教
諭
、
保
育
教

責
任
者
の
証
明
を
有
す
る

諭
又
は
講
師
を
い
う
。
）

こ
と
を
必
要
と
す
る
最
低

と
し
て
良
好
な
勤
務
成
績

在
職
年
数

で
勤
務
し
た
旨
の
実
務
証

明
責
任
者
の
証
明
を
有
す

る
こ
と
を
必
要
と
す
る
最

低
在
職
年
数

（
略
）

（
略
）
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備
考

（
略
）

備
考

（
略
）
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○

学
校
図
書
館
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
（
第
六
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
司
書
教
諭
）

（
司
書
教
諭
）

第
五
条

学
校
に
は
、
学
校
図
書
館
の
専
門
的
職
務
を
つ
か
さ
ど

第
五
条

学
校
に
は
、
学
校
図
書
館
の
専
門
的
職
務
を
掌
ら
せ
る

ら
せ
る
た
め
、
司
書
教
諭
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
め
、
司
書
教
諭
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
司
書
教
諭
は
、
主
幹
教
諭
（
養
護
又
は
栄
養
の
指
導

２

前
項
の
司
書
教
諭
は
、
主
幹
教
諭
（
養
護
又
は
栄
養
の
指
導

及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
を
除
く
。
）
、
指
導
教
諭

及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
を
除
く
。
）
、
指
導
教
諭

、
主
務
教
諭
（
養
護
又
は
栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど

又
は
教
諭
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
主
幹
教
諭
等
」
と
い
う

る
主
務
教
諭
を
除
く
。
）
又
は
教
諭
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

。
）
を
も
つ
て
充
て
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
主
幹
教

「
主
幹
教
諭
等
」
と
い
う
。
）
を
も
つ
て
充
て
る
。
こ
の
場
合

諭
等
は
、
司
書
教
諭
の
講
習
を
修
了
し
た
者
で
な
け
れ
ば
な
ら

に
お
い
て
、
当
該
主
幹
教
諭
等
は
、
司
書
教
諭
の
講
習
を
修
了

な
い
。

し
た
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）
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○

高
等
学
校
の
定
時
制
教
育
及
び
通
信
教
育
振
興
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
（
第
七
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
公
立
の
高
等
学
校
の
教
員
等
の
定
時
制
通
信
教
育
手
当
）

（
公
立
の
高
等
学
校
の
教
員
等
の
定
時
制
通
信
教
育
手
当
）

第
五
条

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第

第
五
条

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第

二
百
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
定

二
百
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
定

時
制
通
信
教
育
手
当
は
、
公
立
の
高
等
学
校
の
校
長
、
副
校
長

時
制
通
信
教
育
手
当
は
、
公
立
の
高
等
学
校
の
校
長
、
副
校
長

、
教
頭
、
主
幹
教
諭
（
栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど
る

、
教
頭
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
教
員
（
教
諭
、
養
護
教
諭

も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
指
導
教
諭

、
助
教
諭
、
養
護
助
教
諭
及
び
講
師
（
常
時
勤
務
の
者
並
び
に

、
主
務
教
諭
（
栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
も
の
を

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第

除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
教
員
（
教
諭
、
養

二
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め

護
教
諭
、
助
教
諭
、
養
護
助
教
諭
及
び
講
師
（
常
時
勤
務
の
者

る
者
及
び
同
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者

並
び
に
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一

に
限
る
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び

号
）
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職

実
習
助
手
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
を
対
象
と
す
る
も
の
と
し
、

を
占
め
る
者
及
び
同
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲

そ
の
内
容
は
、
条
例
で
定
め
る
。

げ
る
者
に
限
る
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。

）
及
び
実
習
助
手
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
を
対
象
と
す
る
も
の

と
し
、
そ
の
内
容
は
、
条
例
で
定
め
る
。

一

公
立
の
高
等
学
校
で
、
定
時
制
の
課
程
又
は
通
信
制
の
課

一

公
立
の
高
等
学
校
で
、
定
時
制
の
課
程
又
は
通
信
制
の
課

程
を
置
く
も
の
の
校
長
（
本
務
と
し
て
当
該
高
等
学
校
の
校

程
を
置
く
も
の
の
校
長
（
本
務
と
し
て
当
該
高
等
学
校
の
校

長
（
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
に
あ
つ
て
は
、
当
該
課
程

長
（
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
に
あ
つ
て
は
、
当
該
課
程

の
属
す
る
中
等
教
育
学
校
の
校
長
と
す
る
。
）
の
職
に
あ
る

の
属
す
る
中
等
教
育
学
校
の
校
長
と
す
る
。
）
の
職
に
あ
る

者
に
限
る
。
）
、
副
校
長
（
本
務
と
し
て
定
時
制
の
課
程
又

者
に
限
る
。
）
、
副
校
長
（
本
務
と
し
て
定
時
制
の
課
程
又

は
通
信
制
の
課
程
に
関
す
る
校
務
を
つ
か
さ
ど
る
者
に
限
る

は
通
信
制
の
課
程
に
関
す
る
校
務
を
つ
か
さ
ど
る
者
に
限
る

。
）
、
教
頭
（
定
時
制
の
課
程
又
は
通
信
制
の
課
程
に
関
す

。
）
、
教
頭
（
定
時
制
の
課
程
又
は
通
信
制
の
課
程
に
関
す

る
校
務
を
整
理
す
る
者
に
限
る
。
）
、
主
幹
教
諭
（
本
務
と

る
校
務
を
整
理
す
る
者
に
限
る
。
）
、
主
幹
教
諭
（
本
務
と
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し
て
定
時
制
の
課
程
若
し
く
は
通
信
制
の
課
程
に
関
す
る
校

し
て
定
時
制
の
課
程
若
し
く
は
通
信
制
の
課
程
に
関
す
る
校

務
の
一
部
を
整
理
す
る
者
又
は
本
務
と
し
て
定
時
制
教
育
若

務
の
一
部
を
整
理
す
る
者
又
は
本
務
と
し
て
定
時
制
教
育
若

し
く
は
通
信
教
育
に
従
事
す
る
者
に
限
る
。
）
、
指
導
教
諭

し
く
は
通
信
教
育
に
従
事
す
る
者
に
限
る
。
）
、
指
導
教
諭

（
本
務
と
し
て
定
時
制
教
育
又
は
通
信
教
育
に
従
事
す
る
者

（
本
務
と
し
て
定
時
制
教
育
又
は
通
信
教
育
に
従
事
す
る
者

に
限
る
。
）
、
主
務
教
諭
（
本
務
と
し
て
定
時
制
教
育
又
は

に
限
る
。
）
及
び
教
員
（
本
務
と
し
て
定
時
制
教
育
又
は
通

通
信
教
育
に
従
事
す
る
者
に
限
る
。
）
及
び
教
員
（
本
務
と

信
教
育
に
従
事
す
る
者
に
限
る
。
）

し
て
定
時
制
教
育
又
は
通
信
教
育
に
従
事
す
る
者
に
限
る
。

）
二

（
略
）

二

（
略
）
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○

義
務
教
育
諸
学
校
に
お
け
る
教
育
の
政
治
的
中
立
の
確
保
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
五
十
七
号
）
（
第
八

条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
教
育
職
員
」
と
は
、
校
長
、
副
校
長

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
教
育
職
員
」
と
は
、
校
長
、
副
校
長

若
し
く
は
教
頭
（
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
又
は
特
別
支
援

若
し
く
は
教
頭
（
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
又
は
特
別
支
援

学
校
の
小
学
部
若
し
く
は
中
学
部
に
あ
つ
て
は
、
当
該
課
程
の

学
校
の
小
学
部
若
し
く
は
中
学
部
に
あ
つ
て
は
、
当
該
課
程
の

属
す
る
中
等
教
育
学
校
又
は
当
該
部
の
属
す
る
特
別
支
援
学
校

属
す
る
中
等
教
育
学
校
又
は
当
該
部
の
属
す
る
特
別
支
援
学
校

の
校
長
、
副
校
長
又
は
教
頭
と
す
る
。
）
又
は
主
幹
教
諭
、
指

の
校
長
、
副
校
長
又
は
教
頭
と
す
る
。
）
又
は
主
幹
教
諭
、
指

導
教
諭
、
主
務
教
諭
、
教
諭
、
助
教
諭
若
し
く
は
講
師
を
い
う

導
教
諭
、
教
諭
、
助
教
諭
若
し
く
は
講
師
を
い
う
。

。
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○

農
業
、
水
産
、
工
業
又
は
商
船
に
係
る
産
業
教
育
に
従
事
す
る
公
立
の
高
等
学
校
の
教
員
及
び
実
習
助
手
に
対
す
る
産
業
教
育
手
当

の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
（
第
八
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
教
員
」
と
は
、
副
校
長
、
教
頭

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
教
員
」
と
は
、
副
校
長
、
教
頭

、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
主
務
教
諭
、
教
諭
、
助
教
諭
又
は

、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
教
諭
、
助
教
諭
又
は
講
師
（
常
時

講
師
（
常
時
勤
務
の
者
並
び
に
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五

勤
務
の
者
並
び
に
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二

年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定

百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間

す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
者
及
び
同
法
第
二
十
二
条
の

勤
務
の
職
を
占
め
る
者
及
び
同
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第

二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
限
る
。
）
を
い
う
。

二
号
に
掲
げ
る
者
に
限
る
。
）
を
い
う
。

（
公
立
の
高
等
学
校
の
教
員
及
び
実
習
助
手
の
産
業
教
育
手
当

（
公
立
の
高
等
学
校
の
教
員
及
び
実
習
助
手
の
産
業
教
育
手
当

）

）

第
三
条

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第

第
三
条

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第

二
百
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
産

二
百
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
産

業
教
育
手
当
は
、
公
立
の
高
等
学
校
の
教
員
及
び
実
習
助
手
の

業
教
育
手
当
は
、
公
立
の
高
等
学
校
の
教
員
及
び
実
習
助
手
の

う
ち
次
に
掲
げ
る
者
を
対
象
と
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
内
容
は

う
ち
次
に
掲
げ
る
者
を
対
象
と
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
内
容
は

、
条
例
で
定
め
る
。

、
条
例
で
定
め
る
。

一

農
業
、
水
産
、
工
業
、
電
波
又
は
商
船
に
関
す
る
課
程
を

一

農
業
、
水
産
、
工
業
、
電
波
又
は
商
船
に
関
す
る
課
程
を

置
く
公
立
の
高
等
学
校
の
教
員
の
う
ち
高
等
学
校
の
農
業
若

置
く
公
立
の
高
等
学
校
の
教
員
の
う
ち
高
等
学
校
の
農
業
若

し
く
は
農
業
実
習
、
水
産
若
し
く
は
水
産
実
習
、
工
業
若
し

し
く
は
農
業
実
習
、
水
産
若
し
く
は
水
産
実
習
、
工
業
若
し

く
は
工
業
実
習
又
は
商
船
若
し
く
は
商
船
実
習
の
教
諭
又
は

く
は
工
業
実
習
又
は
商
船
若
し
く
は
商
船
実
習
の
教
諭
又
は

助
教
諭
の
免
許
状
を
有
す
る
者
（
教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和

助
教
諭
の
免
許
状
を
有
す
る
者
（
教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和

二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ

二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
高
等
学
校
の
農
業
、
農
業
実
習
、
水
産
、
水
産
実
習
、
工

り
高
等
学
校
の
農
業
、
農
業
実
習
、
水
産
、
水
産
実
習
、
工
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業
、
工
業
実
習
、
商
船
又
は
商
船
実
習
を
担
任
す
る
主
幹
教

業
、
工
業
実
習
、
商
船
又
は
商
船
実
習
を
担
任
す
る
主
幹
教

諭
、
指
導
教
諭
、
主
務
教
諭
又
は
教
諭
の
職
に
あ
る
こ
と
が

諭
、
指
導
教
諭
又
は
教
諭
の
職
に
あ
る
こ
と
が
で
き
る
者
を

で
き
る
者
を
含
む
。
）
で
あ
つ
て
、
当
該
農
業
、
水
産
、
工

含
む
。
）
で
あ
つ
て
、
当
該
農
業
、
水
産
、
工
業
、
電
波
又

業
、
電
波
又
は
商
船
に
関
す
る
課
程
に
お
い
て
実
習
を
伴
う

は
商
船
に
関
す
る
課
程
に
お
い
て
実
習
を
伴
う
農
業
、
水
産

農
業
、
水
産
、
工
業
、
電
波
又
は
商
船
に
関
す
る
科
目
を
主

、
工
業
、
電
波
又
は
商
船
に
関
す
る
科
目
を
主
と
し
て
担
任

と
し
て
担
任
す
る
も
の

す
る
も
の

二

（
略
）

二

（
略
）
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○

女
子
教
職
員
の
出
産
に
際
し
て
の
補
助
教
職
員
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
（
第
九
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
教
職
員
」
と
は
、
校
長
（
園
長
を
含

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
教
職
員
」
と
は
、
校
長
（
園
長
を
含

む
。
以
下
同
じ
。
）
、
副
校
長
（
副
園
長
を
含
む
。
）
、
教
頭

む
。
以
下
同
じ
。
）
、
副
校
長
（
副
園
長
を
含
む
。
）
、
教
頭

、
主
幹
教
諭
（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
主
幹
養
護
教
諭

、
主
幹
教
諭
（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
主
幹
養
護
教
諭

及
び
主
幹
栄
養
教
諭
を
含
む
。
）
、
指
導
教
諭
、
主
務
教
諭
（

及
び
主
幹
栄
養
教
諭
を
含
む
。
）
、
指
導
教
諭
、
教
諭
、
養
護

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
主
務
養
護
教
諭
及
び
主
務
栄
養

教
諭
、
栄
養
教
諭
、
主
幹
保
育
教
諭
、
指
導
保
育
教
諭
、
保
育

教
諭
を
含
む
。
）
、
教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
主
幹
保

教
諭
、
助
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、
助
保
育
教
諭
、
講
師
（
常
時

育
教
諭
、
指
導
保
育
教
諭
、
主
務
保
育
教
諭
、
保
育
教
諭
、
助

勤
務
の
者
及
び
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百

教
諭
、
養
護
助
教
諭
、
助
保
育
教
諭
、
講
師
（
常
時
勤
務
の
者

六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤

及
び
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号

務
の
職
を
占
め
る
者
に
限
る
。
）
、
実
習
助
手
、
寄
宿
舎
指
導

）
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を

員
、
学
校
栄
養
職
員
（
学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第

占
め
る
者
に
限
る
。
）
、
実
習
助
手
、
寄
宿
舎
指
導
員
、
学
校

百
六
十
号
）
第
七
条
に
規
定
す
る
職
員
の
う
ち
栄
養
の
指
導
及

栄
養
職
員
（
学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号

び
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
並
び
に
栄
養
教
諭
以
外
の
者

）
第
七
条
に
規
定
す
る
職
員
の
う
ち
栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
事
務
職
員
を
い
う
。

つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
及
び
主
務
教
諭
並
び
に
栄
養
教
諭
以
外

の
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
事
務
職
員
を
い
う
。
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○

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
（
第
十
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
三
節

共
同
学
校
事
務
室

第
三
節

共
同
学
校
事
務
室

第
四
十
七
条
の
四

教
育
委
員
会
は
、
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め

第
四
十
七
条
の
四

教
育
委
員
会
は
、
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
所
管
に
属
す
る
学
校
の
う
ち
そ
の
指

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
所
管
に
属
す
る
学
校
の
う
ち
そ
の
指

定
す
る
二
以
上
の
学
校
に
係
る
事
務
（
学
校
教
育
法
第
三
十
七

定
す
る
二
以
上
の
学
校
に
係
る
事
務
（
学
校
教
育
法
第
三
十
七

条
第
十
五
項
（
同
法
第
二
十
八
条
、
第
四
十
九
条
、
第
四
十
九

条
第
十
四
項
（
同
法
第
二
十
八
条
、
第
四
十
九
条
、
第
四
十
九

条
の
八
、
第
六
十
二
条
、
第
七
十
条
第
一
項
及
び
第
八
十
二
条

条
の
八
、
第
六
十
二
条
、
第
七
十
条
第
一
項
及
び
第
八
十
二
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
事
務
職

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
事
務
職

員
が
つ
か
さ
ど
る
事
務
そ
の
他
の
事
務
で
あ
つ
て
共
同
処
理
す

員
が
つ
か
さ
ど
る
事
務
そ
の
他
の
事
務
で
あ
つ
て
共
同
処
理
す

る
こ
と
が
当
該
事
務
の
効
果
的
な
処
理
に
資
す
る
も
の
と
し
て

る
こ
と
が
当
該
事
務
の
効
果
的
な
処
理
に
資
す
る
も
の
と
し
て

政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
を
当
該
学
校
の
事
務
職
員
が

政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
を
当
該
学
校
の
事
務
職
員
が

共
同
処
理
す
る
た
め
の
組
織
と
し
て
、
当
該
指
定
す
る
二
以
上

共
同
処
理
す
る
た
め
の
組
織
と
し
て
、
当
該
指
定
す
る
二
以
上

の
学
校
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
の
学
校
に
、
共
同
学
校
事
務
室
を

の
学
校
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
の
学
校
に
、
共
同
学
校
事
務
室
を

置
く
こ
と
が
で
き
る
。

置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

第
四
節

学
校
運
営
協
議
会

第
四
節

学
校
運
営
協
議
会

第
四
十
七
条
の
五

（
略
）

第
四
十
七
条
の
五

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

対
象
学
校
の
校
長
は
、
当
該
対
象
学
校
の
運
営
に
関
し
て
、

４

対
象
学
校
の
校
長
は
、
当
該
対
象
学
校
の
運
営
に
関
し
て
、

教
育
課
程
の
編
成
、
当
該
対
象
学
校
に
お
け
る
公
立
の
義
務
教

教
育
課
程
の
編
成
そ
の
他
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
に

育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（

つ
い
て
基
本
的
な
方
針
を
作
成
し
、
当
該
対
象
学
校
の
学
校
運

昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す

営
協
議
会
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
業
務
量
管
理
・
健
康
確
保
措
置
の
実
施
そ
の
他
教
育
委
員
会
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規
則
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
基
本
的
な
方
針
を
作
成
し
、
当

該
対
象
学
校
の
学
校
運
営
協
議
会
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

５
～

（
略
）

５
～

（
略
）

10

10
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○

公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
十
六
号
）
（
第
十
一
条

関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
教
職
員
」
と
は
、
校
長
、
副
校
長
及

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
教
職
員
」
と
は
、
校
長
、
副
校
長
及

び
教
頭
（
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
に
あ
つ
て
は
、
当
該
課

び
教
頭
（
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
に
あ
つ
て
は
、
当
該
課

程
の
属
す
る
中
等
教
育
学
校
の
校
長
、
副
校
長
及
び
教
頭
と
し

程
の
属
す
る
中
等
教
育
学
校
の
校
長
、
副
校
長
及
び
教
頭
と
し

、
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
又
は
中
学
部
に
あ
つ
て
は
、
当
該

、
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
又
は
中
学
部
に
あ
つ
て
は
、
当
該

部
の
属
す
る
特
別
支
援
学
校
の
校
長
、
副
校
長
及
び
教
頭
と
す

部
の
属
す
る
特
別
支
援
学
校
の
校
長
、
副
校
長
及
び
教
頭
と
す

る
。
）
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
主
務
教
諭
、
教
諭
、
養
護

る
。
）
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養

教
諭
、
栄
養
教
諭
、
助
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、
講
師
、
寄
宿
舎

教
諭
、
助
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、
講
師
、
寄
宿
舎
指
導
員
、
学

指
導
員
、
学
校
栄
養
職
員
（
学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法

校
栄
養
職
員
（
学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十

律
第
百
六
十
号
）
第
七
条
に
規
定
す
る
職
員
の
う
ち
栄
養
の
指

号
）
第
七
条
に
規
定
す
る
職
員
の
う
ち
栄
養
の
指
導
及
び
管
理

導
及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
及
び
主
務
教
諭
並
び
に

を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
並
び
に
栄
養
教
諭
以
外
の
者
を
い
う

栄
養
教
諭
以
外
の
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
事
務
職

。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
事
務
職
員
（
そ
れ
ぞ
れ
常
勤
の
者
に

員
（
そ
れ
ぞ
れ
常
勤
の
者
に
限
る
。
第
十
七
条
を
除
き
、
以
下

限
る
。
第
十
七
条
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
を
い
う
。

同
じ
。
）
を
い
う
。

第
七
条

副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
（
養
護
又
は
栄
養
の
指
導

第
七
条

副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
（
養
護
又
は
栄
養
の
指
導

及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
を
除
く
。
）
、
指
導
教
諭

及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
を
除
く
。
）
、
指
導
教
諭

、
主
務
教
諭
（
養
護
又
は
栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど

、
教
諭
、
助
教
諭
及
び
講
師
（
以
下
「
教
頭
及
び
教
諭
等
」
と

る
主
務
教
諭
を
除
く
。
）
、
教
諭
、
助
教
諭
及
び
講
師
（
以
下

い
う
。
）
の
数
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
数

「
教
頭
及
び
教
諭
等
」
と
い
う
。
）
の
数
は
、
次
に
定
め
る
と

を
合
計
し
た
数
と
す
る
。
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こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
数
を
合
計
し
た
数
と
す
る
。

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
二
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
数
（
以
下
こ
の

３

前
二
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
数
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
小
中
学
校
等
教
頭
教
諭
等
標
準
定
数
」
と
い
う

項
に
お
い
て
「
小
中
学
校
等
教
頭
教
諭
等
標
準
定
数
」
と
い
う

。
）
の
う
ち
、
副
校
長
及
び
教
頭
の
数
は
二
十
七
学
級
以
上
の

。
）
の
う
ち
、
副
校
長
及
び
教
頭
の
数
は
二
十
七
学
級
以
上
の

小
学
校
（
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
以
下
こ
の
項

小
学
校
（
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
と
二
十
四
学
級
以
上
の
中
学
校
（
義

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
と
二
十
四
学
級
以
上
の
中
学
校
（
義

務
教
育
学
校
の
後
期
課
程
及
び
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を

務
教
育
学
校
の
後
期
課
程
及
び
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を

含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
と
の
合
計
数
に

含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
と
の
合
計
数
に

二
を
乗
じ
て
得
た
数
、
九
学
級
か
ら
二
十
六
学
級
ま
で
の
小
学

二
を
乗
じ
て
得
た
数
、
九
学
級
か
ら
二
十
六
学
級
ま
で
の
小
学

校
の
数
、
六
学
級
か
ら
二
十
三
学
級
ま
で
の
中
学
校
の
数
及
び

校
の
数
、
六
学
級
か
ら
二
十
三
学
級
ま
で
の
中
学
校
の
数
及
び

義
務
教
育
学
校
の
数
の
合
計
数
に
一
を
乗
じ
て
得
た
数
、
六
学

義
務
教
育
学
校
の
数
の
合
計
数
に
一
を
乗
じ
て
得
た
数
、
六
学

級
か
ら
八
学
級
ま
で
の
小
学
校
の
数
に
四
分
の
三
を
乗
じ
て
得

級
か
ら
八
学
級
ま
で
の
小
学
校
の
数
に
四
分
の
三
を
乗
じ
て
得

た
数
並
び
に
三
学
級
か
ら
五
学
級
ま
で
の
中
学
校
の
数
に
二
分

た
数
並
び
に
三
学
級
か
ら
五
学
級
ま
で
の
中
学
校
の
数
に
二
分

の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
の
合
計
数
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「

の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
の
合
計
数
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「

小
中
学
校
等
教
頭
等
標
準
定
数
」
と
い
う
。
）
と
し
、
主
幹
教

小
中
学
校
等
教
頭
等
標
準
定
数
」
と
い
う
。
）
と
し
、
主
幹
教

諭
（
養
護
又
は
栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教

諭
（
養
護
又
は
栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教

諭
を
除
く
。
）
、
指
導
教
諭
、
主
務
教
諭
（
養
護
又
は
栄
養
の

諭
を
除
く
。
）
、
指
導
教
諭
、
教
諭
、
助
教
諭
及
び
講
師
の
数

指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
主
務
教
諭
を
除
く
。
）
、
教
諭

は
小
中
学
校
等
教
頭
教
諭
等
標
準
定
数
か
ら
小
中
学
校
等
教
頭

、
助
教
諭
及
び
講
師
の
数
は
小
中
学
校
等
教
頭
教
諭
等
標
準
定

等
標
準
定
数
を
減
じ
て
得
た
数
と
す
る
。

数
か
ら
小
中
学
校
等
教
頭
等
標
準
定
数
を
減
じ
て
得
た
数
と
す

る
。

第
八
条

養
護
を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
及
び
主
務
教
諭
、
養
護

第
八
条

養
護
を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
、
養
護
教
諭
及
び
養
護

教
諭
並
び
に
養
護
助
教
諭
（
以
下
「
養
護
教
諭
等
」
と
い
う
。

助
教
諭
（
以
下
「
養
護
教
諭
等
」
と
い
う
。
）
の
数
は
、
次
に

）
の
数
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
数
を
合
計

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
数
を
合
計
し
た
数
と
す
る
。

し
た
数
と
す
る
。
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一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

第
八
条
の
二

栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭

第
八
条
の
二

栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭

及
び
主
務
教
諭
、
栄
養
教
諭
並
び
に
学
校
栄
養
職
員
（
以
下
「

、
栄
養
教
諭
並
び
に
学
校
栄
養
職
員
（
以
下
「
栄
養
教
諭
等
」

栄
養
教
諭
等
」
と
い
う
。
）
の
数
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

と
い
う
。
）
の
数
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た

よ
り
算
定
し
た
数
を
合
計
し
た
数
と
す
る
。

数
を
合
計
し
た
数
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

第
十
一
条

教
頭
及
び
教
諭
等
の
数
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

第
十
一
条

教
頭
及
び
教
諭
等
の
数
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
算
定
し
た
数
を
合
計
し
た
数
と
す
る
。

よ
り
算
定
し
た
数
を
合
計
し
た
数
と
す
る
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

２

前
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
数
（
以
下
こ
の
項

２

前
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
数
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
特
別
支
援
学
校
教
頭
教
諭
等
標
準
定
数
」
と
い
う

に
お
い
て
「
特
別
支
援
学
校
教
頭
教
諭
等
標
準
定
数
」
と
い
う

。
）
の
う
ち
、
副
校
長
及
び
教
頭
の
数
は
小
学
部
及
び
中
学
部

。
）
の
う
ち
、
副
校
長
及
び
教
頭
の
数
は
小
学
部
及
び
中
学
部

の
学
級
数
が
六
学
級
か
ら
二
十
六
学
級
ま
で
の
特
別
支
援
学
校

の
学
級
数
が
六
学
級
か
ら
二
十
六
学
級
ま
で
の
特
別
支
援
学
校

の
数
に
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
小
学
部
及
び
中
学
部
の
学
級
数

の
数
に
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
小
学
部
及
び
中
学
部
の
学
級
数

が
二
十
七
学
級
以
上
の
特
別
支
援
学
校
の
数
に
二
を
乗
じ
て
得

が
二
十
七
学
級
以
上
の
特
別
支
援
学
校
の
数
に
二
を
乗
じ
て
得

た
数
と
の
合
計
数
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
別
支
援
学
校

た
数
と
の
合
計
数
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
別
支
援
学
校

教
頭
等
標
準
定
数
」
と
い
う
。
）
と
し
、
主
幹
教
諭
（
養
護
又

教
頭
等
標
準
定
数
」
と
い
う
。
）
と
し
、
主
幹
教
諭
（
養
護
又

は
栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
を
除
く
。

は
栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
を
除
く
。

）
、
指
導
教
諭
、
主
務
教
諭
（
養
護
又
は
栄
養
の
指
導
及
び
管

）
、
指
導
教
諭
、
教
諭
、
助
教
諭
及
び
講
師
の
数
は
特
別
支
援

理
を
つ
か
さ
ど
る
主
務
教
諭
を
除
く
。
）
、
教
諭
、
助
教
諭
及

学
校
教
頭
教
諭
等
標
準
定
数
か
ら
特
別
支
援
学
校
教
頭
等
標
準

び
講
師
の
数
は
特
別
支
援
学
校
教
頭
教
諭
等
標
準
定
数
か
ら
特

定
数
を
減
じ
て
得
た
数
と
す
る
。

別
支
援
学
校
教
頭
等
標
準
定
数
を
減
じ
て
得
た
数
と
す
る
。

（
教
職
員
定
数
の
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
者
等
の
数
へ
の

（
教
職
員
定
数
の
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
者
等
の
数
へ
の

換
算
）

換
算
）

第
十
七
条

第
六
条
の
二
か
ら
第
九
条
ま
で
又
は
第
十
条
の
二
か

第
十
七
条

第
六
条
の
二
か
ら
第
九
条
ま
で
又
は
第
十
条
の
二
か
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ら
第
十
四
条
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
教
職
員

ら
第
十
四
条
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
教
職
員

の
数
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
公
立
の
義
務
教
育

の
数
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
公
立
の
義
務
教
育

諸
学
校
（
共
同
調
理
場
を
含
む
。
）
に
置
く
校
長
、
副
校
長
、

諸
学
校
（
共
同
調
理
場
を
含
む
。
）
に
置
く
校
長
、
副
校
長
、

教
頭
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
主
務
教
諭
、
教
諭
、
養
護
教

教
頭
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教

諭
、
栄
養
教
諭
、
助
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、
講
師
、
寄
宿
舎
指

諭
、
助
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、
講
師
、
寄
宿
舎
指
導
員
、
学
校

導
員
、
学
校
栄
養
職
員
又
は
事
務
職
員
で
地
方
公
務
員
法
（
昭

栄
養
職
員
又
は
事
務
職
員
で
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年

和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
四
第
一

法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す

項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
者
の
数
に
換
算
す

る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
者
の
数
に
換
算
す
る
こ
と
が
で

る
こ
と
が
で
き
る
。

き
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）
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○

公
立
高
等
学
校
の
適
正
配
置
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
（
第
十
二
条
関

係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
「
教
職
員
」
と
は
、
校
長
（
中

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
「
教
職
員
」
と
は
、
校
長
（
中

等
教
育
学
校
の
校
長
を
除
き
、
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
に
あ

等
教
育
学
校
の
校
長
を
除
き
、
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
に
あ

つ
て
は
、
当
該
部
の
み
を
置
く
特
別
支
援
学
校
の
校
長
と
す
る

つ
て
は
、
当
該
部
の
み
を
置
く
特
別
支
援
学
校
の
校
長
と
す
る

。
以
下
同
じ
。
）
、
副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
（
栄
養
の
指

。
以
下
同
じ
。
）
、
副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭

導
及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
、

、
教
諭
、
養
護
教
諭
、
助
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、
講
師
、
実
習

指
導
教
諭
、
主
務
教
諭
（
栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど

助
手
、
寄
宿
舎
指
導
員
及
び
事
務
職
員
（
そ
れ
ぞ
れ
常
勤
の
者

る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
、
教
諭
、
養
護
教
諭
、
助
教

に
限
る
。
第
二
十
三
条
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
を
い
う
。

諭
、
養
護
助
教
諭
、
講
師
、
実
習
助
手
、
寄
宿
舎
指
導
員
及
び

事
務
職
員
（
そ
れ
ぞ
れ
常
勤
の
者
に
限
る
。
第
二
十
三
条
を
除

き
、
以
下
同
じ
。
）
を
い
う
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
教
諭
等
の
数
）

（
教
諭
等
の
数
）

第
九
条

副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
（
養
護
を
つ
か
さ
ど
る
主

第
九
条

副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
（
養
護
を
つ
か
さ
ど
る
主

幹
教
諭
を
除
く
。
）
、
指
導
教
諭
、
主
務
教
諭
（
養
護
を
つ
か

幹
教
諭
を
除
く
。
）
、
指
導
教
諭
、
教
諭
、
助
教
諭
及
び
講
師

さ
ど
る
主
務
教
諭
を
除
く
。
）
、
教
諭
、
助
教
諭
及
び
講
師
（

（
以
下
「
教
諭
等
」
と
い
う
。
）
の
数
は
、
次
に
定
め
る
と
こ

以
下
「
教
諭
等
」
と
い
う
。
）
の
数
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ

ろ
に
よ
り
算
定
し
た
数
を
合
計
し
た
数
と
す
る
。

に
よ
り
算
定
し
た
数
を
合
計
し
た
数
と
す
る
。

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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（
養
護
教
諭
等
の
数
）

（
養
護
教
諭
等
の
数
）

第
十
条

養
護
を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
及
び
主
務
教
諭
、
養
護

第
十
条

養
護
を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
、
養
護
教
諭
及
び
養
護

教
諭
並
び
に
養
護
助
教
諭
（
以
下
「
養
護
教
諭
等
」
と
い
う
。

助
教
諭
（
以
下
「
養
護
教
諭
等
」
と
い
う
。
）
の
数
は
、
次
に

）
の
数
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
数
を
合
計

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
数
を
合
計
し
た
数
と
す
る
。

し
た
数
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

（
教
職
員
定
数
の
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
者
等
の
数
へ
の

（
教
職
員
定
数
の
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
者
等
の
数
へ
の

換
算
）

換
算
）

第
二
十
三
条

第
八
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
又
は
第
十
六
条
か
ら

第
二
十
三
条

第
八
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
又
は
第
十
六
条
か
ら

第
二
十
一
条
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
教
職
員

第
二
十
一
条
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
教
職
員

の
数
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
公
立
の
高
等
学
校

の
数
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
公
立
の
高
等
学
校

（
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
を
含
む
。
）
又
は
特
別
支
援
学

（
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
を
含
む
。
）
又
は
特
別
支
援
学

校
の
高
等
部
に
置
く
校
長
、
副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
、
指

校
の
高
等
部
に
置
く
校
長
、
副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
、
指

導
教
諭
、
主
務
教
諭
、
教
諭
、
養
護
教
諭
、
助
教
諭
、
養
護
助

導
教
諭
、
教
諭
、
養
護
教
諭
、
助
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、
講
師

教
諭
、
講
師
、
実
習
助
手
、
寄
宿
舎
指
導
員
又
は
事
務
職
員
で

、
実
習
助
手
、
寄
宿
舎
指
導
員
又
は
事
務
職
員
で
地
方
公
務
員

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第

法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の

二
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め

四
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
者
の
数
に

る
者
の
数
に
換
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

換
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）
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○

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
（
第
十

三
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
職
員
）

（
職
員
）

第
十
四
条

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
は
、
園
長
及
び
保
育

第
十
四
条

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
は
、
園
長
及
び
保
育

教
諭
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

教
諭
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の

２

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の

の
ほ
か
、
副
園
長
、
教
頭
、
主
幹
保
育
教
諭
、
指
導
保
育
教
諭

の
ほ
か
、
副
園
長
、
教
頭
、
主
幹
保
育
教
諭
、
指
導
保
育
教
諭

、
主
務
保
育
教
諭
、
主
幹
養
護
教
諭
、
主
務
養
護
教
諭
、
養
護

、
主
幹
養
護
教
諭
、
養
護
教
諭
、
主
幹
栄
養
教
諭
、
栄
養
教
諭

教
諭
、
主
幹
栄
養
教
諭
、
主
務
栄
養
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
事
務

、
事
務
職
員
、
養
護
助
教
諭
そ
の
他
必
要
な
職
員
を
置
く
こ
と

職
員
、
養
護
助
教
諭
そ
の
他
必
要
な
職
員
を
置
く
こ
と
が
で
き

が
で
き
る
。

る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
主
務
保
育
教
諭
を
置
く
と

（
新
設
）

き
は
、
保
育
教
諭
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

４
～
８

（
略
）

３
～
７

（
略
）

９

主
幹
保
育
教
諭
は
、
園
長
（
副
園
長
又
は
教
頭
を
置
く
幼
保

８

主
幹
保
育
教
諭
は
、
園
長
（
副
園
長
又
は
教
頭
を
置
く
幼
保

連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
あ
っ
て
は
、
園
長
及
び
副
園
長
又
は

連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
あ
っ
て
は
、
園
長
及
び
副
園
長
又
は

教
頭
。
第
十
三
項
及
び
第
十
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
助
け

教
頭
。
第
十
一
項
及
び
第
十
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
助
け

、
命
を
受
け
て
園
務
の
一
部
を
整
理
し
、
並
び
に
園
児
の
教
育

、
命
を
受
け
て
園
務
の
一
部
を
整
理
し
、
並
び
に
園
児
の
教
育

及
び
保
育
を
つ
か
さ
ど
る
。

及
び
保
育
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
略
）

９

（
略
）

10

主
務
保
育
教
諭
は
、
園
児
の
教
育
及
び
保
育
を
つ
か
さ
ど
り

（
新
設
）

11
、
並
び
に
命
を
受
け
て
当
該
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
教

育
及
び
保
育
の
活
動
に
関
し
保
育
教
諭
そ
の
他
の
職
員
間
に
お

け
る
総
合
的
な
調
整
を
行
う
。
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・

（
略
）

・

（
略
）

12

13

10

11

主
務
養
護
教
諭
は
、
園
児
の
養
護
を
つ
か
さ
ど
り
、
並
び
に

（
新
設
）

14
命
を
受
け
て
当
該
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
教
育
及
び
保

育
の
活
動
に
関
し
保
育
教
諭
そ
の
他
の
職
員
間
に
お
け
る
総
合

的
な
調
整
を
行
う
。

・

（
略
）

・

（
略
）

15

16

12

13

主
務
栄
養
教
諭
は
、
園
児
の
栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か

（
新
設
）

17
さ
ど
り
、
並
び
に
命
を
受
け
て
当
該
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も

園
の
教
育
及
び
保
育
の
活
動
に
関
し
保
育
教
諭
そ
の
他
の
職
員

間
に
お
け
る
総
合
的
な
調
整
を
行
う
。

～

（
略
）

～

（
略
）

18

23

14

19

（
職
員
の
資
格
）

（
職
員
の
資
格
）

第
十
五
条

主
幹
保
育
教
諭
、
指
導
保
育
教
諭
、
主
務
保
育
教
諭

第
十
五
条

主
幹
保
育
教
諭
、
指
導
保
育
教
諭
、
保
育
教
諭
及
び

、
保
育
教
諭
及
び
講
師
（
保
育
教
諭
に
準
ず
る
職
務
に
従
事
す

講
師
（
保
育
教
諭
に
準
ず
る
職
務
に
従
事
す
る
も
の
に
限
る
。

る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
幼
稚
園
の
教
諭
の
普
通
免
許
状
（
教

）
は
、
幼
稚
園
の
教
諭
の
普
通
免
許
状
（
教
育
職
員
免
許
法
（

育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
四

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
四
条
第
二
項
に
規
定

条
第
二
項
に
規
定
す
る
普
通
免
許
状
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に

す
る
普
通
免
許
状
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

お
い
て
同
じ
。
）
を
有
し
、
か
つ
、
児
童
福
祉
法
第
十
八
条
の

を
有
し
、
か
つ
、
児
童
福
祉
法
第
十
八
条
の
十
八
第
一
項
の
登

十
八
第
一
項
の
登
録
（
第
四
項
及
び
第
四
十
条
に
お
い
て
単
に

録
（
第
四
項
及
び
第
四
十
条
に
お
い
て
単
に
「
登
録
」
と
い
う

「
登
録
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。
）
を
受
け
た
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

主
幹
養
護
教
諭
、
主
務
養
護
教
諭
及
び
養
護
教
諭
は
、
養
護

２

主
幹
養
護
教
諭
及
び
養
護
教
諭
は
、
養
護
教
諭
の
普
通
免
許

教
諭
の
普
通
免
許
状
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

状
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

主
幹
栄
養
教
諭
、
主
務
栄
養
教
諭
及
び
栄
養
教
諭
は
、
栄
養

３

主
幹
栄
養
教
諭
及
び
栄
養
教
諭
は
、
栄
養
教
諭
の
普
通
免
許

教
諭
の
普
通
免
許
状
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

状
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
～
６

（
略
）

４
～
６

（
略
）

（
学
校
教
育
法
の
準
用
）

（
学
校
教
育
法
の
準
用
）
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第
二
十
六
条

学
校
教
育
法
第
五
条
、
第
六
条
本
文
、
第
七
条
、

第
二
十
六
条

学
校
教
育
法
第
五
条
、
第
六
条
本
文
、
第
七
条
、

第
九
条
、
第
十
条
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
百
三
十
七
条

第
九
条
、
第
十
条
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
百
三
十
七
条

の
規
定
は
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
つ
い
て
準
用
す
る

の
規
定
は
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
つ
い
て
準
用
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
十
条
中
「
私
立
学
校
」
と
あ

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
十
条
中
「
私
立
学
校
」
と
あ

る
の
は
「
国
（
国
立
大
学
法
人
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

る
の
は
「
国
（
国
立
大
学
法
人
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

国
立
大
学
法
人
を
含
む
。
）
及
び
地
方
公
共
団
体
（
公
立
大
学

国
立
大
学
法
人
を
含
む
。
）
及
び
地
方
公
共
団
体
（
公
立
大
学

法
人
を
含
む
。
）
以
外
の
者
の
設
置
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ

法
人
を
含
む
。
）
以
外
の
者
の
設
置
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ

ど
も
園
（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合

ど
も
園
（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合

的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る

的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
、

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
、

「
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
に
あ
つ
て
は
文
部
科
学
大
臣
に
、

「
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
に
あ
つ
て
は
文
部
科
学
大
臣
に
、

大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
以
外
の
学
校
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県

大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
以
外
の
学
校
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県

知
事
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
（
指
定
都
市
等
（
同
法

知
事
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
（
指
定
都
市
等
（
同
法

第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
都
市
等
を
い
う
。
以
下
こ
の

第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
都
市
等
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区
域
内
に
あ
つ
て
は
、
当
該
指
定
都

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区
域
内
に
あ
つ
て
は
、
当
該
指
定
都

市
等
の
長
）
」
と
、
同
法
第
八
十
一
条
第
一
項
中
「
該
当
す
る

市
等
の
長
）
」
と
、
同
法
第
八
十
一
条
第
一
項
中
「
該
当
す
る

幼
児
、
児
童
及
び
生
徒
」
と
あ
る
の
は
「
該
当
す
る
就
学
前
の

幼
児
、
児
童
及
び
生
徒
」
と
あ
る
の
は
「
該
当
す
る
就
学
前
の

子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に

子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に

関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
七
項
に
規
定
す
る
園
児
（
以
下
こ
の

関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
六
項
に
規
定
す
る
園
児
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
単
に
「
園
児
」
と
い
う
。
）
」
と
、
「
必
要
と
す

項
に
お
い
て
単
に
「
園
児
」
と
い
う
。
）
」
と
、
「
必
要
と
す

る
幼
児
、
児
童
及
び
生
徒
」
と
あ
る
の
は
「
必
要
と
す
る
園
児

る
幼
児
、
児
童
及
び
生
徒
」
と
あ
る
の
は
「
必
要
と
す
る
園
児

」
と
、
「
文
部
科
学
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
同
法
第
三
十
六
条

」
と
、
「
文
部
科
学
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
同
法
第
三
十
六
条

第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
」
と
、
「
も
の
と
す
る
」
と
あ

第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
」
と
、
「
も
の
と
す
る
」
と
あ

る
の
は
「
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
特
別
支
援
学

る
の
は
「
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
特
別
支
援
学

校
に
お
い
て
は
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
要
請
に
応
じ

校
に
お
い
て
は
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
要
請
に
応
じ

て
、
園
児
の
教
育
に
関
し
必
要
な
助
言
又
は
援
助
を
行
う
よ
う

て
、
園
児
の
教
育
に
関
し
必
要
な
助
言
又
は
援
助
を
行
う
よ
う

努
め
る
も
の
と
す
る
」
と
、
同
法
第
百
三
十
七
条
中
「
学
校
教

努
め
る
も
の
と
す
る
」
と
、
同
法
第
百
三
十
七
条
中
「
学
校
教

育
上
」
と
あ
る
の
は
「
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
運
営
上

育
上
」
と
あ
る
の
は
「
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
運
営
上
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」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え

は
、
政
令
で
定
め
る
。

は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
学
校
教
育
法
の
特
例
）

（
学
校
教
育
法
の
特
例
）

第
三
十
二
条

認
定
こ
ど
も
園
で
あ
る
幼
稚
園
又
は
認
定
こ
ど
も

第
三
十
二
条

認
定
こ
ど
も
園
で
あ
る
幼
稚
園
又
は
認
定
こ
ど
も

園
で
あ
る
連
携
施
設
を
構
成
す
る
幼
稚
園
に
係
る
学
校
教
育
法

園
で
あ
る
連
携
施
設
を
構
成
す
る
幼
稚
園
に
係
る
学
校
教
育
法

第
二
十
四
条
、
第
二
十
五
条
並
び
に
第
二
十
七
条
第
四
項
か
ら

第
二
十
四
条
、
第
二
十
五
条
並
び
に
第
二
十
七
条
第
四
項
か
ら

第
七
項
ま
で
及
び
第
十
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

第
七
項
ま
で
及
び
第
十
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

法
第
二
十
四
条
中
「
努
め
る
も
の
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
努

法
第
二
十
四
条
中
「
努
め
る
も
の
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
努

め
る
と
と
も
に
、
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等

め
る
と
と
も
に
、
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等

の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律

の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律

第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
子
育
て
支
援
事

第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
子
育
て
支
援
事

業
（
以
下
単
に
「
子
育
て
支
援
事
業
」
と
い
う
。
）
を
行
う
も

業
（
以
下
単
に
「
子
育
て
支
援
事
業
」
と
い
う
。
）
を
行
う
も

の
と
す
る
」
と
、
同
法
第
二
十
五
条
中
「
保
育
内
容
」
と
あ
る

の
と
す
る
」
と
、
同
法
第
二
十
五
条
中
「
保
育
内
容
」
と
あ
る

の
は
「
保
育
内
容
（
子
育
て
支
援
事
業
を
含
む
。
）
」
と
、
同

の
は
「
保
育
内
容
（
子
育
て
支
援
事
業
を
含
む
。
）
」
と
、
同

法
第
二
十
七
条
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
及
び
第
十
二
項
第
一

法
第
二
十
七
条
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
及
び
第
十
一
項
中
「

号
中
「
園
務
」
と
あ
る
の
は
「
園
務
（
子
育
て
支
援
事
業
を
含

園
務
」
と
あ
る
の
は
「
園
務
（
子
育
て
支
援
事
業
を
含
む
。
）

む
。
）
」
と
す
る
。

」
と
す
る
。

第
四
十
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ

第
四
十
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ

の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る

の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る

。

。

一

第
十
五
条
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
相

一

第
十
五
条
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
相

当
の
免
許
状
を
有
し
な
い
者
又
は
登
録
を
受
け
て
い
な
い
者

当
の
免
許
状
を
有
し
な
い
者
又
は
登
録
を
受
け
て
い
な
い
者

を
主
幹
保
育
教
諭
、
指
導
保
育
教
諭
、
主
務
保
育
教
諭
、
保

を
主
幹
保
育
教
諭
、
指
導
保
育
教
諭
、
保
育
教
諭
、
助
保
育

育
教
諭
、
助
保
育
教
諭
又
は
講
師
に
任
命
し
、
又
は
雇
用
し

教
諭
又
は
講
師
に
任
命
し
、
又
は
雇
用
し
た
と
き
。

た
と
き
。

二

第
十
五
条
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
相

二

第
十
五
条
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
相
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当
の
免
許
状
を
有
せ
ず
、
又
は
登
録
を
受
け
て
い
な
い
に
も

当
の
免
許
状
を
有
せ
ず
、
又
は
登
録
を
受
け
て
い
な
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
主
幹
保
育
教
諭
、
指
導
保
育
教
諭
、
主
務
保
育

か
か
わ
ら
ず
主
幹
保
育
教
諭
、
指
導
保
育
教
諭
、
保
育
教
諭

教
諭
、
保
育
教
諭
、
助
保
育
教
諭
又
は
講
師
と
な
っ
た
と
き

、
助
保
育
教
諭
又
は
講
師
と
な
っ
た
と
き
。

。
三

第
十
五
条
第
二
項
、
第
三
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
違
反

三

第
十
五
条
第
二
項
、
第
三
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
違
反

し
て
、
相
当
の
免
許
状
を
有
し
な
い
者
を
主
幹
養
護
教
諭
、

し
て
、
相
当
の
免
許
状
を
有
し
な
い
者
を
主
幹
養
護
教
諭
、

主
務
養
護
教
諭
、
養
護
教
諭
、
主
幹
栄
養
教
諭
、
主
務
栄
養

養
護
教
諭
、
主
幹
栄
養
教
諭
、
栄
養
教
諭
又
は
養
護
助
教
諭

教
諭
、
栄
養
教
諭
又
は
養
護
助
教
諭
に
任
命
し
、
又
は
雇
用

に
任
命
し
、
又
は
雇
用
し
た
と
き
。

し
た
と
き
。

四

第
十
五
条
第
二
項
、
第
三
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
違
反

四

第
十
五
条
第
二
項
、
第
三
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
違
反

し
て
、
相
当
の
免
許
状
を
有
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
主
幹

し
て
、
相
当
の
免
許
状
を
有
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
主
幹

養
護
教
諭
、
主
務
養
護
教
諭
、
養
護
教
諭
、
主
幹
栄
養
教
諭

養
護
教
諭
、
養
護
教
諭
、
主
幹
栄
養
教
諭
、
栄
養
教
諭
又
は

、
主
務
栄
養
教
諭
、
栄
養
教
諭
又
は
養
護
助
教
諭
と
な
っ
た

養
護
助
教
諭
と
な
っ
た
と
き
。

と
き
。

五
・
六

（
略
）

五
・
六

（
略
）
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○

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年

法
律
第
六
十
六
号
）
（
第
十
四
条
関
係
）

※
現
行
部
分
は
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
令

和
六
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
二
条
の
う
ち
、
公
布
日
（
令
和
六
年
六
月
十
九
日
）
施
行
分
に
よ
る
改
正
後
の
条
文

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

（
保
育
教
諭
等
の
資
格
の
特
例
）

（
保
育
教
諭
等
の
資
格
の
特
例
）

第
五
条

施
行
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
年
間
は
、
就
学
前
の
子
ど

第
五
条

施
行
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
年
間
は
、
新
認
定
こ
ど
も

も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す

園
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
幼
稚
園
の
教

る
法
律
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
幼
稚
園
の

諭
の
普
通
免
許
状
（
教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

教
諭
の
普
通
免
許
状
（
教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

第
百
四
十
七
号
）
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
普
通
免
許
状
を

律
第
百
四
十
七
号
）
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
普
通
免
許
状

い
う
。
）
を
有
す
る
者
又
は
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

を
い
う
。
）
を
有
す
る
者
又
は
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年

律
第
百
六
十
四
号
）
第
十
八
条
の
十
八
第
一
項
の
登
録
を
受
け

法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
十
八
条
の
十
八
第
一
項
の
登
録
を
受

た
者
は
、
主
幹
保
育
教
諭
、
指
導
保
育
教
諭
、
保
育
教
諭
又
は

け
た
者
は
、
主
幹
保
育
教
諭
、
指
導
保
育
教
諭
、
主
務
保
育
教

講
師
（
保
育
教
諭
に
準
ず
る
職
務
に
従
事
す
る
も
の
に
限
る
。

諭
、
保
育
教
諭
又
は
講
師
（
保
育
教
諭
に
準
ず
る
職
務
に
従
事

）
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）
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○

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第

五
十
三
号
）
（
第
十
五
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提

（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提

供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改

供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改

正
）

正
）

第
二
条

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的

第
二
条

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的

な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

す
る
。

附
則
第
五
条
第
一
項
中
「
十
年
間
」
を
「
十
五
年
間
」
に
改

附
則
第
五
条
第
一
項
中
「
十
年
間
」
を
「
十
五
年
間
」
に
改

め
、
「
、
主
幹
保
育
教
諭
、
指
導
保
育
教
諭
、
主
務
保
育
教
諭

め
、
「
、
主
幹
保
育
教
諭
、
指
導
保
育
教
諭
」
を
削
り
、
同
条

」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
十
年
間
」
を
「
十
五
年
間
」
に

第
二
項
中
「
十
年
間
」
を
「
十
五
年
間
」
に
改
め
る
。

改
め
る
。

附

則

附

則

（
施
行
期
日
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る

た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る

日
か
ら
施
行
す
る
。

日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
二
条
（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の

一

第
二
条
（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の

総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
附
則
第
五
条
の
改
正
規
定
（
同
条
第
一
項
中
「
、
主
幹

法
律
附
則
第
五
条
の
改
正
規
定
（
同
条
第
一
項
中
「
、
主
幹

保
育
教
諭
、
指
導
保
育
教
諭
、
主
務
保
育
教
諭
」
を
削
る
部

保
育
教
諭
、
指
導
保
育
教
諭
」
を
削
る
部
分
を
除
く
。
）
に

分
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
及
び
第
三
条
（
教
育
職
員
免
許

限
る
。
）
及
び
第
三
条
（
教
育
職
員
免
許
法
附
則
第
十
八
項
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法
附
則
第
十
八
項
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
の
規
定
並
び
に

の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
の
規
定
並
び
に
次
条
及
び
附
則
第

次
条
及
び
附
則
第
八
条
の
規
定

公
布
の
日

八
条
の
規
定

公
布
の
日

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

五

第
二
条
（
第
一
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
の
規

五

第
二
条
（
第
一
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
の
規

定

令
和
九
年
四
月
一
日

定

令
和
九
年
四
月
一
日
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○

学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年

法
律
第
六
十
九
号
）
（
第
十
六
条
関
係
）

※
現
行
部
分
は
、
施
行
後
の
条
文
（
公
布
の
日
（
令
和
六
年
六
月
二
十
六
日
）
か
ら
起
算
し
て
二
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い

て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
教
員
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
教
員
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

を
い
う
。

を
い
う
。

一

学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
の
教
職
員
の
う
ち

一

学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
の
教
職
員
の
う
ち

、
次
に
掲
げ
る
も
の

、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
主
務
教
諭
、
教
諭
、
助
教
諭

ロ

主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
教
諭
、
助
教
諭
、
養
護
教
諭

、
養
護
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
講
師
、
実
習

、
養
護
助
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
講
師
、
実
習
助
手
、
寄
宿

助
手
、
寄
宿
舎
指
導
員
、
教
授
、
准
教
授
及
び
助
教

舎
指
導
員
、
教
授
、
准
教
授
及
び
助
教

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

三

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
教
職
員
の
う
ち
、
次
に
掲

三

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
教
職
員
の
う
ち
、
次
に
掲

げ
る
も
の

げ
る
も
の

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

主
幹
保
育
教
諭
、
指
導
保
育
教
諭
、
主
務
保
育
教
諭
、

ロ

主
幹
保
育
教
諭
、
指
導
保
育
教
諭
、
主
幹
養
護
教
諭
、

主
幹
養
護
教
諭
、
主
務
養
護
教
諭
、
主
幹
栄
養
教
諭
、
主

主
幹
栄
養
教
諭
、
保
育
教
諭
、
助
保
育
教
諭
、
講
師
、
養

務
栄
養
教
諭
、
保
育
教
諭
、
助
保
育
教
諭
、
講
師
、
養
護

護
教
諭
、
養
護
助
教
諭
及
び
栄
養
教
諭

教
諭
、
養
護
助
教
諭
及
び
栄
養
教
諭
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ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

四
～
十
七

（
略
）

四
～
十
七

（
略
）

５
～
８

（
略
）

５
～
８

（
略
）



 

1 

○ 

公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
五
条
第
二
項
に
よ
る
地
方
公
務
員
法
の
読
替
え
表 

（
傍
線
部
分
は
読
替
え
） 

地
方
公
務
員
法
第
五
十
八
条
（
読
替
え
後
） 

地
方
公
務
員
法
第
五
十
八
条
（
読
替
え
前
） 

（
他
の
法
律
の
適
用
除
外
等
） 

第
五
十
八
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

労
働
基
準
法
第
三
十
二
条
の
四
第
一
項
中
「
当
該
事
業
場
に

、
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が
あ
る
場
合
に
お

い
て
は
そ
の
労
働
組
合
、
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働

組
合
が
な
い
場
合
に
お
い
て
は
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る

者
と
の
書
面
に
よ
る
協
定
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め

た
と
き
は
」
と
あ
る
の
は
「
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
条
例

に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
は
」
と
、
「
そ
の
協
定
」
と
あ
る

の
は
「
そ
の
条
例
」
と
、
「
当
該
協
定
」
と
あ
る
の
は
「
当
該

条
例
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
厚
生
労
働
省
令
」
と
あ
る
の
は

「
文
部
科
学
省
令
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
の
協
定
で
同

項
第
四
号
の
区
分
を
し
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
第
四
号
の
区
分

並
び
に
」
と
、
「
を
定
め
た
と
き
は
」
と
あ
る
の
は
「
に
つ
い

て
条
例
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
は
」
と
、
「
当
該
事
業
場

に
、
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が
あ
る
場
合
に

お
い
て
は
そ
の
労
働
組
合
、
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労

働
組
合
が
な
い
場
合
に
お
い
て
は
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す

る
者
の
同
意
を
得
て
、
厚
生
労
働
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
文
部

科
学
省
令
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
厚
生
労
働
大
臣
は
、
労
働

政
策
審
議
会
」
と
あ
る
の
は
「
文
部
科
学
大
臣
は
、
審
議
会
等

（
他
の
法
律
の
適
用
除
外
等
） 

第
五
十
八
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

労
働
基
準
法
第
二
条
、
第
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第

二
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
二
条
の
三
か
ら
第
三
十
二
条
の
五

ま
で
、
第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
三
十
八
条

の
三
、
第
三
十
八
条
の
四
、
第
三
十
九
条
第
六
項
か
ら
第
八
項

ま
で
、
第
四
十
一
条
の
二
、
第
七
十
五
条
か
ら
第
九
十
三
条
ま

で
並
び
に
第
百
二
条
の
規
定
、
労
働
安
全
衛
生
法
第
六
十
六
条

の
八
の
四
及
び
第
九
十
二
条
の
規
定
、
船
員
法
（
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
百
号
）
第
六
条
中
労
働
基
準
法
第
二
条
に
関
す
る
部

分
、
第
三
十
条
、
第
三
十
七
条
中
勤
務
条
件
に
関
す
る
部
分
、

第
五
十
三
条
第
一
項
、
第
八
十
九
条
か
ら
第
百
条
ま
で
、
第
百

二
条
及
び
第
百
八
条
中
勤
務
条
件
に
関
す
る
部
分
の
規
定
並
び

に
船
員
災
害
防
止
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
六
十
二
条
の

規
定
並
び
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
は
、
職
員

に
関
し
て
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
労
働
基
準
法
第
百
二
条
の

規
定
、
労
働
安
全
衛
生
法
第
九
十
二
条
の
規
定
、
船
員
法
第
三

十
七
条
及
び
第
百
八
条
中
勤
務
条
件
に
関
す
る
部
分
の
規
定
並

び
に
船
員
災
害
防
止
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
六
十
二
条

の
規
定
並
び
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
は
、
地

方
公
共
団
体
の
行
う
労
働
基
準
法
別
表
第
一
第
一
号
か
ら
第
十

keisuke-kuribayashi
テキストボックス
別添５
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（
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第

八
条
に
規
定
す
る
機
関
を
い
う
。
）
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」

と
、
「
厚
生
労
働
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
文
部
科
学
省
令
」
と

、
「
協
定
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
」
と
読
み
替
え
て
同
条
第
一

項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
し
、
同
法
第

二
条
、
第
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
二
十
四
条
第
一
項

、
第
三
十
二
条
の
三
、
第
三
十
二
条
の
三
の
二
、
第
三
十
二
条

の
五
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項

、
第
三
十
八
条
の
三
、
第
三
十
八
条
の
四
、
第
三
十
九
条
第
六

項
か
ら
第
八
項
ま
で
、
第
四
十
一
条
の
二
、
第
七
十
五
条
か
ら

第
九
十
三
条
ま
で
並
び
に
第
百
二
条
の
規
定
、
労
働
安
全
衛
生

法
第
六
十
六
条
の
八
の
四
及
び
第
九
十
二
条
の
規
定
、
船
員
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
号
）
第
六
条
中
労
働
基
準
法
第
二

条
に
関
す
る
部
分
、
第
三
十
条
、
第
三
十
七
条
中
勤
務
条
件
に

関
す
る
部
分
、
第
五
十
三
条
第
一
項
、
第
八
十
九
条
か
ら
第
百

条
ま
で
、
第
百
二
条
及
び
第
百
八
条
中
勤
務
条
件
に
関
す
る
部

分
の
規
定
並
び
に
船
員
災
害
防
止
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律

第
六
十
二
条
の
規
定
並
び
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
の

規
定
は
、
職
員
に
関
し
て
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
労
働
基
準

法
第
百
二
条
の
規
定
、
労
働
安
全
衛
生
法
第
九
十
二
条
の
規
定

、
船
員
法
第
三
十
七
条
及
び
第
百
八
条
中
勤
務
条
件
に
関
す
る

部
分
の
規
定
並
び
に
船
員
災
害
防
止
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法

律
第
六
十
二
条
の
規
定
並
び
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く
命
令

の
規
定
は
、
地
方
公
共
団
体
の
行
う
労
働
基
準
法
別
表
第
一
第

一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
及
び
第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に

掲
げ
る
事
業
に
従
事
す
る
職
員
に
、
同
法
第
七
十
五
条
か
ら
第

号
ま
で
及
び
第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
に

従
事
す
る
職
員
に
、
同
法
第
七
十
五
条
か
ら
第
八
十
八
条
ま
で

及
び
船
員
法
第
八
十
九
条
か
ら
第
九
十
六
条
ま
で
の
規
定
は
、

地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十
一

号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
以
外
の
職
員
に
関
し
て
は

適
用
す
る
。 

 



 

3 

八
十
八
条
ま
で
及
び
船
員
法
第
八
十
九
条
か
ら
第
九
十
六
条
ま

で
の
規
定
は
、
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
四
十
二
年
法

律
第
百
二
十
一
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
以
外
の
職

員
に
関
し
て
は
適
用
す
る
。 

４ 

（
読
み
替
え
な
し
） 

４ 

職
員
に
関
し
て
は
、
労
働
基
準
法
第
三
十
二
条
の
二
第
一
項

中
「
使
用
者
は
、
当
該
事
業
場
に
、
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織

す
る
労
働
組
合
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
労
働
組
合
、
労

働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が
な
い
場
合
に
お
い
て

は
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
と
の
書
面
に
よ
る
協
定
に

よ
り
、
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
使
用
者
は
、
」
と
、
同
法
第
三

十
四
条
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
当
該
事
業
場
に
、
労
働
者
の
過

半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
労

働
組
合
、
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が
な
い
場

合
に
お
い
て
は
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
と
の
書
面
に

よ
る
協
定
が
あ
る
と
き
は
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
に
特
別
の
定

め
が
あ
る
場
合
は
」
と
、
同
法
第
三
十
七
条
第
三
項
中
「
使
用

者
が
、
当
該
事
業
場
に
、
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働

組
合
が
あ
る
と
き
は
そ
の
労
働
組
合
、
労
働
者
の
過
半
数
で
組

織
す
る
労
働
組
合
が
な
い
と
き
は
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す

る
者
と
の
書
面
に
よ
る
協
定
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
使
用
者

が
」
と
、
同
法
第
三
十
九
条
第
四
項
中
「
当
該
事
業
場
に
、
労

働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が
あ
る
と
き
は
そ
の
労

働
組
合
、
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が
な
い
と

き
は
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
と
の
書
面
に
よ
る
協
定

に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
場
合
に
お
い
て
、
第
一

号
に
掲
げ
る
労
働
者
の
範
囲
に
属
す
る
労
働
者
が
有
給
休
暇
を



 

4 

  
 

時
間
を
単
位
と
し
て
請
求
し
た
と
き
は
、
前
三
項
の
規
定
に
よ

る
有
給
休
暇
の
日
数
の
う
ち
第
二
号
に
掲
げ
る
日
数
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
協
定
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
」
と
す
る
。 

５ 

（
略
） 

５ 

（
略
） 



 

5 

○
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
五
条
第
二
項
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
地
方
公
務
員
法

第
五
十
八
条
第
三
項
に
よ
る
労
働
基
準
法
の
読
替
え
表 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
読
替
え
） 

○
労
働
基
準
法
（
読
替
え
後
） 

             

○
労
働
基
準
法
（
読
替
え
前
） 

第
三
十
二
条
の
三
の
二 

（
適
用
除
外
） 

         

第
三
十
二
条
の
四 

使
用
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
条
例

に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
は
、
第
三
十
二
条
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
そ
の
条
例
で
第
二
号
の
対
象
期
間
と
し
て
定
め
ら
れ
た
期

間
を
平
均
し
一
週
間
当
た
り
の
労
働
時
間
が
四
十
時
間
を
超
え
な

い
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
条
例
（
次
項
の
規
定
に
よ
る
定
め
を

し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
定
め
を
含
む
。
）
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
特
定
さ
れ
た
週
に
お
い
て
同
条
第
一
項
の
労
働
時
間

又
は
特
定
さ
れ
た
日
に
お
い
て
同
条
第
二
項
の
労
働
時
間
を
超
え

て
、
労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
三
十
二
条
の
三
の
二 

使
用
者
が
、
清
算
期
間
が
一
箇
月
を
超
え

る
も
の
で
あ
る
と
き
の
当
該
清
算
期
間
中
の
前
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
労
働
さ
せ
た
期
間
が
当
該
清
算
期
間
よ
り
短
い
労
働
者
に

つ
い
て
、
当
該
労
働
さ
せ
た
期
間
を
平
均
し
一
週
間
当
た
り
四
十

時
間
を
超
え
て
労
働
さ
せ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
超
え
た
時

間
（
第
三
十
三
条
又
は
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
延
長

し
、
又
は
休
日
に
労
働
さ
せ
た
時
間
を
除
く
。
）
の
労
働
に
つ
い

て
は
、
第
三
十
七
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
割
増
賃
金
を
支
払
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
三
十
二
条
の
四 

使
用
者
は
、
当
該
事
業
場
に
、
労
働
者
の
過
半

数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
労
働
組

合
、
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が
な
い
場
合
に
お

い
て
は
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
と
の
書
面
に
よ
る
協
定

に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
と
き
は
、
第
三
十
二
条
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
協
定
で
第
二
号
の
対
象
期
間
と
し
て

定
め
ら
れ
た
期
間
を
平
均
し
一
週
間
当
た
り
の
労
働
時
間
が
四
十

時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
協
定
（
次
項
の
規
定

に
よ
る
定
め
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
定
め
を
含
む
。
）

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
定
さ
れ
た
週
に
お
い
て
同
条
第
一
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一
～
四 

（
略
） 

五 
そ
の
他
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
事
項 

② 

使
用
者
は
、
前
項
第
四
号
の
区
分
並
び
に
当
該
区
分
に
よ
る
各

期
間
の
う
ち
最
初
の
期
間
を
除
く
各
期
間
に
お
け
る
労
働
日
数
及

び
総
労
働
時
間
に
つ
い
て
条
例
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
は
、

当
該
各
期
間
の
初
日
の
少
な
く
と
も
三
十
日
前
に
、
文
部
科
学
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
労
働
日
数
を
超
え
な
い
範
囲

内
に
お
い
て
当
該
各
期
間
に
お
け
る
労
働
日
及
び
当
該
総
労
働
時

間
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
当
該
各
期
間
に
お
け
る
労
働
日

ご
と
の
労
働
時
間
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

   

③ 

文
部
科
学
大
臣
は
、
審
議
会
等
（
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二

十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
八
条
に
規
定
す
る
機
関
を
い
う
。

）
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
意
見
を
聴
い
て
、
文
部
科
学
省
令
で

、
対
象
期
間
に
お
け
る
労
働
日
数
の
限
度
並
び
に
一
日
及
び
一
週

間
の
労
働
時
間
の
限
度
並
び
に
対
象
期
間
（
第
一
項
の
条
例
で
特

定
期
間
と
し
て
定
め
ら
れ
た
期
間
を
除
く
。
）
及
び
同
項
の
条
例

で
特
定
期
間
と
し
て
定
め
ら
れ
た
期
間
に
お
け
る
連
続
し
て
労
働

さ
せ
る
日
数
の
限
度
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

④ 

（
略
） 

 

項
の
労
働
時
間
又
は
特
定
さ
れ
た
日
に
お
い
て
同
条
第
二
項
の
労

働
時
間
を
超
え
て
、
労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一
～
四 

（
略
） 

五 

そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項 

② 

使
用
者
は
、
前
項
の
協
定
で
同
項
第
四
号
の
区
分
を
し
当
該
区

分
に
よ
る
各
期
間
の
う
ち
最
初
の
期
間
を
除
く
各
期
間
に
お
け
る

労
働
日
数
及
び
総
労
働
時
間
を
定
め
た
と
き
は
、
当
該
各
期
間
の

初
日
の
少
な
く
と
も
三
十
日
前
に
、
当
該
事
業
場
に
、
労
働
者
の

過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
労

働
組
合
、
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が
な
い
場
合

に
お
い
て
は
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
の
同
意
を
得
て
、

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
労
働
日
数
を
超

え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
当
該
各
期
間
に
お
け
る
労
働
日
及
び
当

該
総
労
働
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
当
該
各
期
間
に
お

け
る
労
働
日
ご
と
の
労
働
時
間
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

③ 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
労
働
政
策
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
厚

生
労
働
省
令
で
、
対
象
期
間
に
お
け
る
労
働
日
数
の
限
度
並
び
に

一
日
及
び
一
週
間
の
労
働
時
間
の
限
度
並
び
に
対
象
期
間
（
第
一

項
の
協
定
で
特
定
期
間
と
し
て
定
め
ら
れ
た
期
間
を
除
く
。
）
及

び
同
項
の
協
定
で
特
定
期
間
と
し
て
定
め
ら
れ
た
期
間
に
お
け
る

連
続
し
て
労
働
さ
せ
る
日
数
の
限
度
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

④ 

（
略
） 
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第
三
十
二
条
の
五 

（
適
用
除
外
） 

           

② 

（
適
用
除
外
） 

   

③ 

（
適
用
除
外
） 

 

 

（
時
間
外
及
び
休
日
の
労
働
） 

第
三
十
六
条 

（
適
用
除
外
） 

    

第
三
十
二
条
の
五 

使
用
者
は
、
日
ご
と
の
業
務
に
著
し
い
繁
閑
の

差
が
生
ず
る
こ
と
が
多
く
、
か
つ
、
こ
れ
を
予
測
し
た
上
で
就
業

規
則
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
に
よ
り
各
日
の
労
働
時
間
を
特

定
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
事
業
で
あ
つ
て
、
常
時
使
用
す
る
労
働
者
の
数
が
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
数
未
満
の
も
の
に
従
事
す
る
労
働
者
に
つ
い
て
は

、
当
該
事
業
場
に
、
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が

あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
労
働
組
合
、
労
働
者
の
過
半
数
で
組

織
す
る
労
働
組
合
が
な
い
場
合
に
お
い
て
は
労
働
者
の
過
半
数
を

代
表
す
る
者
と
の
書
面
に
よ
る
協
定
が
あ
る
と
き
は
、
第
三
十
二

条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
日
に
つ
い
て
十
時
間
ま
で

労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

② 

使
用
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
者
に
労
働
さ
せ
る
場
合

に
お
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該

労
働
さ
せ
る
一
週
間
の
各
日
の
労
働
時
間
を
、
あ
ら
か
じ
め
、
当

該
労
働
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

③ 

第
三
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
協
定
に
つ
い

て
準
用
す
る
。 

 

（
時
間
外
及
び
休
日
の
労
働
） 

第
三
十
六
条 

使
用
者
は
、
当
該
事
業
場
に
、
労
働
者
の
過
半
数
で

組
織
す
る
労
働
組
合
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
労
働
組
合
、

労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が
な
い
場
合
に
お
い
て

は
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
と
の
書
面
に
よ
る
協
定
を
し

、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
こ
れ
を
行
政
官
庁
に
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② 

（
適
用
除
外
） 

              

③ 

（
適
用
除
外
） 

   

届
け
出
た
場
合
に
お
い
て
は
、
第
三
十
二
条
か
ら
第
三
十
二
条
の

五
ま
で
若
し
く
は
第
四
十
条
の
労
働
時
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
労
働
時
間
」
と
い
う
。
）
又
は
前
条
の
休
日
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
休
日
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

、
そ
の
協
定
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
労
働
時
間
を
延
長
し
、

又
は
休
日
に
労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

② 

前
項
の
協
定
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の

と
す
る
。 

一 

こ
の
条
の
規
定
に
よ
り
労
働
時
間
を
延
長
し
、
又
は
休
日
に

労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
る
労
働
者
の
範
囲 

二 

対
象
期
間
（
こ
の
条
の
規
定
に
よ
り
労
働
時
間
を
延
長
し
、

又
は
休
日
に
労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
を
い
い
、
一
年

間
に
限
る
も
の
と
す
る
。
第
四
号
及
び
第
六
項
第
三
号
に
お
い

て
同
じ
。
） 

三 

労
働
時
間
を
延
長
し
、
又
は
休
日
に
労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
場
合 

四 

対
象
期
間
に
お
け
る
一
日
、
一
箇
月
及
び
一
年
の
そ
れ
ぞ
れ

の
期
間
に
つ
い
て
労
働
時
間
を
延
長
し
て
労
働
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
時
間
又
は
労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
休
日
の
日
数 

五 

労
働
時
間
の
延
長
及
び
休
日
の
労
働
を
適
正
な
も
の
と
す
る

た
め
に
必
要
な
事
項
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項 

③ 
前
項
第
四
号
の
労
働
時
間
を
延
長
し
て
労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
時
間
は
、
当
該
事
業
場
の
業
務
量
、
時
間
外
労
働
の
動
向
そ

の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
通
常
予
見
さ
れ
る
時
間
外
労
働
の
範
囲

内
に
お
い
て
、
限
度
時
間
を
超
え
な
い
時
間
に
限
る
。 
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④ 

（
適
用
除
外
） 

    

⑤ 

（
適
用
除
外
） 

                

⑥ 

（
適
用
除
外
） 

  

④ 

前
項
の
限
度
時
間
は
、
一
箇
月
に
つ
い
て
四
十
五
時
間
及
び
一

年
に
つ
い
て
三
百
六
十
時
間
（
第
三
十
二
条
の
四
第
一
項
第
二
号

の
対
象
期
間
と
し
て
三
箇
月
を
超
え
る
期
間
を
定
め
て
同
条
の
規

定
に
よ
り
労
働
さ
せ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
箇
月
に
つ
い
て
四

十
二
時
間
及
び
一
年
に
つ
い
て
三
百
二
十
時
間
）
と
す
る
。 

⑤ 

第
一
項
の
協
定
に
お
い
て
は
、
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の

ほ
か
、
当
該
事
業
場
に
お
け
る
通
常
予
見
す
る
こ
と
の
で
き
な
い

業
務
量
の
大
幅
な
増
加
等
に
伴
い
臨
時
的
に
第
三
項
の
限
度
時
間

を
超
え
て
労
働
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
一
箇
月
に

つ
い
て
労
働
時
間
を
延
長
し
て
労
働
さ
せ
、
及
び
休
日
に
お
い
て

労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
（
第
二
項
第
四
号
に
関
し
て
協

定
し
た
時
間
を
含
め
百
時
間
未
満
の
範
囲
内
に
限
る
。
）
並
び
に

一
年
に
つ
い
て
労
働
時
間
を
延
長
し
て
労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
時
間
（
同
号
に
関
し
て
協
定
し
た
時
間
を
含
め
七
百
二
十
時
間

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
限
る
。
）
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
の
協
定
に
、
併
せ
て
第
二
項
第
二
号

の
対
象
期
間
に
お
い
て
労
働
時
間
を
延
長
し
て
労
働
さ
せ
る
時
間

が
一
箇
月
に
つ
い
て
四
十
五
時
間
（
第
三
十
二
条
の
四
第
一
項
第

二
号
の
対
象
期
間
と
し
て
三
箇
月
を
超
え
る
期
間
を
定
め
て
同
条

の
規
定
に
よ
り
労
働
さ
せ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
箇
月
に
つ
い

て
四
十
二
時
間
）
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
る
月
数
（
一
年
に
つ
い

て
六
箇
月
以
内
に
限
る
。
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

⑥ 
使
用
者
は
、
第
一
項
の
協
定
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
労
働

時
間
を
延
長
し
て
労
働
さ
せ
、
又
は
休
日
に
お
い
て
労
働
さ
せ
る

場
合
で
あ
つ
て
も
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
時
間
に
つ
い
て
、
当
該
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⑦ 

（
適
用
除
外
） 

     

⑧ 

（
適
用
除
外
） 

   

⑨ 

（
適
用
除
外
） 

  

各
号
に
定
め
る
要
件
を
満
た
す
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

坑
内
労
働
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
健
康
上
特
に
有

害
な
業
務
に
つ
い
て
、
一
日
に
つ
い
て
労
働
時
間
を
延
長
し
て

労
働
さ
せ
た
時
間
二
時
間
を
超
え
な
い
こ
と
。 

二 

一
箇
月
に
つ
い
て
労
働
時
間
を
延
長
し
て
労
働
さ
せ
、
及
び

休
日
に
お
い
て
労
働
さ
せ
た
時
間
百
時
間
未
満
で
あ
る
こ
と
。 

三 

対
象
期
間
の
初
日
か
ら
一
箇
月
ご
と
に
区
分
し
た
各
期
間
に

当
該
各
期
間
の
直
前
の
一
箇
月
、
二
箇
月
、
三
箇
月
、
四
箇
月

及
び
五
箇
月
の
期
間
を
加
え
た
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
に
お
け
る
労

働
時
間
を
延
長
し
て
労
働
さ
せ
、
及
び
休
日
に
お
い
て
労
働
さ

せ
た
時
間
の
一
箇
月
当
た
り
の
平
均
時
間
八
十
時
間
を
超
え
な

い
こ
と
。 

⑦ 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
労
働
時
間
の
延
長
及
び
休
日
の
労
働
を
適

正
な
も
の
と
す
る
た
め
、
第
一
項
の
協
定
で
定
め
る
労
働
時
間
の

延
長
及
び
休
日
の
労
働
に
つ
い
て
留
意
す
べ
き
事
項
、
当
該
労
働

時
間
の
延
長
に
係
る
割
増
賃
金
の
率
そ
の
他
の
必
要
な
事
項
に
つ

い
て
、
労
働
者
の
健
康
、
福
祉
、
時
間
外
労
働
の
動
向
そ
の
他
の

事
情
を
考
慮
し
て
指
針
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

⑧ 

第
一
項
の
協
定
を
す
る
使
用
者
及
び
労
働
組
合
又
は
労
働
者
の

過
半
数
を
代
表
す
る
者
は
、
当
該
協
定
で
労
働
時
間
の
延
長
及
び

休
日
の
労
働
を
定
め
る
に
当
た
り
、
当
該
協
定
の
内
容
が
前
項
の

指
針
に
適
合
し
た
も
の
と
な
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

⑨ 
行
政
官
庁
は
、
第
七
項
の
指
針
に
関
し
、
第
一
項
の
協
定
を
す

る
使
用
者
及
び
労
働
組
合
又
は
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者

に
対
し
、
必
要
な
助
言
及
び
指
導
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 
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⑩ 

（
適
用
除
外
） 

 
⑪ 

（
適
用
除
外
） 

 

⑩ 

前
項
の
助
言
及
び
指
導
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
労
働
者
の
健

康
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
特
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

⑪ 

第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
六
項
（
第
二
号
及
び
第
三
号

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
新
た
な
技
術
、
商
品
又
は

役
務
の
研
究
開
発
に
係
る
業
務
に
つ
い
て
は
適
用
し
な
い
。 



文部科学大臣メッセージ 
～給特法等改正法の成立に当たり、国民の皆様へ～ 

 
本日、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部
を改正する法律、いわゆる「給特法」等の改正法が成立いたしました。関係する皆
様のこれまでのご支援に感謝申し上げます。 
 
これまで、我が国の学校教育が世界的にも高い成果をあげてきたのは、子供たち
のために日々尽力されている教師の皆様の献身的な努力と、地域や保護者の皆様を
はじめ、子供たちを支えるすべての皆様のご理解とご協力の賜物であり、心から感
謝と敬意を表します。 
 
近年、学校・教師が担う業務が増加し、依然として長時間勤務の課題があります。
文部科学省としても、現在の状況を改善しなければ、教師の担い手が失われ、教育
の質の低下を招きかねないと強い危機感を抱いています。 
「教育は人なり」と言われます。教育の要である教師の皆様が日々活き活きと子
供たちに向き合い、その意欲と専門性を最大限に発揮できるよう、改革を加速して
進める必要があります。 
 
今回の法改正では、約 50 年ぶりとなる教員給与の引き上げを実現します。教師
の高度専門職としての職責にふさわしい処遇とすることは、教師の社会的評価を高
め、教育という営みそのものに対する敬意のある社会とするために必要なものです。 
また、働き方改革の取組の「見える化」を実現し、様々な主体が協働して働き方
改革を推進する仕組みを構築します。文部科学省は今後速やかに、働き方改革の具
体的な方策を明らかにした指針を策定し、教育委員会や学校を支援してまいります。 
さらに、学校の人員体制の充実に向けた教職員定数の計画的な改善や、学校や教
師を不当な要求などから守り、安心して教育活動に専念のできる環境づくりなども
進めます。 
教師の皆様が、「「働きやすさ」と「「働きがい」を感じられる職場環境を実現し、よ
り多くの方々に教職を目指していただけるよう取り組んでまいります。 
 
文部科学省は皆様と力を合わせて、この改革に取り組んでまいりたいと考えてお
ります。 
取組を進めるにあたり、各教育委員会や学校が、最も重要な主体であることは言
うまでもありません。関係者の皆様におかれましては、今回の法改正も契機として、
より一層の改善に向けた取組をお願い申し上げます。 
また、教育環境の整備は、地域総がかりで進めていただく必要があります。各地
方公共団体の首長の皆様におかれましては、地域の将来を担う人材を育てる学校を
支えるため、総合教育会議の場なども通じて、福祉部局等の関係部局や地域の皆様
との連携・協働を促進いただくよう、切にお願い申し上げます。 
そして、地域や保護者の皆様におかれましては、これまでもコミュニティ「・スク
ールなどを通じて、学校の教育活動にご参画いただいていますが、教師が教師でな
ければできない業務に注力できるようにすることが、子供たちへのより良い教育に
つながることをぜひご理解いただき、さらなるご協力をお願い申し上げます。 
 
皆様方のより一層のご理解・ご協力を、重ねてよろしくお願い申し上げます。 

 
令和７年（2025年）６月 11日 

文部科学大臣 あべ 俊子 

別添６ 



公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

  
政
府
及
び
関
係
者
は
□
本
法
の
施
行
に
当
た
□
て
は
□
次
の
事
項
に
つ
い
て
特
段
の
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
□ 

 

一 

教
育
職
員
の
時
間
外
在
校
等
時
間
を
令
和
十
一
年
度
ま
で
に
一
箇
月
当
た
り
平
均
三
十
時
間
程
度
に
縮
減
す
る
と
い
う
本
改
正
法
附
則
第
三
条

第
一
項
に
規
定
す
る
目
標
を
達
成
す
る
た
め
□
地
方
公
共
団
体
の
裁
量
に
も
留
意
し
つ
つ
□
そ
の
実
現
に
向
け
た
工
程
表
の
策
定
を
行
う
こ
と
□ 

 

二 

教
育
職
員
の
勤
務
条
件
の
更
な
る
改
善
の
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
□
本
改
正
法
附
則
第
六
条
に
規
定
す
る
教
育
職
員
の
勤
務
の

状
況
を
調
査
す
る
に
当
た
□
て
は
□
こ
れ
ま
で
教
育
職
員
に
対
し
て
行
わ
れ
た
勤
務
実
態
調
査
に
も
留
意
し
□
そ
の
方
法
に
つ
い
て
十
分
に
検
討

す
る
こ
と
□
ま
た
□
教
育
職
員
の
勤
務
条
件
の
更
な
る
改
善
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
に
当
た
□
て
は
□
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職

員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
お
け
る
教
育
職
員
の
健
康
及
び
福
祉
の
確
保
と
い
う
理
念
と
教
育
職
員
の
勤
務
の
状
況
と
の
差
を
埋
め
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
□ 

 

三 

教
育
委
員
会
は
□
時
間
外
在
校
等
時
間
が
上
限
時
間
を
超
え
る
学
校
に
対
し
て
□
当
該
学
校
の
業
務
や
環
境
整
備
等
の
状
況
を
十
分
に
検
証
し
□

在
校
等
時
間
の
長
時
間
化
を
防
ぐ
た
め
の
取
組
に
万
全
を
期
す
こ
と
□ 

 

四 

時
間
外
在
校
等
時
間
を
形
式
的
に
上
限
の
範
囲
内
と
す
る
た
め
に
□
週
休
日
・
休
日
を
含
め
て
□
実
際
の
時
間
外
在
校
等
時
間
よ
り
短
い
時
間

を
記
録
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
周
知
徹
底
す
る
こ
と
□
ま
た
□
校
長
等
が
虚
偽
の
時
間
外
在
校
等
時
間
を
記
録
さ
せ
る
こ
と
が
あ
□
た
場
合
に
は
□

信
用
失
墜
行
為
と
し
て
懲
戒
処
分
等
の
対
象
と
な
り
得
る
こ
と
に
つ
い
て
も
周
知
す
る
こ
と
□ 

 

五 

時
間
外
在
校
等
時
間
の
上
限
時
間
を
遵
守
す
る
こ
と
の
み
を
目
的
と
し
て
□
自
宅
等
へ
の
持
ち
帰
り
業
務
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
が
あ
□
て
は
な

ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て
□
周
知
徹
底
す
る
こ
と
□
ま
た
□
本
来
□
業
務
の
持
ち
帰
り
は
行
わ
な
い
こ
と
が
原
則
で
あ
る
こ
と
か
ら
□
持
ち
帰
り
が

行
わ
れ
て
い
る
実
態
が
あ
る
場
合
に
は
□
校
長
及
び
教
育
委
員
会
は
□
そ
の
状
況
を
適
切
に
把
握
す
る
と
と
も
に
□
国
は
フ
□
ロ
□
ア
□
プ
を
行

う
こ
と
□ 

 

六 

学
校
に
お
け
る
働
き
方
改
革
の
目
的
は
□
子
供
一
人
一
人
の
特
性
や
関
心
に
応
じ
た
学
び
の
実
現
で
あ
り
□
そ
の
目
的
の
た
め
□
教
育
課
程
の

編
成
の
在
り
方
に
つ
い
て
専
門
的
な
議
論
を
深
め
る
と
と
も
に
□
教
職
員
定
数
の
改
善
な
ど
の
教
育
条
件
の
整
備
も
一
体
と
し
て
同
時
に
進
め
る

こ
と
□ 

keisuke-kuribayashi
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七 

学
校
に
お
け
る
働
き
方
改
革
に
つ
い
て
は
□
単
に
教
育
委
員
会
や
学
校
の
み
の
責
務
と
す
る
の
で
は
な
く
□
地
方
公
共
団
体
の
関
係
部
署
が
一

体
と
な
□
て
□
取
組
を
強
力
に
推
進
す
る
こ
と
□
ま
た
□
教
育
委
員
会
は
□
教
師
不
足
□
の
解
消
を
図
る
た
め
の
対
策
に
万
全
を
期
す
こ
と
□ 

 

八 
労
働
基
準
監
督
機
関
の
権
限
を
行
使
す
る
人
事
委
員
会
及
び
人
事
委
員
会
を
置
か
な
い
場
合
の
地
方
公
共
団
体
の
長
は
□
教
育
委
員
会
が
教
育

職
員
の
業
務
量
を
適
切
に
管
理
し
□
健
康
と
福
祉
の
確
保
を
図
る
よ
う
□
そ
の
役
割
を
十
全
に
果
た
す
こ
と
□
そ
の
際
□
社
会
保
険
労
務
士
や
法

律
家
な
ど
外
部
の
専
門
家
の
知
見
も
活
用
し
□
教
育
職
員
が
働
き
方
に
つ
い
て
相
談
で
き
る
体
制
の
構
築
に
努
め
る
こ
と
□ 

 

九 

教
育
職
員
の
過
労
死
等
の
公
務
災
害
が
疑
わ
れ
る
事
案
が
発
生
し
た
際
に
は
□
服
務
監
督
権
者
で
あ
る
教
育
委
員
会
及
び
校
長
は
速
や
か
に
調

査
を
行
い
□
再
発
防
止
に
向
け
た
取
組
を
講
ず
る
こ
と
□ 

 

十 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
□
学
校
に
お
け
る
働
き
方
改
革
を
円
滑
に
推
進
で
き
る
よ
う
□
い
わ
ゆ
る
□
学
校
・
教
師
が
担
う
業
務
に
係
る
三
分

類
□
に
基
づ
く
取
組
が
確
実
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
□
必
要
な
財
政
措
置
等
の
条
件
整
備
を
講
ず
る
こ
と
□
ま
た
□
国
は
□□
教
員
が
担
う
べ
き
で
は

な
い
業
務
□
を
明
確
に
示
す
と
と
も
に
□
教
育
委
員
会
及
び
学
校
段
階
に
お
い
て
□
教
育
課
程
上
の
工
夫
を
含
め
た
業
務
改
善
の
取
組
を
整
理
・

共
有
す
る
こ
と
□
さ
ら
に
□
こ
う
し
た
改
革
の
趣
旨
に
つ
い
て
□
国
が
主
体
的
に
保
護
者
や
地
域
に
対
し
て
理
解
を
促
す
広
報
や
発
信
に
取
り
組

む
こ
と
□ 

 

十
一 

主
務
教
諭
の
配
置
に
よ
る
教
諭
の
職
務
内
容
・
職
責
の
変
化
が
な
い
こ
と
を
踏
ま
え
□
主
務
教
諭
の
配
置
の
た
め
に
□
教
諭
の
給
与
を
引
き

下
げ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
□
地
方
公
共
団
体
に
周
知
徹
底
す
る
こ
と
□
ま
た
□
主
務
教
諭
の
配
置
に
よ
□
て
□
学
校
内
外
で
円
滑
に
協
力
・
協
働

体
制
が
構
築
で
き
る
よ
う
□
周
知
す
る
こ
と
□
併
せ
て
□
主
務
教
諭
の
配
置
が
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
任
意
設
置
と
な
□
て
い
る
こ
と
か
ら
□
そ

の
配
置
人
数
分
の
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
金
を
確
実
に
措
置
す
る
こ
と
□ 

 

十
二 

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
を
校
務
類
型
に
応
じ
て
支
給
す
る
に
当
た
□
て
は
□
現
在
行
わ
れ
て
い
る
一
律
支
給
部
分
に
つ
い
て
□
そ
の
支

給
が
で
き
な
い
と
の
誤
解
が
生
じ
な
い
よ
う
周
知
す
る
こ
と
□
併
せ
て
□
学
級
担
任
に
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
の
支
給
を
加
算
す
る
こ
と
に

つ
い
て
□
複
数
担
任
制
を
採
□
て
い
る
場
合
に
も
支
給
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
周
知
す
る
こ
と
□ 

 

十
三 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
制
度
の
枠
組
み
に
お
い
て
措
置
さ
れ
て
い
る
幼
稚
園
教
員
の
処
遇
改
善
に
資
す
る
財
政
措
置
と
そ
の
効
果
に
つ
い
て
□

継
続
的
に
フ
□
ロ
□
ア
□
プ
を
行
う
こ
と
□ 

 



十
四 

国
は
□
教
育
職
員
の
業
務
の
縮
減
の
た
め
□
教
育
職
員
の
担
当
授
業
時
数
を
軽
減
す
る
た
め
の
教
育
課
程
の
実
施
と
抜
本
的
な
教
職
員
定
数

の
改
善
に
努
め
る
こ
と
□
ま
た
□
ス
ク
□
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
□
や
ス
ク
□
ル
ソ
□
シ
□
ル
ワ
□
カ
□
□
教
員
業
務
支
援
員
等
の
学
校
に
お
け
る
専
門

ス
タ
□
フ
の
配
置
の
一
層
の
拡
充
及
び
処
遇
改
善
に
努
め
□
地
方
公
共
団
体
の
財
政
力
に
起
因
し
た
配
置
の
格
差
が
生
ず
る
こ
と
の
な
い
よ
う
□

必
要
な
財
政
措
置
を
講
ず
る
こ
と
□
併
せ
て
□
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
□
部
活
動
の
地
域
展
開
等
を
確
実
に
進
め
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
と

と
も
に
□
全
国
規
模
の
□
学
校
人
材
バ
ン
ク
□
の
構
築
な
ど
を
講
ず
る
こ
と
□ 

 

十
五 

令
和
の
日
本
型
学
校
教
育
を
担
う
専
門
職
と
し
て
の
教
育
職
員
の
専
門
性
の
向
上
・
キ
□
リ
ア
形
成
の
た
め
□
研
修
や
教
員
養
成
段
階
へ
の

支
援
に
加
え
□
授
業
実
践
が
共
有
で
き
る
プ
ラ
□
ト
フ
□
□
ム
の
形
成
と
教
育
デ
□
タ
ベ
□
ス
を
整
備
し
□
多
様
な
子
供
へ
の
効
果
的
な
授
業
実

践
や
支
援
と
そ
の
成
果
を
科
学
的
に
分
析
・
共
有
す
る
仕
組
み
を
構
築
す
る
こ
と
□
そ
の
際
□
現
場
の
教
育
職
員
の
負
担
と
な
ら
な
い
よ
う
配
慮

す
る
こ
と
□ 

 

十
六 

教
育
職
員
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
を
良
好
な
も
の
と
す
る
前
提
と
し
て
□
学
校
に
お
け
る
労
働
安
全
衛
生
管
理
体
制
の
整
備
が
不
可
欠
で
あ
る

こ
と
を
踏
ま
え
□
産
業
医
や
健
康
管
理
医
等
の
選
任
等
□
教
員
の
健
康
確
保
措
置
の
環
境
整
備
に
際
し
□
地
方
公
共
団
体
間
で
格
差
が
生
ず
る
こ

と
の
な
い
よ
う
□
国
が
必
要
な
支
援
を
行
う
こ
と
□
ま
た
□
学
校
に
お
け
る
勤
務
間
イ
ン
タ
□
バ
ル
の
取
組
を
進
め
る
た
め
□
国
は
必
要
な
支
援

を
行
う
こ
と
□ 

 

十
七 

教
育
職
員
の
安
定
的
な
確
保
及
び
質
の
向
上
の
た
め
□
教
育
職
員
の
免
許
制
度
及
び
養
成
・
採
用
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
□
そ
の

結
果
に
基
づ
き
□
法
制
上
の
措
置
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
□
ま
た
□
教
育
職
員
の
専
門
性
・
多
様
性
の
確
保
の
た
め
□
教
育
職
員

の
採
用
選
考
の
実
施
時
期
及
び
回
数
等
に
つ
い
て
□
教
育
委
員
会
に
よ
る
工
夫
改
善
の
取
組
を
促
進
す
る
こ
と
□ 



公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る

附
帯
決
議 

令

和

七

年

六

月

十

日 
 

参

議

院

文

教

科

学

委

員

会

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

政
府
及
び
関
係
者
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
特
段
の
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。  

 

一
、
教
育
職
員
の
時
間
外
在
校
等
時
間
を
令
和
十
一
年
度
ま
で
に
一
箇
月
当
た
り
平
均
三
十
時
間
程
度
に
縮
減
す
る
と
い
う
本

改
正
法
附
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
目
標
を
達
成
す
る
た
め
、
地
方
公
共
団
体
の
裁
量
に
も
留
意
し
つ
つ
、
そ
の
実
現

に
向
け
た
工
程
表
の
策
定
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
当
該
目
標
は
、
一
箇
月
当
た
り
三
十
時
間
程
度
ま
で
は
時
間
外
在
校
等
時

間
を
認
め
る
と
い
う
趣
旨
で
は
な
く
、
そ
の
一
層
の
縮
減
が
必
要
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
学
校
、
教
育
委
員
会
、
保
護
者
、

地
域
等
に
対
し
て
周
知
す
る
こ
と
。 

 

二
、
教
育
職
員
の
勤
務
条
件
の
更
な
る
改
善
の
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
、
本
改
正
法
附
則
第
六
条
に
規
定
す
る

教
育
職
員
の
勤
務
の
状
況
を
調
査
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
教
育
職
員
に
対
し
て
行
わ
れ
た
勤
務
実
態
調
査
に
も
留

意
し
、
そ
の
方
法
に
つ
い
て
十
分
に
検
討
す
る
こ
と
。
ま
た
、
教
育
職
員
の
勤
務
条
件
の
更
な
る
改
善
の
た
め
の
措
置
を
講

ず
る
に
当
た
っ
て
は
、
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
お
け
る
教
育
職
員
の

健
康
及
び
福
祉
の
確
保
と
い
う
理
念
と
教
育
職
員
の
勤
務
の
状
況
と
の
差
を
埋
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講

ず
る
こ
と
。 

 

三
、
教
育
委
員
会
は
、
時
間
外
在
校
等
時
間
が
上
限
時
間
を
超
え
る
学
校
に
対
し
て
、
当
該
学
校
の
業
務
や
環
境
整
備
等
の
状

況
を
十
分
に
検
証
し
、
在
校
等
時
間
の
長
時
間
化
を
防
ぐ
た
め
の
取
組
に
万
全
を
期
す
こ
と
。 
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四
、
時
間
外
在
校
等
時
間
を
形
式
的
に
上
限
の
範
囲
内
と
す
る
た
め
に
、
休
憩
時
間
、
並
び
に
週
休
日
・
休
日
を
含
め
て
、
実

際
の
時
間
外
在
校
等
時
間
よ
り
短
い
時
間
を
記
録
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
周
知
徹
底
す
る
こ
と
。
ま
た
、
校
長
等
が
虚
偽
の

時
間
外
在
校
等
時
間
を
記
録
さ
せ
る
こ
と
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
信
用
失
墜
行
為
と
し
て
懲
戒
処
分
等
の
対
象
と
な
り
得
る

こ
と
に
つ
い
て
も
周
知
す
る
こ
と
。 

 

五
、
時
間
外
在
校
等
時
間
の
上
限
時
間
を
遵
守
す
る
こ
と
の
み
を
目
的
と
し
て
、
自
宅
等
へ
の
持
ち
帰
り
業
務
を
増
加
さ
せ
る

こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
周
知
徹
底
す
る
こ
と
。
ま
た
、
本
来
、
業
務
の
持
ち
帰
り
は
行
わ
な
い
こ
と

が
原
則
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
持
ち
帰
り
が
行
わ
れ
て
い
る
実
態
が
あ
る
場
合
に
は
、
校
長
及
び
教
育
委
員
会
は
、
そ
の
状
況

を
適
切
に
把
握
す
る
と
と
も
に
、
国
は
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を
行
い
、
持
ち
帰
り
を
行
わ
ず
に
済
む
よ
う
、
人
員
の
配
置
拡
充
、

業
務
の
削
減
等
の
必
要
な
取
組
を
実
施
す
る
こ
と
。 

 

六
、
学
校
に
お
け
る
働
き
方
改
革
の
目
的
は
、
子
供
一
人
一
人
の
特
性
や
関
心
に
応
じ
た
学
び
の
実
現
で
あ
り
、
そ
の
目
的
の

た
め
、
教
育
課
程
の
編
成
の
在
り
方
に
つ
い
て
専
門
的
な
議
論
を
深
め
る
と
と
も
に
、
教
職
員
定
数
の
改
善
な
ど
の
教
育
条

件
の
整
備
も
一
体
と
し
て
同
時
に
進
め
る
こ
と
。 

 

七
、
学
校
に
お
け
る
働
き
方
改
革
に
つ
い
て
は
、
学
校
の
設
置
者
で
あ
り
、
教
職
員
の
服
務
を
監
督
す
る
教
育
委
員
会
が
、
学

校
徴
収
金
の
公
会
計
化
を
は
じ
め
と
し
た
業
務
の
見
直
し
や
支
援
ス
タ
ッ
フ
の
予
算
化
な
ど
学
校
を
支
援
す
る
取
組
に
つ
い

て
主
体
性
を
持
っ
て
実
施
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
取
組
に
つ
い
て
は
、
単
に
教
育
委
員
会
や
学
校
の
み
の
責

務
と
す
る
の
で
は
な
く
、
地
方
公
共
団
体
の
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
も
と
、
関
係
部
署
が
一
体
と
な
っ
て
、
強
力
に
推
進

す
る
こ
と
。
ま
た
、
国
は
、
常
勤
職
員
と
同
等
の
職
務
を
遂
行
し
て
い
る
臨
時
的
任
用
教
員
の
給
与
決
定
に
つ
い
て
、
総
務

省
通
知
か
ら
二
級
発
令
と
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
任
命
権
者
で
あ
る
教
育
委
員
会
に
周
知
徹
底
す
る
こ
と
。
併
せ



て
、
二
級
発
令
と
し
た
場
合
、
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
金
に
お
い
て
財
政
措
置
が
さ
れ
る
こ
と
も
周
知
す
る
こ
と
。 

 
八
、
労
働
基
準
監
督
機
関
の
権
限
を
行
使
す
る
人
事
委
員
会
及
び
人
事
委
員
会
を
置
か
な
い
場
合
の
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、

教
育
委
員
会
が
教
育
職
員
の
業
務
量
を
適
切
に
管
理
し
、
健
康
と
福
祉
の
確
保
を
図
る
よ
う
、
そ
の
役
割
を
十
全
に
果
た
す

こ
と
。
そ
の
際
、
社
会
保
険
労
務
士
や
法
律
家
な
ど
外
部
の
専
門
家
の
知
見
も
活
用
し
、
教
育
職
員
が
働
き
方
に
つ
い
て
相

談
で
き
る
体
制
の
構
築
に
努
め
る
こ
と
。 

 

九
、
国
は
、
服
務
監
督
教
育
委
員
会
及
び
校
長
に
は
自
己
の
監
督
す
る
教
職
員
に
つ
い
て
、
安
全
配
慮
義
務
が
あ
り
、
業
務
時

間
・
業
務
内
容
を
把
握
し
た
上
で
業
務
量
を
適
切
に
調
整
す
る
な
ど
の
措
置
を
取
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
周
知
す
る

こ
と
。
併
せ
て
、
安
全
配
慮
義
務
を
怠
っ
た
場
合
に
は
、
損
害
賠
償
に
も
及
ぶ
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
教
育
委
員

会
と
校
長
に
周
知
徹
底
す
る
こ
と
。
ま
た
、
教
職
員
の
過
労
死
等
の
公
務
災
害
が
疑
わ
れ
る
事
案
が
発
生
し
た
際
に
は
、
服

務
監
督
権
者
で
あ
る
教
育
委
員
会
及
び
校
長
は
速
や
か
に
調
査
を
行
い
、
再
発
防
止
に
向
け
た
取
組
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

十
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
学
校
に
お
け
る
働
き
方
改
革
を
円
滑
に
推
進
で
き
る
よ
う
、
い
わ
ゆ
る
「
学
校
・
教
師
が
担

う
業
務
に
係
る
三
分
類
」
に
基
づ
く
取
組
が
確
実
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
財
政
措
置
等
の
条
件
整
備
を
講
ず
る
こ
と
。

ま
た
、
国
は
、
三
分
類
に
つ
い
て
必
要
な
見
直
し
を
行
い
、
「
教
員
が
担
う
べ
き
で
は
な
い
業
務
」
を
明
確
に
示
す
と
と
も

に
、
教
育
委
員
会
及
び
学
校
段
階
に
お
い
て
、
教
育
課
程
上
の
工
夫
を
含
め
た
業
務
改
善
の
取
組
を
整
理
・
共
有
す
る
こ
と
。

さ
ら
に
、
こ
う
し
た
改
革
の
趣
旨
に
つ
い
て
、
国
が
主
体
的
に
保
護
者
や
地
域
に
対
し
て
理
解
を
促
す
広
報
や
発
信
に
取
り

組
む
こ
と
。 

 

十
一
、
業
務
量
管
理
・
健
康
確
保
措
置
の
実
施
に
お
け
る
学
校
運
営
協
議
会
の
役
割
の
重
要
性
に
鑑
み
、
学
校
運
営
協
議
会
の

設
置
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
学
校
運
営
の
支
援
機
能
向
上
、
学
校
運
営
協
議
会
委
員
の
研
修
の
改
善
と
適
切
な
処
遇
を
行



う
こ
と
。 

 
十
二
、
主
務
教
諭
の
配
置
に
よ
る
教
諭
の
職
務
内
容
・
職
責
の
変
化
が
な
い
こ
と
を
踏
ま
え
、
主
務
教
諭
の
配
置
の
た
め
に
、

教
諭
の
給
与
を
引
き
下
げ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
地
方
公
共
団
体
に
周
知
徹
底
す
る
こ
と
。
ま
た
、
主
務
教
諭
の
配
置
に
よ
っ

て
、
学
校
内
外
で
円
滑
に
協
力
・
協
働
体
制
が
構
築
で
き
る
よ
う
、
周
知
す
る
こ
と
。
併
せ
て
、
主
務
教
諭
の
配
置
が
地
方

公
共
団
体
に
よ
る
任
意
設
置
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
配
置
人
数
分
の
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
金
を
確
実
に
措
置
す

る
こ
と
。 

 

十
三
、
教
職
調
整
額
の
一
〇
％
へ
の
引
上
げ
を
確
実
に
実
施
す
る
と
と
も
に
、
学
校
に
お
け
る
働
き
方
改
革
の
進
捗
状
況
及
び

財
源
確
保
の
状
況
等
を
踏
ま
え
、
教
職
調
整
額
の
引
上
げ
時
期
の
前
倒
し
を
検
討
す
る
こ
と
。
ま
た
、
教
職
調
整
額
の
引
上

げ
が
他
の
教
育
予
算
の
削
減
に
つ
な
が
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
必
要
な
予
算
を
確
保
す
る
こ
と
。 

 

十
四
、
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
を
校
務
類
型
に
応
じ
て
支
給
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
現
在
行
わ
れ
て
い
る
一
律
支
給
部
分

に
つ
い
て
、
そ
の
支
給
が
で
き
な
い
と
の
誤
解
が
生
じ
な
い
よ
う
周
知
す
る
こ
と
。
併
せ
て
、
学
級
担
任
に
義
務
教
育
等
教

員
特
別
手
当
の
支
給
を
加
算
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
複
数
担
任
制
を
採
っ
て
い
る
場
合
に
も
支
給
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
周

知
す
る
こ
と
。 

 

十
五
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
制
度
の
枠
組
み
に
お
い
て
措
置
さ
れ
て
い
る
幼
稚
園
教
員
の
処
遇
改
善
に
資
す
る
財
政
措
置
と

そ
の
効
果
に
つ
い
て
、
継
続
的
に
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を
行
う
こ
と
。 

 

十
六
、
国
は
、
教
育
職
員
の
業
務
の
縮
減
の
た
め
、
教
育
職
員
の
担
当
授
業
時
数
を
軽
減
す
る
た
め
の
教
育
課
程
の
実
施
と
抜

本
的
な
教
職
員
定
数
の
改
善
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
や
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
、
教



員
業
務
支
援
員
等
の
学
校
に
お
け
る
専
門
ス
タ
ッ
フ
の
配
置
の
一
層
の
拡
充
及
び
処
遇
改
善
に
努
め
、
地
方
公
共
団
体
の
財

政
力
に
起
因
し
た
配
置
の
格
差
が
生
ず
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
必
要
な
財
政
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
併
せ
て
、
国
及
び
地
方

公
共
団
体
は
、
部
活
動
の
地
域
展
開
等
を
確
実
に
進
め
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
全
国
規
模
の
「
学
校
人
材
バ

ン
ク
」
の
構
築
な
ど
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

十
七
、
本
改
正
法
に
よ
り
時
間
外
在
校
等
時
間
の
縮
減
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
い
わ
ゆ
る
「
超
勤
四
項
目
」
以
外

の
業
務
で
あ
る
部
活
動
に
つ
い
て
は
、
教
育
職
員
が
正
規
の
勤
務
時
間
を
超
え
て
従
事
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
な

い
こ
と
を
踏
ま
え
、
部
活
動
改
革
の
推
進
等
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

十
八
、
保
護
者
や
地
域
か
ら
の
過
剰
な
苦
情
や
不
当
な
要
求
な
ど
に
関
す
る
教
職
員
の
負
担
感
が
大
き
い
こ
と
を
踏
ま
え
、
学

校
だ
け
で
は
解
決
が
難
し
い
事
案
に
つ
い
て
、
学
校
任
せ
に
す
る
の
で
は
な
く
、
保
護
者
等
か
ら
行
政
が
直
接
相
談
を
受
け

る
な
ど
、
行
政
に
よ
る
学
校
問
題
解
決
の
た
め
の
支
援
体
制
の
構
築
や
、
ス
ク
ー
ル
ロ
イ
ヤ
ー
が
学
校
や
教
育
委
員
会
の
立

場
に
立
っ
た
代
理
人
と
し
て
対
応
す
る
こ
と
も
含
め
、
ス
ク
ー
ル
ロ
イ
ヤ
ー
の
よ
り
積
極
的
な
活
用
や
配
置
充
実
に
向
け
て
、

財
政
措
置
等
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

十
九
、
令
和
の
日
本
型
学
校
教
育
を
担
う
専
門
職
と
し
て
の
教
育
職
員
の
専
門
性
の
向
上
・
キ
ャ
リ
ア
形
成
の
た
め
、
研
修
や

教
員
養
成
段
階
へ
の
支
援
に
加
え
、
授
業
実
践
が
共
有
で
き
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
形
成
と
教
育
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
整
備

を
行
い
、
多
様
な
子
供
へ
の
効
果
的
な
授
業
実
践
や
支
援
と
そ
の
成
果
を
科
学
的
に
分
析
・
共
有
す
る
仕
組
み
を
構
築
す
る

こ
と
。
そ
の
際
、
現
場
の
教
育
職
員
の
負
担
と
な
ら
な
い
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。 

 

二
十
、
教
育
職
員
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
を
良
好
な
も
の
と
す
る
前
提
と
し
て
、
学
校
に
お
け
る
労
働
安
全
衛
生
管
理
体
制
の
整

備
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
産
業
医
や
健
康
管
理
医
等
の
選
任
等
、
教
員
の
健
康
確
保
措
置
の
環
境
整
備
に
際
し
、



地
方
公
共
団
体
間
で
格
差
が
生
ず
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
国
が
必
要
な
支
援
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
学
校
に
お
け
る
勤
務
間

イ
ン
タ
ー
バ
ル
の
取
組
を
進
め
る
た
め
、
国
は
必
要
な
支
援
を
行
う
こ
と
。 

 

二
十
一
、
教
育
職
員
の
安
定
的
な
確
保
及
び
質
の
向
上
の
た
め
、
教
育
職
員
の
免
許
制
度
及
び
養
成
・
採
用
の
在
り
方
に
つ
い

て
検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
法
制
上
の
措
置
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
ま
た
、
教
育
職
員
の
専

門
性
・
多
様
性
の
確
保
の
た
め
、
教
育
職
員
の
採
用
選
考
の
実
施
時
期
及
び
回
数
等
に
つ
い
て
、
教
育
委
員
会
に
よ
る
工
夫

改
善
の
取
組
を
促
進
す
る
こ
と
。 

 

右
決
議
す
る
。 
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